




 

 

はじめに 

 

近年、救急出動件数は年々増加している。令和元年中の救急自動車による救急出動

件数は約 664 万件、救急搬送人員は約 598 万人となり、過去最多を更新した。このよ

うな中、「令和２年度救急業務のあり方に関する検討会」では、救急業務全般のあり方

について検討を行った。 

高齢化の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行や我が国での感染

患者の増加、環境や生活様式の変化等を背景として、救急需要は多様化している。こ

れらの状況を踏まえ、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供し救命率の向上

を図るかは、救急業務に係る主要な課題と考えられる。こうした課題に対応するため、

①救急業務の円滑な実施と質の向上、②救急車の適正利用の推進等を目標として掲げ

検討を行った。 

① に関連しては、「救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方」、「救急

活動における ICT 技術導入」及び「蘇生ガイドライン改訂への対応」について検

討した。 

② に関連しては、「救急安心センター事業(♯7119)の全国展開に向けた検討」を行っ

た。 

このほか、新型コロナウイルス感染症への対応状況等を踏まえ、「救急隊の感染防止

対策」を検討するとともに、「救急業務に関するフォローアップ」の取組状況を報告し

た。 

このうち、「救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた検討」については、

検討部会を、「救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方」及び「救急隊

の感染防止対策」については、ワーキンググループを設置して、詳細かつ積極的な検討

を行った。 

今年度も多岐にわたる検討を行い、救急業務のあり方について多くの成果をまとめる

ことができたものと自負しているが、本検討会で提示された検討すべき課題については、

救急業務の更なる発展のため、今後、各地域において具体化に向けた精力的な議論が行

われることが期待される。 

本報告書が有効活用され、救急救命体制の充実・強化の一助となり、我が国の救命率

の一層の向上につながることを期待している。 
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＜本報告書記載のアンケート結果に関する集計上の留意点＞

1）回答率（割合（％））は、小数点第 2位を四捨五入して、小数点第 1位までを
表記したため、合計が 100 にならない場合がある。

2）各グラフでは、複数回答形式の設問にのみ、「複数回答」と明記しており、回
答形式が明記されていない設問は単数回答形式の設問となる。

3）複数回答方式の設問では、回答率（割合（％））は回答者総数に対する回答数
の割合を示しており、回答率の合計は 100 にならない。同様に回答数の合計は
回答者総数とは一致しない。
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令和 年中の救急 による救急 数は 9 7 7 （前年 ３

、0 ）、救急 人員は 97 00 人（前年 １ 7 71 人 、0 ）

となり、救急 数、救急 人員と に を 新 た た、病院 所

時間（119 報を けて 医 に き に た時間）は、

9 （前年 い）とな た  

る救急 の 大 救急 務の り方について、 な研究・検討

を い、救急 務を り 課題に対 する とを目 と て、 救急 務の り

方に する検討会 （座長   立 政法人労働 康 理事長）を

、計３回開催 た  

令和２年 救急 務の り方に する検討会 検討事  
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本検討会 は、 の 目について検討及び り とめを い、 た消防庁におけ

る 組について報告を けた  

救急 務における ン ー 体制の り方（検討） 

・ ン ー 体制の の中 る オンライン MC 、 

事 検 及び 教 の課題の 策 

・ の ン ー 体制の り方 

救急 における C （検討） 

  ・救急 員の の 化とい に 目 た C 等の な 

の  

  ・救急 務の高 化に けた な 等の の 性 

生 イ ライン の対 （検討） 

  ・対 方 の 理

救急 ン ー事 （ 7119）の 開に けた検討（検討） 

  ・ 地域における救急 ン ー事 の 性について 

  ・事 の実施 の について 

  ・ 地域における実施体制 りについて 

救急 の 防 対策（検討） 

  ・救急 の 防 対策 （ 2 0 ）の策  

救急 務に する ー （消防庁による実施報告） 

  ・ ン ー 調査 

  ・  

  ・ な 組の  
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なお、 の 目に係る検討 を え、 の 道 県消防防 主管部局、

道 県 生主管部局、消防本部、 道 県 ン ー 議会（

道 県 MC 議会 とい ）及び地域 ン ー 議会（ 地域 MC

議会 とい ）に対 ン ー による実態調査を た  

対 救急救命体制の ・充実に する調査 調査 目 

ン ー 目 
道 県 

消防防 主管部局

道 県 

生主管部局
消防本部 

病 の 及び 病 の 実施に

する  
○ ○  

院 イ ライン ○ ○  

C  ○  ○ 

人対  ○ ○ ○ 

ン ー 体制の  ○ ○  

生主管部局との  ○   

消防防 主管部局との   ○  

救急 ー ー ン   ○ 

指 ・ 指 の事 検    ○ 

係   ○ 

急 の 及    ○ 

急 体 の 及のための 組   ○ 

救急 時間   ○ 

救急 員の労務管理   ○ 

   ○ 

中・ に対する対    ○ 

対 ン ー 体制等の実態に する調査 調査 目 

ン ー 目 
道 県 

MC 議会 

地域 

MC 議会 
消防本部 

ン ー に する と ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ 

等に対する 組 ○ ○ ○ 

病 の に た救急現 における

生の実施 
○ ○ ○ 
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ン ー （ MC とい ）体制は、救急救命 に対する

指 救急救命 を 救急 員に対する医 の指 ・助 、救急 の事 検

、救急救命 の を する救急 員 の 教 （ ３つの事 を、

務 とい ）を中 と 、地域における ・ の一

の充実 救急 務の なる高 化 の を け てきた 体制

20 年 、令和３年２月現 、 に 7 の 道 県 MC 議会、2 1 の

地域 MC 議会を MC 体制 ている  

MC 体制の り方については、 令和 年 救急 務の り方に する検討会

において検討を い、MC 体制の 大の と の を 理するとと

に、 務における課題の を た を えて 年 は、 務

の課題 策の検討を中 に、 の課題の に る MC 体制の り方につ

いて 検討を い、 い MC 体制の り方 MC 議会の 等についての

考え方を た  

年 の検討を え、 年 、MC 体制の 指 、救急救命 等の

教 方法等について き き検討を い、MC 体制の なる充実に するよ

り組 い  

救急 務における C の については、 救急 務の り方に

する検討会 検討を い、 の を消防庁 の 知 す と等により

地域における の てきたと る 、 C 等の な

は日 、新たな と生 ている とな 、 地域における

組には地域 生 ている のよ な状 等を え、令和２年 において

は、 に、救急 員の を 化するとい に 目 て、 C 等の

な の に係る検討を とと に、救急 務の高 化とい の

な の の 性についての検討を た  

の 、前 については、 会 実 実 を て、 な の

に係る 、課題 の 策等を り とめ、 C 等の な

とな ている消防本部に け、救急 務 な な の

化を た  

た、 については、 な 組を実施 ている消防本部 な

に る事 等 の 報 集及び の消防本部 の ン ー 調査

の 等を て、消防本部 る C 等の な を り とめ

た  
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た  

 

、 年ごとに、 生と 急 管治療のための科学と治療の

に る ン ン （C ） 及び C 生 イ ライン 公開 る

とに合 て、日本救急医療 団（ 生法委員会）によ て、 救急 生

法の指 （市 ） 及び 救急 生法の指 （医療 事 ） 、本

検討会において 、 の に する 、一般市 救急 員

生法において を ける事 について、検討を とを と てきた

た中、 年 は、 般の新 イ の な に い、

日本 生 議会（ C） 、 C 生 イ ライン 2020 の公開 の

な と 年間 する と 公開 、 ラ の を 2021 年３

月、 を令和３年 とする と た とを け、本検討会における検討

について 、年 に ていた ー を、大き する と

を な た  

、 生 イ ライン に 、一般市 救急 員 生法

の とい 命題 、 に り組 べき課題 る とに りはない  

の と 、 の状 の 化 に対 な 、 は年 に

、 生 イ ライン の対 を検討する ー ン ー を立 、

第１回目の ー ン ー を開催 、 の速 な検討につな てい

とと たい  

7119 については、 実施 る とを目指 、 救急 務の り方に

する検討会 を中 に、 な 検 ・検討を い、 の

を す と 、事 の を てきていると る な 、令

和２年 10 月１日現 、実施地域は 17、 の人 バー は 0 にと

ている と 、 年 は にいて 7119 る体制 すな

7119 の 開を目指 、 7119 の 開に けた検討部会 を

、 実施団体における事 に係る課題 の 策等について検討を

た  

体 には、 実施団体 の ン ー 調査 実施団体・ 実施団体 の

ン 等を て、本事 の 開に けた課題を、事 実施の 性の

理 事 の実施主体・ 政 の り方な 目に 理するとと に、

の課題に対 て考え る 策について検討を い、令和３年１月に検討部

会報告 と て り とめた  

た、 7119 及び 及 バイザー 会 を開催 、検討部会

において 理 た 課題の 事 実施 の ・明 化 及び 実施

団体における事 の に係る課題について、実施団体の を えた議
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の りを とと に、前年 の検討 を えた 7119 実施団体にお

ける事 検 の現状及び の 組方 について検討を た  

、消防庁 は、検討部会における検討 等を え、 地域 7119 の

に けた 組 るよ 、 実施地域 の の ・ 議等を

つつ、 知等の 、事 の な 、 体 な 組

を めてい とと ている  

消防庁 は、 0 年 救急 務の り方に する検討会 において、 救

急 の 防 対策 （ 1 0） を 、 の消防本部に 知

た た中、令和２年１月 、 新 イ 生 、

消防 は 所等 の に き 等の に するな 、 な

対 に た ている  

のよ な状 に 、 防 対策の なる体制 ・充実を るため、本

検討会の とに た ー ン ー において、 新の医学 知 及び新

イ の対 の を えた の を検

討 、 救急 の 防 対策 （ 2 0） を た 消防

においては、救急 員 に きるよ 、 た を 大

いた とと に、消防 における 防 管理体制の 等の 組を

に てい と る  

救急 務に する 組状 については、地域によ て 生 ていた と 、

29 年 救急 務に する ー を開 、３年を けて

7 道 県を一 た  

の 、 なる と て、 地域の課題 の対 策について た

ー を とと に、 消防本部における課題 事 を する とに

より、 課題を するための施策につな る ン を る と 、 な救

急 務のより一 の を る とを目 と て、新たに 年

年間を けて、 ー を実施する とと た  

年 の は、新 イ の り、 県 19 消

防本部 の実施にと た 、 一 の を る と きた

年 、本事 の目 を すべ き き ー を実施 てい
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第１章 救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方

平成３年に救急救命士法（平成３年法律第 35 号。以下「救急救命士法」という。）

が施行され、平成４年から救急救命士の資格を有する救急隊員による救急業務が開始

された。その後、地域におけるプレホスピタル・ケアの一層の充実や救急業務の更な

る高度化への期待を受け、平成 13 年の救急業務高度化推進委員会での検討及びその

報告に基づき、「救急業務の高度化の推進について」（平成 13 年７月４日付け消防救

第 204号消防庁救急救助課長通知。以下「平成 13年７月４日付け消防庁通知」とい

う。）において、救急救命士に対する指示や救急救命士を含む救急隊員に対する医師

の指導・助言（以下「オンライン MC」という。）、救急活動の事後検証（以下「事後検

証」という。）、救急救命士の資格を有する救急隊員への再教育（以下「再教育」とい

う。）等のいわゆるメディカルコントロール（以下「MC」という。）体制の構築を積極

的に進めることが消防庁から全国に通知された。さらに、平成 15 年には「メディカ

ルコントロール体制の充実強化について」（平成 15年３月 26日付け消防救第 73号消

防庁救急救助課長、医政指発第 0326002号厚生労働省医政局指導課長通知。以下「平

成 15年３月 26日付け消防庁・厚生労働省通知」という。）により、都道府県 MC協議

会と地域 MC協議会の適切な運用を図ることが示された。MC体制の構築を始めてから

約 20 年が経過し、令和３年２月現在、全国に 47 の都道府県 MC 協議会、251 の地域

MC協議会を含む MC体制が構築されている。

MC体制のあり方については、「令和元年度救急業務のあり方に関する検討会」にお

いて検討を行い、体制の基礎であり土台である「救急救命士の観察・処置に対して医

学的観点から保障する体制」から、平成 21年の消防法（昭和 23年法律第 186号。以

下「消防法」という。）改正による「救急搬送に関する実施基準の策定を通じ、地域

の救急搬送・救急医療リソースの適切な運用を図る体制」への拡大、さらに「地域包

括ケアにおける医療・介護の連携に際して、消防救急・救急医療として協働する体制」

への展望を踏まえ、それぞれ MC 体制の「第１ステージ」、「第２ステージ」、「第３ス

テージ」と表現した（図表１－１）。
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図表１－１ MC体制の概要

令和元年度の検討では、併せて MC体制の役割の中心である「オンライン MC」、「事

後検証」及び「再教育」の３つの事項（以下「コア業務」という。）等について、全国

の消防本部、都道府県 MC協議会及び地域 MC協議会に対する実態調査を実施し、その

結果から課題の抽出を行った。抽出した課題については、令和２年度以降、MC体制第

１ステージにおいての解決策を講じるとともに、第２ステージ、第３ステージを視野

に入れた今後の MC 体制のあり方についても検討を行っていくこととした（図表１－

２）。

図表１－２ コア業務の抽出された課題
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令 ン ー等に している）は 2.3 （17本部）、

（ に ら あらかじ れている）は 67.4 （489

本部）、 （ の に って する）

は 10.1 （73 本部）、 を の で う体制をと

っている本部は 20.1 （146 本部）であった（図表１－ ）。

では、 に ら をもらうこと

で 、 た、オンライン MCに した を し すいと られるこ

とから、 、 、 の で り 体制と られる。

図表１－ の 要 の

た MC体制

これらの 方に 、 しいオンライン MC 体制の検討を行った。

と については、 、 の に、１ の

の の対 中等でつ ら い であっても、２ の に

かにつ れ オンライン MC 体制としての 及び は

れていると られることから、 を 体として するた の体制を検

討す である。そのた には、地域にお る 、 の の

（ に る の も ）を行い、 を たす の

（ であれ は を する）を

し、 する を すること であり、 らに、MC

にで る つ る 等を すること しい。 を た
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67.4%
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2.3% 0.1%

要 67.4 489

要 20.1 146

10.1 73

2.3 17

要 0.1 １

出 コ 体制 の

N=726
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りの 正 、 のよ な医 オンライン MC を ている の 、

に、救急 と MC 医 の 係性を する と い（ １ ）  

オンライン MC 体制の については、 1 年７月 日 け消

防庁 知等において、 道 県 MC 議会 指 、指 ・助 を する救急

医療 の 及び区域 りの調 ・ を い、地域 MC 議会 指 、指

・助 体制の に係る実 な調 を とと ている の と

を 本と つつ、 の考え方を えた いオンライン MC 体制の

のためには、地域 MC 議会は、 数の指 の 、地域の状 に合

た の調 、教 会の 等について主体 に

ると考え る た、 道 県 MC 議会は、地域 MC 議会の 組を

、 の を高め るよ な ー を とと に、 に

の 一等の広域 検討を る事 について、主体 に

ると考え る  

令和２年 MC 議会 会（第２回） MC 議会 会

等を いて を い、 の 2 1 の地域 MC 議会の現状の 組 に

て 道 県を つに た を地域 MC 議会の ごとに ると、

地域 MC 議会 道 県 （ 道 県 MC 議会と地域 MC 議会

一の体制） 県、 医療 （地域 MC 議会 医療 は 医

療 と 数 つ地理 に 重なる体制） 1 道 県、 救命救急 ン
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ー （ 及び を き、 地域 MC 議会に救命救急 ン ー １ 所

る体制）は 1 県、 消防本部 （ 、 及び を き、 地域 MC 議

会 ２ 所 の消防本部 なる体制） 県、 の （ 、 、 及

び に ない体制） 県 た 及び の地域においては、 、

及び の地域に べ、地域 MC 議会の 域 の 救急医療 数

な た 前 のとおり、 いオンライン MC 体制の のためには、

数の指 の 、地域の状 に合 た の調 、教 会

の 等について、地域 MC 議会 主体 な を り、一 の

医療の ー を とすると考え る のため、 に 道 県 の

医療 と て 小 、 に 域 に救命救急 ン ー ない

よ な地域 MC 議会においては、 は するオンライン MC 体制の

指 等により地域の実 を 、 の の地域 MC 議会の 組

な を たす と いと考え る 合は、 え 地域 MC

議会 の を める と等によ て、より広域な の MC 体制を

する と 考え る  

一 と て、県 の 11 の消防本部ごとに地域 MC 議会 ている

県において、 、オンライン MC を常時 ける と きない消防本部

た とを え、 道 県 MC 議会 主 に検討を い、県 の中

な医療 の を て、 消防本部のオンライン MC を補 する体制

を たとい 事 を 介 たい  

いオンライン MC 体制の のためには、 な体制の 指 を

いて地域の実 を する と る 指 の検討に た て、一般

社団法人日本臨床救急医学会 ン ー 検討委員会より、 年

実施 ている オンライン ン ー の実態調査 の中間報告

と て、常時性、迅速性、適切性の指 、地域 MC 議会及び 道 県 MC

議会の指 の 方法について た については（ ）MC 体制

べる  

令和 年 の検討 た課題 に たる と 、検討は

に とと 、 年 は日常 な教 体制における教 （実 を た

教 ）についての 理を中 とする とと た  

日常 な教 体制の検討に た て、実 を た教 体 立

ている 域の教 方法を 考と た 域の教 方法においては、目

を つ る実 学 と 、目 を て日 の実 を い、

を実 の 中 は実 に り る と 学びを体 すると ている
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のよ な教 は、 つ主体 な の るため、座学による講

を 講する と等の な教 方法に べて、教 を のために

のと て主体 に え るとと に、集合 はない教 方法 る と

、日常 な教 体制を きていない消防本部の 消につな るの は

ない と考え る た、 のよ な教 方法は、救急救命 の な 、

救急救命 を 救急 員の生 教 において 適 きると考え る  

救急救命 を 救急 員に対 て のよ な教 方法を実施するために、

目 の 、実 、 り りの を検討 た  

日 の実 において、 を目 と て を ているの を 、

を り る と 実 教 となり ると る 、 のためには

なる の ・ はな 、より に する に た目

の る  

救急 務に る 員の生 教 の指 １ （ 生 教 の指

とい ）によ 、救急救命 を 救急 員の教 理 は、 救急

員は、救急 務に 事するのに 、 の社会 を つつ、 病

に対 て適切に対 きるよ 、 本 な を につける と と

ている に な について、 、知 、教 ・指 、 の

に、救急 員及び救急救命 の 目 ている を え、

目 の においては、 指 に る教 理 を の と 、

な の （ 、知 、教 ・指 、 ）のい の

るよ に目 を める と 適切と考え る（ １ ）  
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救急救命 の を する救急 員の 教 について（ 20 年 12 月

2 日 け消防救第 2 2 消防庁救急 画室長 知 20 年 12 月 2

日 け消防庁 知 とい ）において、救急救命 の 教 は、日常 な教

体制と病院実 ている た、生 教 の指 において、救

急 員の生 教 は、知 、 教 目、小 教 、所 研修により

ている 救急 務における実 とは、救急 の一

の を指すと考え 、 の間、 病 の状 の 、 及び

等の を、 員間 て の と 、実 を た教

に適 た 目と て、救急救命 の 救急救命 、救急 員及び救急

救命 に する知 、 、小 教 、 長教 の一部 すると考え

る  

実 を教 とするためには、適切な方法と イ ン り りを

る り りは の（ 省）と、 ー ン

を けて の り、前 は の イ ン 適 と きる

のに対 、 は指 による ー ンを けて、実 の 、

時間をおいて実施する の る 生 教 の指 によると、救急

員の教 には指 救命 中 な を とと に、い る

方 の教 方法と て新 員 は て教 と け ており、

ー ンは の によ てな る と い

な 、現状、指 救命 等の教 は ー ーと ての教

を けていない と 、指 救命 等の教 には の を た

めの教 と考え る（ １ ７）  
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を え、実 を た教 を実施するためには、目 の

り り の一 の を、日 の実 主体 に り

と る た、 の教 方法 適切に実施 ている を す

るため、 に（ え 、 な と 年 回 ） り りのための所

の を いて、指 による を ける と い り り

のための については、 い す ン な の る とは とより、

目 に た り りを と きる の なけ な ない 、

のために救急 務に新たな を生 る と ないよ 、 き き検

討する る  

のよ な教 方法について、令和３年 、 の 数の消防本部に

おいて に 、 の検 を えて、 な実施に けた なる

検討を てい （ １ ）  

救急救命 の 教 については、 20 年 12 月 2 日 け消防庁

知において、MC 議会による体制 の と、２年間 12 時間 の教

を、日常 な教 体制（ 0 時間 ）と病院実 （ 時間 ）を組 合

て実施する のと ている 一方 、生 教 の指 によると、 救急救命

については、現 の救急救命 に な２年 12 時間 の 教 を救急救

命 生 教 と て ける と ている の 教 とい につい

ては、 と とは る救急救命 の を主 と た教 を

す の り、生 教 とは なる 合いの るとい

た一方 、 正するための教 とい に え ない る と

、生 教 に 一する と いとい た の と

を え、 教 とい については、救急救命 の と ての教

を た 、 は生 教 とい に き えてい 方 理すべ
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て実施する のと ている 一方 、生 教 の指 によると、 救急救命

については、現 の救急救命 に な２年 12 時間 の 教 を救急救

命 生 教 と て ける と ている の 教 とい につい

ては、 と とは る救急救命 の を主 と た教 を

す の り、生 教 とは なる 合いの るとい

た一方 、 正するための教 とい に え ない る と

、生 教 に 一する と いとい た の と

を え、 教 とい については、救急救命 の と ての教

を た 、 は生 教 とい に き えてい 方 理すべ

2  

き る た の を 理 つつ、救急救命 の生 教 と ての

教 教 イ について めて検討 、 教 に係る 知 生 教

の指 の を てい る  

事 検 については、 1 年７月 日 け消防庁 知において、

救急 員の医学 知 ・ を に充実 、地域における救命 を に

るために、救急 員の た救急 の事 検 を実施 、救急 員

の 急 の を する る と 、消防本部における事

検 と て、 医 による医学 の事 検 を ける前にすべての事

について、迅速性、 調性、 との 等の を めた救急 般に

する検 を実施する と 、 た、医学 の事 検 と て、

状態の 病 を た事 びに救急事 等報告 （ 和 9 年

月 日 け 消 教 第 1 消防庁長官 知）における の （第  

救急報告 ）の 重 及び の事 びに救急 員 医 に対 指 ・助

を た事 を対 と て検 する とと ている  

た、検 の については、 1 年７月 日 け消防庁 知におい

て、 救急 員の教 、 に 立て るよ 、 人 するよ

める と と て、 の救急 員の教 に する と ている

、 1 年３月 2 日 け消防庁・厚生労働省 知において、

ン ー 議会は、検 等の 議 を え、 務 、

等について適 、 を ととするとと に、 消防 におい

ては 議 について救急 務の高 化のため を る と と ており、

等の を めた MC 体制第１ ー における て

いる に、MC 体制第２ ー における について 、 道 県に

おいては、 C イ に て、実施 に 病 の 及び

の実施状 を検 ・ 、 の を に実施 の の

を てい と （ 救急 における消防 と医療 の 強化につい

て （ 2 年３月 29 日 け消防救第 1 消防庁救急 画室長、医政指

0 29 第３ 厚生労働省医政局指 課長 知））等により ている  

令和２年 の 救急救命体制の ・充実に する調査 及び

ン ー 体制等の実態に する調査 によると、 の 72 の消防本部す

べて 、医 による事 検 実施 ているとの た た、事

検 の については、救急 員 の ー バ は 97 （70 本部）、

検討会等の を た消防本部 の 知は 7 （ 本部）

ており、 の の事 検 は、一 、救急 務の高 化のために

ていた 一方 、事 検 を地域 MC 議会に報告 て

の を ている消防本部は （2 0 本部）、消防法第 の に
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める法 議会 報告 て消防法第 の に める 病 の 及び

病 の に する実施 の 正につな ている消防本部は 11 7 （

本部） り、 のよ な は十 に ていな た（ １ ９）  

MC 体制第１ ー において、救急 員の ・ を医学

するためには、事 検 を消防本部 ー バ する との な

、 等の に する 組 る のためには、

1 年３月 2 日 け消防庁・厚生労働省 知において、 事 検

の については に地域 ン ー 議会 報告する

と と ているよ に、事 検 実に地域 MC 議会に報告 、

議会において検討 なけ な ない  

た、MC 体制第２ ー において、地域の救急 ・救急医療 ー の

適切な を るためには、 、実施 に 病 の 及び

の実施状 を検 、適切に実施 を す と 重 り、 な

と 一年ごとに、消防 及び医療 の 方 する 報を て総合 に

調査・ を い、 るときは実施 の を と （ 病
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2  

の 及び の実施に する の策 について （ 21 年 10 月 27 日

け消防救第 2 消防庁 長、医政 第 1027 第３ 厚生労働省医政局長

知）） ているとおり、事 検 等の報告に な検討を

と る  

一 と て、大阪 の MC 議会においては、消防 の する 病

の 、 、病院 等の 報と、医療 の する 、 、

等の 報を 合 て検 をする とを、消防 、医療 、 政（

所）の と 、 病 の 及び 病 の に する

実施 に係る 報の を り、 を ている

、事 検 の なる の のため、 消防本部は事 検

を に地域 MC 議会に報告する と、地域 MC 議会は 等の

、実施 についての検 及び課題の と 道 県 MC 議会 の報

告を と、 道 県 MC 議会は消防法第 の に める 議会と一体

とな て、医療計画との調和を な 、実施 の の 性を検討

する とについて、 適切に り組 よ めて す る（

１ 10）  



272626

MC体制における PDCAの取組と評価指標

救急業務における MC体制において、行政、医療、消防が連携して地域の病院

前救急医療の質を保障するためには、PDCAサイクルを通じた継続的な体制の構

築及び改善が図られることが望ましい。そのためには、MC 体制第１ステージ、

第２ステージそれぞれにおいて、コア業務を中心に MC 体制が適切な役割を果

たしているか、客観的な評価指標を用いてチェックを行う必要がある。どのよ

うな指標を用いてチェックを行うかについては、未だ十分なエビデンスが存在

するわけではないが、ワーキンググループにおける検討を踏まえ、指標の例を

以下に示す（図表１－11）。

図表１－11 MC体制の評価指標（例）

上記の指標はあくまで例示であるが、地域における望ましい MC 体制の構築

のためには、こうした指標を用いて地域の状況を把握し、PDCAサイクルを通じ

た継続的な取組を行うことが重要である。今後の方向性として、いずれは指標

の目標値に対する達成度評価を行うこと等も視野に入れるべきだが、まずはこ

れらの指標の測定結果を用いて自地域の経年比較を行い、状況を把握する等の

取組を行うことが望ましい。指標の活用に係る MC 協議会の役割として、例え

ば、地域 MC協議会は指標の結果を把握し、都道府県 MC協議会に年１回以上報

告すること、都道府県 MC協議会は地域 MC協議会ごとの結果を取りまとめ、年

１回以上公表することが考えられる。

指標については、令和３年度以降、活用状況等のフォローアップを行い、活

用の効果、より適切な指標、取組の推進方法等について検討を行っていく。
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MC体制の役割

MC体制については、これまで平成 13年７月４日付け消防庁通知や平成 15年

３月 26日付け消防庁・厚生労働省通知において、その構成員、役割、協議事項

等が示されており、現在においてもこの内容を基本として体制を構築すべきと

考えられる。その上で、本年度の検討を踏まえ、更に取組を充実させるべき事

項について、以下の図表に示す（図表１－12）。

図表１－12 MC体制の役割

このような取組に当たっては、前述の指標等を用いて地域の状況を把握し、

それを踏まえた検討を行う必要がある。とりわけ、現在の枠組みで必要な役割

を果たすことが難しいと考えられる地域 MC協議会は、前述のとおり地域 MC協

議会どうしの連携を深めること等によって、より広域な単位での MC 体制を構

築することが考えられ、また、都道府県 MC協議会は、地域 MC協議会の取組を

確認し、活動の質を高められるよう積極的なサポートを行う必要があると考え

られる。

今年度の検討では、令和元年度の検討で抽出されたコア業務の課題の解決策の検討

を中心に、MC体制の評価指標を用いた継続的な体制構築及び改善の取組等の MC体制

のあり方についても検討を行い、一定の方向性を示した。これらの検討結果を踏まえ、

総務省消防庁から各都道府県に対し、地域 MC協議会及び都道府県 MC協議会の更なる

取組を促すことが望まれる。

次年度以降も、今年度の検討を踏まえ、MC体制の評価指標や、救急救命士等の教育

方法等について引き続き検討を行い、MC 体制の更なる充実に資するよう取り組んで

いく。
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数年、救急 による病院 所 時間については、 い る のの、

救急 数及び 人員は一 て 加 ている  

救急 は、救急 ごとに 病 一人一人の 急 を実施 、 の

た 報を ている 、救急 数 人員の 加に て、救急 員の現

の の事務 理の 等 、年 加 に ると る

一方 、 C 等の な は日 ており、 の とは の

新たな な と生 ており、 を救急 務に す と 、救急

務の える の課題を に いてい と きると考え る  

、救急 務における C の については、 20 年 2 年

の 救急 務の り方に する検討会 検討を い、救急 務において

るべき C の な C による 及び課題等を てきた 加え

て、消防庁 は、 救急 務において る C （ 報 信 ）の な

について （ 2 年９月 1 日 け消防救第 1 0 消防庁救急 画室長 知）

消防と医療の 及び C を た救急 務の高 化 について （ 2

年 12 月 20 日 け消防救第 21 消防庁救急 画室長 知） るな 、

道 県 地域における C の に けた検討 てきたと る  

消防本部においては、地域の実 に合 て救急 務における C の

め ていると る 、一方 、 の いない地域においては、

消防本部、 るいは、救急 員の の によ て、 対 を て

いると り、 は、 組状 に地域 生 ているとい 課題と 考え

る  

の とを え、本検討会 は、 新の C 等の な を救急 に

、 の課題 につな てい とを目 と 、令和２年 においては、

に、救急 員の を 化するとい に 目 て、救急 員 実施する事務

理を 救急 務 の C 等の な の に係る検討を とと に、救急

務の高 化とい の な の の 性についての検討を

た（ ２ １）  
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員

C 等の な の により、救急 員の の 化を る とを

目 と て、救急 務の の ー に、 のよ な を する

と 、救急 員の労務 の を る と きる を検討する  

主に、 C 等の な の 性及び実 性の 検討を い、 C

等の な とな ている消防本部に けた救急 務

な な の 化を  

な 組を実施 ている消防本部 C 等の な に る事

等の 組 事 を 、 る救急 務の高 化に けた な

について検討する  

C 等の な を救急 に 、課題 につな る とを目

と た検討を ために、消防 員 C 等の な に する に

より た 会を開催 、消防本部の は消防本部 ると

考え る な 課題を 、課題 の方法について検討 た
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と た検討を ために、消防 員 C 等の な に する に

より た 会を開催 、消防本部の は消防本部 ると

考え る な 課題を 、課題 の方法について検討 た

  

1 

開催日時 令和２年７月 17 日（ ） 令和２年 11 月 0 日（月） 

検討 目 

 救急 員の の 化とい に 目 た C 等の

な の  

 実 実 について 

 C 等の な の 性及び実 性について 

 消防本部 に けた 化について 

 救急 務の高 化に けた な 等の の 性

  な 等の課題 策について

  ・ 消防本部における な 組事 の

  ・ な に る事 等 の 報 集

  ・ 72 本部 の ン ー 調査の

 の  

実 実 については、 会 の 実 実 に いた 消防本

部 の を に た  

主な は のとおり る  

・実 実 の ー について 

実 実 と て の 、 病 と する ー の実施は

時 、 ー 実 実 は と考える 、

は ー ン による実施 の 性・実 性の を検

たい 、 病院 、実 の救急 の中 実 実 は

る な の た（ ２ ２）  

    ・実 実 検 する について 

     には救急現 る 報を て ー 化する と る 、

きる け の本部 な とい を考 すると、 は、

C 1による ー 化 2の 等 いの はない 、 C につい 

                                         

1 C （  C  光学 ）は、 き 印 た をイ ー

ラ とり、 ン ー ー きる の ー に する

2 （   による 順の 化）は、 イ ラーの ー

（主に ）を、 ンの中に る の ・ 化する  
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ては、理 な を て、 めて てい と 、 性を

きるの はない 、 り は 100 には ない

、人による える 性 る 務 ーを 理 、 に

た組 え 重 と 、 はな ー るの 、 に

ついては、 の るの 、時間 にはつな る な

の た  

の を え、 C 等の な の 性及び実 性を す

る とを目 に実 実 を た  

消防本部  

実施 間  
 

市消防局 

令和２年 10 月 20 日 火  

11 月 9日 月

実施方法 実 の救急現  

な  C  

 病院 の事務 理 

市消防局 

令和２年 10 月 日 月  

11 月 日

実施方法 ー ン  

な  ブ 端 、 C 、   

 
病 病院 （ ブ ）及び病

院 の事務 理（ C 及び ） 

市消防局 は、病院 の事務 理 の間を実 実

の ー と 、 C を た事務 理について実 実 を実施 た

た、主に検 する部 と ては、救急 務における 常の事務 理と新

たな を た 合の事務 理の 及び 性 ー を 集

する とと た  
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ては、理 な を て、 めて てい と 、 性を

きるの はない 、 り は 100 には ない

、人による える 性 る 務 ーを 理 、 に

た組 え 重 と 、 はな ー るの 、 に

ついては、 の るの 、時間 にはつな る な

の た  

の を え、 C 等の な の 性及び実 性を す

る とを目 に実 実 を た  

消防本部  

実施 間  
 

市消防局 

令和２年 10 月 20 日 火  

11 月 9日 月

実施方法 実 の救急現  

な  C  

 病院 の事務 理 

市消防局 

令和２年 10 月 日 月  

11 月 日

実施方法 ー ン  

な  ブ 端 、 C 、   

 
病 病院 （ ブ ）及び病

院 の事務 理（ C 及び ） 

市消防局 は、病院 の事務 理 の間を実 実

の ー と 、 C を た事務 理について実 実 を実施 た

た、主に検 する部 と ては、救急 務における 常の事務 理と新

たな を た 合の事務 理の 及び 性 ー を 集

する とと た  

  

2 

市消防局 の実 実 の  

実 実 の実施方法 実 の救急現  

新たな の 方法 C による の ー 化 

新たな の  病院 の事務 理 

する  ・ 常時 する 病  

・ C の 病 （新 ） 

・ C の救急 （新 ） 

 

ー  ・ 常の事務 理に る時間と C

ン に る時間の  

・ C の  

性 ー  ン ー 調査による C の 及び

性の  

 C を た事務 理時間の  

・ 新たな の  

C を すため、 常時 する 病 を 考に C

の 病 及び C の救急 を た（ ２ ３）

に た ては、 の を高める とを目 に の

に を ける 、 き する日本 の と て数

の の方 高いとい の を え、

方 に きる部 の 数 きる ー を するな

の を た

なお、 病 は、救急 医療 を に す

る り、救急 の報告 等を するために な 報（い
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る 等に なけ な ない 報） ている と

、 の部 を補 するために C の救急 を ている

つ り、 C の 病 及び C の救急 を いる

とにより、い る 等 する部 を すための

る

・ 事前調査 

1 9 の救急 員等に C の 病 を て い、 回

の実 実 に た３ の C の を た  

た、実 実 する C については、 実 実 に 加

する救急 員に３ の を て い、 を た 、

  とい を ている 本 を た

主な理 と ては、 修正を実施する画 す た と

た（ ２ ）  

・ 体 な実 実 の  

市消防局 の実 実 は、実 の救急現 実施 たため、 常時

する 病 及び C の救急 を た  

病 を医療 に 、救急 長による医 等 ている

間に、救急 に ている救急 員等 、 C の救急 を

、 に 常時 する 病 及び C の救急

を ーと C により ー 化するとい 実

実 を実施 た（ ２ ）  
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る 等に なけ な ない 報） ている と

、 の部 を補 するために C の救急 を ている

つ り、 C の 病 及び C の救急 を いる

とにより、い る 等 する部 を すための

る

・ 事前調査 

1 9 の救急 員等に C の 病 を て い、 回

の実 実 に た３ の C の を た  

た、実 実 する C については、 実 実 に 加

する救急 員に３ の を て い、 を た 、

  とい を ている 本 を た

主な理 と ては、 修正を実施する画 す た と

た（ ２ ）  

・ 体 な実 実 の  

市消防局 の実 実 は、実 の救急現 実施 たため、 常時

する 病 及び C の救急 を た  

病 を医療 に 、救急 長による医 等 ている

間に、救急 に ている救急 員等 、 C の救急 を

、 に 常時 する 病 及び C の救急

を ーと C により ー 化するとい 実

実 を実施 た（ ２ ）  

 

なお、実 の救急現 における実 実 る と 、 に医

療 の 時間の につな ないよ 、 に C の救急

を する と た  

た、C ー 化 た の と て、実 実 実

施時 は、 ている 報を 100 の ー 化する

とは り、 ー 化 た に、正 に ている を

する となる（ ２ ）  

の と 、 病 を する は なる 、 実に

ー 化 ている を するとい 新たな事務 生する ととな

るの 、 の に の いの時間を する を ている  

の を 一 の と て、 の救急 員により 常の

事務 理 実施 ており、本実 実 る事務 理時間と の

実施 ていた事務 理 の時間を する と 性を検

する とと た  

・ ン ー 調査 

市消防局の実 実 に 加 た救急 員 加 ていない救急 員

等の消防 員に対 、 の ン ー を実施 た  

ン ー の主な は、 常時 する 病 、 C の

病 及び C の救急 の す き す 等の

の実 性 C の 課題な を調査 た  
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市消防局 は、 病 の事務 理 の間を実 実

の ー と 、 ー ン により、 ブ を た救急

の 、 C 及び を た事務 理について実 実 を実施 た

た、主に検 する部 と ては、救急 務における ブ 端 の

常の事務 理と新たな を た 合の事務 理の 及び 性

ー を 集 する とと た  

市消防局 の実 実 の  

実 実 の実施方法 ー ン

新たな の 方法 ・ ブ 端 による ー  

・ C による の ー 化 

・ による ー

新たな の  ・ 病 病院 （ ブ ） 

・病院 の事務 理（ C 及び

）

する  常時 する  

 

ー  常時の事務 理時間と ブ 端 を

た 合の事務 理、 は C の

ン を 事務 理に、

を た時間を加えた事務 理時間を

する  

性 ー  ン ー 調査による ブ 端 、

C 、 の 及び 性の  

 ブ 端 C 、 は を

た事務 理時間の  

・ 事前調査 

実 実 を開 する前に、 市消防局の救急 の救急 に

実施する事務 理に る時間を計 た 合計 100 の事務 理時間を

た 、 市消防局 常時に る事務 理時間の 時間

は 11 0 た（C 事 を実施する事 等の

な事 を ） た、 市消防局 実施 た実 実 は、

の を 、救急 の報告 等を するために な 報（い

る 等に なけ な ない 報）の てを C

る と きない と 、 に ている部 の

の に る時間 ており、 の事務 理に る 時間は

2 た  
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市消防局 は、 病 の事務 理 の間を実 実

の ー と 、 ー ン により、 ブ を た救急

の 、 C 及び を た事務 理について実 実 を実施 た

た、主に検 する部 と ては、救急 務における ブ 端 の

常の事務 理と新たな を た 合の事務 理の 及び 性

ー を 集 する とと た  

市消防局 の実 実 の  

実 実 の実施方法 ー ン

新たな の 方法 ・ ブ 端 による ー  

・ C による の ー 化 

・ による ー

新たな の  ・ 病 病院 （ ブ ） 

・病院 の事務 理（ C 及び

）

する  常時 する  

 

ー  常時の事務 理時間と ブ 端 を

た 合の事務 理、 は C の

ン を 事務 理に、

を た時間を加えた事務 理時間を

する  

性 ー  ン ー 調査による ブ 端 、

C 、 の 及び 性の  

 ブ 端 C 、 は を

た事務 理時間の  

・ 事前調査 

実 実 を開 する前に、 市消防局の救急 の救急 に

実施する事務 理に る時間を計 た 合計 100 の事務 理時間を

た 、 市消防局 常時に る事務 理時間の 時間

は 11 0 た（C 事 を実施する事 等の

な事 を ） た、 市消防局 実施 た実 実 は、

の を 、救急 の報告 等を するために な 報（い

る 等に なけ な ない 報）の てを C

る と きない と 、 に ている部 の

の に る時間 ており、 の事務 理に る 時間は

2 た  

 

た、実 実 を実施する に する C については、 実

実 に 加する救急 員に３ の を て い、 を

た 、  10 とい を ている 本 を

た主な理 と ては、 ・修正を実施する画 の 性の良

た  

・ 体 な実 実 の  

市消防局 の実 実 は、 ー ン 実施 た

ー ンの は 、救急 に 病 を た状態

開 、市 を な ブ 端 の 及び を

するとい 実施 た の 、事務所に て ブ 端

に た ー を ンに 、 を て

に るとい 事務 理 及び を ーと C

により ー 化するとい 事務 理 の時間を 計

た（ ２ ７）  

市消防局 は、事前に 常時に する事務 理時間を てい

る と 、本実 実 する事務 理時間と 常時に する事務 理

の時間を する と 性を検 する とと た  

なお、 て、 ブ 端 、 C 及び 、 の の実

性等の ている  

・ ン ー 調査 

市消防局の実 実 に 加 た救急 員と 加 ていない救急

員等の消防 員に対 、 の ン ー を 、 ブ 端

の 性、 C の 、 の を

て の の い な の調査を実施 た  
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・ 実 実 た ー について 

市消防局 実施 た実 実 の 、 常の事務 理に る

時間の は 1 り、 C ン に た

時間の 、 の ー を に 理を

て ー を するための時間を 0 と すると、 C を た

合の事務 理時間の は１ たり となり、年間 と

ては 20 時間 るとい とな た  

※ 常 （1 ） C （ ） （ 0

） （ 00 ） 

※ 年間 については、 市消防局の令和 年の救急 数

102 09  

※ 時間の に た ては、 の 状 を え、実

実 開 一 間 た との の時間を いた  

※ た ごとの C は、 のとおり た  

 

 数   

常の 病  1  0  9  

C 病  1  9  9  

C 救急    9  

考  C ごとの （ C 病 ） 

 

 数   体 

 10  9  99   

C  9  9  99   

    92  9  7  

３ （ ） 1  9  9  1  

C に た の は、 を けて に を する と

ー の を 数 の を

とする と る の方法により、 の め てい

る に、数 を インと た を する と

、より高い を き、C の 時間の

につな る 性 る  
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・ 実 実 た ー について 

市消防局 実施 た実 実 の 、 常の事務 理に る

時間の は 1 り、 C ン に た

時間の 、 の ー を に 理を

て ー を するための時間を 0 と すると、 C を た

合の事務 理時間の は１ たり となり、年間 と

ては 20 時間 るとい とな た  

※ 常 （1 ） C （ ） （ 0

） （ 00 ） 

※ 年間 については、 市消防局の令和 年の救急 数

102 09  

※ 時間の に た ては、 の 状 を え、実

実 開 一 間 た との の時間を いた  

※ た ごとの C は、 のとおり た  

 

 数   

常の 病  1  0  9  

C 病  1  9  9  

C 救急    9  

考  C ごとの （ C 病 ） 

 

 数   体 

 10  9  99   

C  9  9  99   

    92  9  7  

３ （ ） 1  9  9  1  

C に た の は、 を けて に を する と

ー の を 数 の を

とする と る の方法により、 の め てい

る に、数 を インと た を する と

、より高い を き、C の 時間の

につな る 性 る  

 

・ ン ー 調査による 性 ー について 

C については、実 に実 実 に 加 た救急 員 による

ごとの の は、   とい

すいとい とな た（ ２ ）  

なお、 する によ て り方法 と（オンライン

オ ライン な ） ー を する画 、 方法により、

なる と 、 を する には の について

する る  

た、 性について、 C を た 員の によると、 り

、 に時間を するため、 常の 務と すると 務

は ないの はない とい た  

に、 救急 員に対 て た調査 目 C を すると た

合の課題と ては、 性と 主な のと て た

体 に た と ては、 り の正 との

、 ・修正 になる と 課題となると考え る（

２ ９）  

C に た の については、C の りに する

と て、 る と り す なる と る 、 き

た と すると、 る と き を ると

の た（ ２ 10）  

評価 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度
⾮常に悪い 2 1 1 3 3 1
悪い 1 1 2 2 1 1
普通 2 2 2 4 1 2
良い 3 4 1 1 1 1
⾮常に良い 1 1

Smart Data Entry DynaEye 10 FormOCR
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主 な 報 、長 する る部 は、

る と 数 る とにより き を るとの

た 、数 の 高い とを え、 C

の の 目の な を 合理化する と等により、

C の す 、 務 の につな ると考え

る  

・ 実 実 た ー について 

市消防局 は、 ブ 端 と を た 合及び C と

を た 合の２ りの実 実 を実施 ており、 の検

は のとおり る  

ブ 端 と の 合  

常の事務 理に る時間 り、 ブ の ー

は 中に するため、 の事務 理と て、 ブ 端

の ー を に 理を て ー を するための時間を 0

と すると、 ブ と を た 合の事務 理時間の

は、１ たり となり、年間 と ては 2 0 時

間 るとい とな た  

※ 常 （ ） ブ （ ） （ 0 ）

（ ） 

※ 年間 については、 市消防局の令和 年の救急 数

27 9  



4140 0 

C と の 合  

常の事務 理時間 る と 、 C ー 化

する に る時間 2 る と及び の 時間 0

るとの を えると、 C と を た 合の事務 理時間の

は１ たり１ となり、年間 と ては 7 9 時間

るとい とな た  

なお、実 に実 実 に 加 た救急 員 は、 な ー は

ない部 は る 、 常の 事務 理と C

た ー を する を すると、 する の る と

時間 て 労 ない とい た  

※ 常 （ ） C （ 2 ） （ 0

） （１ ） 

※ 年間 については、 市消防局の令和 年の救急 数

27 9  

※ 時間の に た ては、 の 状 を え、実

実 開 一 間 た との の時間を いた  

・ ン ー 調査による 性 ー  

C については、実 に実 実 に 加 た救急 員３ による

の の は、  10 とい すいとい

とな た（ ２ 11）  

た、 性については、 り は ていた より良

いとい 印 た 、 C の と て、 る に合

た き方 り、迅速な対 め る救急現 は、 の大

き を考 ての は るとの た  

に、 救急 員に対 て た調査 目 は、C を すると

た 合の課題と て、 性と 主な のと て 、 い

、 課題 るとい た  

評価 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度 操作性 ⾒やすさ ⽂字精度
⾮常に悪い 2 2 2 1 1 1
悪い 2 2 2
普通 1 1 1 1 1 1
良い 2 2 2
⾮常に良い

Smart Data Entry DynaEye 10 FormOCR
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た、 体 に た と ては、 り の正

との 、 ・修正 になる と 課題となると考え

る（ ２ 12）  

実 実 に いた ブ 端 と C の の を とい

については、 ブ 端 の を た（ ２

1 ）  

、 ブ 端 の を 、 についての課題

と て、 性、 性についての課題 るとの

、C の においては、現 の対 大き ない と 、

課題に対する は な た（ ２ 1 ）  

た、実 に た 員によると、医療 の い地域

は、病院 に な 合 いとい り、地域の実

タブレット 45.8％（54⼈）

OCR 33.9％（40⼈）

未回答 20.3％（24⼈）



43421 

た、 体 に た と ては、 り の正

との 、 ・修正 になる と 課題となると考え

る（ ２ 12）  

実 実 に いた ブ 端 と C の の を とい

については、 ブ 端 の を た（ ２

1 ）  

、 ブ 端 の を 、 についての課題

と て、 性、 性についての課題 るとの

、C の においては、現 の対 大き ない と 、

課題に対する は な た（ ２ 1 ）  

た、実 に た 員によると、医療 の い地域

は、病院 に な 合 いとい り、地域の実

タブレット 45.8％（54⼈）

OCR 33.9％（40⼈）

未回答 20.3％（24⼈）

2 

に合 て、 と考え る な を 検討する と

ると考え る  

救急 員の の 化に けた C 等の な の 性及び実

性については、実 実 の 会 の議 を て、３つの につい

て を た  

３つの については、 報を ー 化する と て C 及び

ブ 端 の り、 ー を の に する

と て を 、 のとおり り とめた  

名

・一 の事務 理時間の を す と きた  

（ 考） 

 市消防局 

１ たりの 00  

年間 20 時間（ ） 

 市消防局 

１ たりの １  

年間 7 9 時間（ ） 

・ ー に する に、 修正するため

の 新たに 生する 、一 の 間を ける

と 研修を充実 る と 、 時間の は る

・ C は に ている 報を ー

に する るため、 等との る  



4544 

・ C については、 の るため、 数 の

に課題 る と た 、 病 等の

を するな により、 を る と と

な ている  

・一般 には に事務 理を と を、救急 等の

間に事務 理を する と る と 、より

の事務 理時間の を す と きた  

 市消防局 

１ たりの  

年間 2 0 時間（ ） 

・救急 時の の 加 、 する病院 の

い時は 間に合 な なる と、 に する

い時 には する時間を する と と て

る 、一 の 間を ける と 研修を充実 る

と 対 る  

・指令 等との な 考 する と い と 、

における 高 となる 、 と た

を検討する と 、 の の 性 る  

・ ブ 端 については、 に の消防本部

いる と 性 実 性は高いと考え る  

・ ブ 端 等の については、 1 年 の地

方 政の ・ の 事 等について（ 1 年

１月 2 日 け総務省 治 政局 政課事務 ） ている

とおり、 ブ 端 の救急 の に する と

て、 講 ている と 考と たい



4544 

・ C については、 の るため、 数 の

に課題 る と た 、 病 等の

を するな により、 を る と と

な ている  

・一般 には に事務 理を と を、救急 等の

間に事務 理を する と る と 、より

の事務 理時間の を す と きた  

 市消防局 

１ たりの  

年間 2 0 時間（ ） 

・救急 時の の 加 、 する病院 の

い時は 間に合 な なる と、 に する

い時 には する時間を する と と て

る 、一 の 間を ける と 研修を充実 る

と 対 る  

・指令 等との な 考 する と い と 、

における 高 となる 、 と た

を検討する と 、 の の 性 る  

・ ブ 端 については、 に の消防本部

いる と 性 実 性は高いと考え る  

・ ブ 端 等の については、 1 年 の地

方 政の ・ の 事 等について（ 1 年

１月 2 日 け総務省 治 政局 政課事務 ） ている

とおり、 ブ 端 の救急 の に する と

て、 講 ている と 考と たい

 

・ に ー る 合、一般 に事務 理に て

いた時間は、 なる と た  

・ ー る と 前 となるため、 C ブ

端 の 、音 な の との組合

となる  

・ の 時には、実施 る 務の な を い、

化する る  

・ の については、 治体 政の ー 化の実現

のための 組に対する地方 政 について（令和２年 月 1

日 け総 第 0 治 政局地域政策課地域 報政策室、総

第 1 治 政局公務員部 性 ・人 室、総

調第 11 治 政局調 課、総 地第 7 報 政局

地域 信 課、総 第 報 政局 報 課

報 高 化 室 知） ているとおり、

講 ている と 考と たい  

のよ に な の については、一 の 性 実 性

を す と きた 、 課題 たと る  

回、 を た な については、主に事務 理な の ー

を 部 となる 、 の な の においては、 と との

務の を た 、 てい なけ 、大きな を いとい

指 る  

た、消防本部ごと 事務 の 合 政状 な なり、 め る

課題 の る と 、 年 の検討 を え、地域の実

に合 て課題 の方法の検討を てい と る  

なお、 消防本部に けた 及び のための C 、 ブ

端 の 及び の 時の （ 、課題と 策、

の 、 考 、 の ）を とめた を す（ の

１）  

  



4746 

救急 務の高 化とい 検討を ため、 に な 組を実施 て

いる消防本部 の現地調査 の ・開 を ている事 の

報 集を実施 、 会の中 検討を た  

会に 加 た 消防本部 た な 組を実施 て

いる 市消防局及び 市消防局 報 た 組を 介する  

市消防局 は救急 務総合 （ ー  

   ）を ている  

救急 務総合 は、救急 つ ブ 端 と指令

及び救急 の報告 等を するい る 等を 、

救急 務の 化を る る（ ２ 1 ）  

と ては、救急 中に た 病 報等の 事 を ブ

に 、 に医 の イン ブ に て い、 の 、



4746 

救急 務の高 化とい 検討を ため、 に な 組を実施 て

いる消防本部 の現地調査 の ・開 を ている事 の

報 集を実施 、 会の中 検討を た  

会に 加 た 消防本部 た な 組を実施 て

いる 市消防局及び 市消防局 報 た 組を 介する  

市消防局 は救急 務総合 （ ー  

   ）を ている  

救急 務総合 は、救急 つ ブ 端 と指令

及び救急 の報告 等を するい る 等を 、

救急 務の 化を る る（ ２ 1 ）  

と ては、救急 中に た 病 報等の 事 を ブ

に 、 に医 の イン ブ に て い、 の 、

 

救急 に ている ン ー 救急 （ ・ ）を印 、

するとい とな ていると る た、 ブ に

は指令の 信 救急 の 報の 等を ている  

なお、現時 は、医療 との ー は ていない  

29 年 11 月 1 日 

前は に 1 20 けて事務 理を ていた 、現

は とな ている  

なお、 事 と て、 時、病院 病院 の時間

た 、現 は に に る  

指令 ン ー 新の計画の中 、救急事務の 化と 強化

についての検討 、 新時に救急 ブ を する とと

な た  

指令 新に合 て、指令 ン ーの 化 てお

り、現 は 市 消防 指令 ン ーと て、 市消防局、 日・

大 ・ 消防組合消防本部、 部消防組合消防本部、 地区

消防本部、 部消防本部 の ている  

市消防局 は救急 報 （ 119）を ている  

救急 報 は、救急 つ ブ 端 にバイ 等を

、 ラ ーバーを介 医療 に ている ブ 端 と

病 報を 、迅速な医療 の となる る（

２ 1 及び２ 17）  

  

イ  ・ 指令 ン ー 新 に り ている

ため 明 

ラン ン  ・ 指令 ン ーの に り ているため 明 



49487 

ブ の ー については、音 る  

なお、現時 は３回目 の において、本 を する

とい を ている  

  



49487 

ブ の ー については、音 る  

なお、現時 は３回目 の において、本 を する

とい を ている  

  

 

令和２年７月 20 日 

医療 会回数の 、医療 会時間の 、 の

化及び正 な 報の ている  

大学医学部 病院 の ン ー の 119 社 、M （

立研究開 法人日本医療研究開 ）の補助を けて 年前 開

り、令和 年に 市消防局と 市消防局 の を

開 、令和２年に に た  

現 は、 救急 の 報 救急 の報告 等を するい る

とは ていない 、 、 時 の 新を け、

より一 救急 員 い すい りを目指 てい との と

た  

人 報 の対 と ては、 市の 部局と に調 を り、

対 な方法を検討 、医 １時間 医療 は 病

ー に きない（常時 はない） 組 を 、課題

を ている  

  

イ  ・開 （ 1 000 ） 

ラン ン  ・ ・ ブ （ 2 000 ） 

・ 信 （ 0 ） 



51509 

会の中 、 C 等の な に る事 等 C 等の

の 事 等を のとおり 報 いた いた  

体 な は、 の ２に す  

の  イ   

C  

救急  主に C を 、医療 介 に る専

門 報 するための

ー ン ラ ー  

 
の 実現す

るイン ラ・

 

と 信 との による ラ

の 開 

C  

救急 における

C  の 性 

による 報 （救急 救急

医 専門医）及び高画 （ ）の

イ  

C  

における C

事 、病院前救

を 救急 務高

化の検討 

0 ラを た救急 療 の 立

会い ー ン の C 事 の

介 

音  

音 を た

ン ーン

ー ン 

会議 、会 等、対 ・ 対 の 広

い ーン きる ン ーン

ー ンの 介 

                                         

 （   のイン ー ）とは、 な （ ） イン ー に

（ につな る け はな 、 イン ー のよ につな る）、 報 する と

により に制 する 組 る



51509 

会の中 、 C 等の な に る事 等 C 等の

の 事 等を のとおり 報 いた いた  

体 な は、 の ２に す  

の  イ   

C  

救急  主に C を 、医療 介 に る専

門 報 するための

ー ン ラ ー  

 
の 実現す

るイン ラ・

 

と 信 との による ラ

の 開 

C  

救急 における

C  の 性 

による 報 （救急 救急

医 専門医）及び高画 （ ）の

イ  

C  

における C

事 、病院前救

を 救急 務高

化の検討 

0 ラを た救急 療 の 立

会い ー ン の C 事 の

介 

音  

音 を た

ン ーン

ー ン 

会議 、会 等、対 ・ 対 の 広

い ーン きる ン ーン

ー ンの 介 

                                         

 （   のイン ー ）とは、 な （ ） イン ー に

（ につな る け はな 、 イン ー のよ につな る）、 報 する と

により に制 する 組 る

0 

C について、 の消防本部に対 て ン ー を実施 た  

調査  

 ・調 査 救急救命体制の ・充実に する調査 及び ン

ー 体制等の実態に する調査  

 ・調査対 72 消防本部 

 ・調査方法 イ による ン ー  

 ・調査 間 令和２年 月３日 月 2 日（ 日 令和２年 月１日） 

 ・回 100  

会の中 、 救急救命体制の ・充実に する調査 及び

ン ー 体制等の実態に する調査 の を するとと に、

集計 、 ブ 端 等を に ている本部、 の本部及び

の本部における回 を た  

救急 の ー ン は ブ 端 の 状 については、

ている と回 た本部 7 （ 1 本部）、 する る

7 0 （ 1 本部）、 ていない、 たは する はない

（ 0 本部） た（ ２ 1 ）  

  



53521 

救急 の ー ン は ブ 端 の 及び の状

については、 （救急 イ ラ等）を た 人対 と回

た本部 9 0 （ 2 本部）、 い 、 病院の 報 病態に

病院 を （ 0 本部）、 病 報について、医療 と

報 （2 本部） た（ ２ 19）  
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53521 

救急 の ー ン は ブ 端 の 及び の状

については、 （救急 イ ラ等）を た 人対 と回

た本部 9 0 （ 2 本部）、 い 、 病院の 報 病態に

病院 を （ 0 本部）、 病 報について、医療 と

報 （2 本部） た（ ２ 19）  

  

45.6

23.3

38.3

29.4

36.2

34.2

24.6

13.2

20.3

94.0

12.3

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

(n=304)

(n=155)

(n=255)
EMIS

(n=196)

(n=241)

(n=228)

PDF
(n=164)

LINE
(n=88)

(n=135)

(n=626)

(n=82)

2 

救急 の ー ン は ブ 端 の と考え る 方

法については、病院の 報 病態に 病院 を と回 た

本部 （ 77 本部）、 い 、 病 報について、医療 と 報

17 （11 本部）、 の実 を すると救急 計

（救急 報告 な ）に 9 0 （ 0 本部） た（

２ 20）  
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(n=0)



5554 

救急 務の中 な め ている については、 事務

理（ による ） と回 た本部 （2 本部）、 い 、

の （ による の 音 による

等） 1 （22 本部）、 医療 （ 等による を

えた ） 2 （191 本部） た（ ２ 21）  

                                         

 （  人 知 ）とは、大 には 知 な 、 に、知 な ン ー

ラ を る科学と と 明 ている のの、 の は研究 によ て な ている

状 に る  



5554 

救急 務の中 な め ている については、 事務

理（ による ） と回 た本部 （2 本部）、 い 、

の （ による の 音 による

等） 1 （22 本部）、 医療 （ 等による を

えた ） 2 （191 本部） た（ ２ 21）  

                                         

 （  人 知 ）とは、大 には 知 な 、 に、知 な ン ー

ラ を る科学と と 明 ている のの、 の は研究 によ て な ている

状 に る  

 

救急 務の中 の ている C 等の な については、

C （ 報 信 人 の ー ン る ン ー

ーの い方 する 等） と回 た本部 2 （2 7 本部）、 い

、 （ イ ラーの ー を C の

・ 化する 等） 2 （1 9 本部）、 （人 知 知

な ン ー ラ を る科学と 等） 1 （122 本部）

た（ ２ 22）  

  

ICT

32.6 (237 )

IT PC

15.2 (110 )

IoT PC

11.7 (85 )

RPA
PC

23.3 (169 )

AI

16.8 (122 )

0.4 (3 )



5756 

前 の ２ 1  救急 の ー ン は ブ 端 の

状 と ２ 21 救急 務の中 C 等の な め て

いる を 集計すると、 ブ 端 等の の による

は め 、 て の 医療 、事務 理等の

の め ている（ ２ 2 ）  

の ン ー の 、 会 の と に、事務 理

の 等の の め るとい め た  
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前 の ２ 1  救急 の ー ン は ブ 端 の

状 と ２ 21 救急 務の中 C 等の な め て

いる を 集計すると、 ブ 端 等の の による

は め 、 て の 医療 、事務 理等の

の め ている（ ２ 2 ）  

の ン ー の 、 会 の と に、事務 理

の 等の の め るとい め た  
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前 の ２ 1  救急 の ー ン は ブ 端 の

状 と ２ 22 救急 務の中 の ている C 等の

な を 集計すると、 ブ 端 等を ている本部 は

C 、 本部 は C るとい め

た（ ２ 2 ）  
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59587 

救急現 における 務は、 を る と を て をすると

い に大 る の における救急 の ー と

の組合 考え る 方法と る を に す

（ ２ 2 ）  

前 のとおり、 に ー ン ブ 端 を ている消防

本部 は、 による 人対 を と 病院の 報 病院

と 病 報の医療 との 報 ている

た、 な 方法と て、病院の 報 病院 、

い 、 病 報の医療 との 報 、 病 報の

の な ている  

の と 、 に ー ン ブ 端 を ている消防

本部の を えると、 ２ 2 の 、（２、３） 病 （ 、

オ） 、 C 医療 との の高 化 のよ な迅速な病院 報

となる な 方法 ると考え る（ ２ 2 ）
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い に大 る の における救急 の ー と

の組合 考え る 方法と る を に す
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本部 は、 による 人対 を と 病院の 報 病院

と 病 報の医療 との 報 ている

た、 な 方法と て、病院の 報 病院 、

い 、 病 報の医療 との 報 、 病 報の

の な ている  

の と 、 に ー ン ブ 端 を ている消防

本部の を えると、 ２ 2 の 、（２、３） 病 （ 、

オ） 、 C 医療 との の高 化 のよ な迅速な病院 報

となる な 方法 ると考え る（ ２ 2 ）

 

前 のとおり、 ブ 端 等の ・ を考え 、 ての消防本

部の ン ー の回 を え、救急 務（事務 理 ）を

、C 等の な の め ている は、事務 理（ ）

、 い 、 の （ ）、 医療 （ ）

な ている  

た、 ての消防本部 る と る な は、

C 、 い 、 、 な ている  

に、 本部 る と る な は、 C

、 い 、 （ の の）、 な ている  

の と 、事務 理、 の 及び医療 とい 部 に

な を するな 、 のよ な ていると考え る

（ ２ 27）  

ている な  

・（ ） 事務 理 （ ） の  

・（２） （ ） 医療 の  

・（２、３） 病 （ 、オ） 、 C 医療 との の高 化   
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の を とめると、救急 務の高 化とい において、

の消防本部 を と ては 病 病院 とな

ており、 に医療 との 強化とい 部 において、 C とい

た な の を検討 てい と め ていると考え る

（ ２ 2 ）  

、救急 務の高 化とい る な については、

消防本部の 政 な状 地域の医療 の状 等、 な地域の実

る と 考 、広い を て検討を める る  

た、医療 との とい 部 に ては、厚生労働省等と て

検討を めてい ると考え る  
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の を とめると、救急 務の高 化とい において、

の消防本部 を と ては 病 病院 とな

ており、 に医療 との 強化とい 部 において、 C とい

た な の を検討 てい と め ていると考え る

（ ２ 2 ）  

、救急 務の高 化とい る な については、

消防本部の 政 な状 地域の医療 の状 等、 な地域の実

る と 考 、広い を て検討を める る  

た、医療 との とい 部 に ては、厚生労働省等と て

検討を めてい ると考え る  

  

0 

年 は、救急 員の の 化に けた C 等の な の とい 目

に け、実 実 を実施 た の中 、 C とい な の に

ついて、一 の 性 実 性 る と た  

、 な は の部 る と 地域の実 により消防本部の

ー とな 、課題 る と た  

の と 、 の課題を 理 つつ、 な の を な 、

に め ている課題 の と て、 な の の 性について、

体 な検討を めてい と め ていると考えている  

た、 る第 科学 本計画の中 は、目指すべき 社会の

と て、 社会（  1 0）、 社会（  2 0）、 社会（  0）、

報社会（  0）に 、  0 新たな社会を指す のと て

ている  

 0 実現 たいと考え ている社会は、 、第 信

（ ）な 、 な により、社会の （イ ー ン）を

て、 の を 、 の てる社会、 を えて いに 重 合

える社会、一人一人 適 きる社会と ている  

の とを え、 な の の状 を つつ、 き き、本検

討会と て 救急 務の 課題に対する C 等の な の とい

の課題 の方法を検討 ていきたいと考えている  
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OCR（Optical Character Recognition＝光学文字認識） タブレット RPA（Robotic Process Automation＝ロボットによる手順の自動化）
・手書きや印刷された文字をイメージスキャナやデジタルカメラで読みとり、コンピューターが利用できる
デジタルの文字コードに変換する技術
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理に傷病者引継書等をスキャナーで取込み、OCRソフトで
データ化された内容を確認及び修正することが想定される。。

・パソコンの基礎的な機能を備えたデジタル機器
・救急業務での活用例としては、傷病者引継書をタブレット内にソフトとして組み込み、救急活動時に直接
データ入力することが想定される。

・ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代
行・自動化する概念
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理時にデータ化された情報を他のシステム（OAシステム等）
に自動入力することが想定される。

効果 ＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とOCRを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間の削減効果を示
すことができる。
＜例＞
札幌市消防局の結果を参考として引用した場合
➣４分×年間救急出動件数＝年間削減効果
＜留意点＞
・従来の事務処理と比較しOCRを導入するとスキャンデータの確認・修正作業が新たに発生することを考慮
し、効果の算出をする必要がある。
・導入に向けた効果の算出方法としては、単純な事務処理時間の削減効果のほか、時間外勤務における割合
を考慮した算定も有用であると考えられる。

＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とタブレット及びRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間
の削減効果を示すことができる。
＜その他＞
・紙を用いた運用が必須ではなくなるので、紙の紛失による個人情報漏洩などのリスク軽減にも繋がる。
・他の機能活用への汎用性が高い（WEB接続による動態管理や通知・マニュアルなどのデータ管理など）。
＜例＞
横須賀市消防局の結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

＜事務処理時間の短縮＞
・データ化された情報がある場合、通常時の事務処理にかかっていた時間はほぼ無くなる。
・通常時の事務処理時間と別のデータ化する技術とRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務
処理時間の削減効果を示すことができる。
＜例＞
タブレット端末によりデータ化された情報を活用し、横須賀市消防局での結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

課題と解決策 ＜作業＞
・OCRを用いた場合、新たに生じる確認・修正作業に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることにより、事務処理時間の短縮が可能である。
＜様式＞
・従来の様式を用いて、そのままOCRで読み込むと認識率が低下する。
・従来の様式の項目を変更せず、そのままOCR用の様式に変更（枠などを追記する程度）した場合、書きづ
らく作業効率が落ちる可能性がある。

→ 記載する項目の再検討を含めて、従来の様式をOCR用の様式に変更することによって、改善可能であ
る。

＜操作＞
・傷病者との接触時にも操作することから作業負担が増加する可能性がある。
・習熟度が低い時期は入力に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることで、操作能力が向上し、おおむね改善可能であ
る。
・搬送する病院までの距離が短いときは、到着までに入力が終わらないことがある。

→ 状況に応じた使用方法を検討する。
＜例＞
納入業者からの事前説明会の実施やフォローアップ研修のほか、操作例を示したDVDなどを用いる。

＜データ化する技術＞
・RPAを用いるためには、データ化された情報が必須なので、OCRやタブレットでのデータ入力、音声自動
入力などの技術と組み合わせる必要がある。
　→　データを入力する技術を導入することで解決する。

ソフト選定の留意点 ソフト選定にあたり、以下の点を考慮することが必要
＜認識率＞
・導入するOCRソフトの種類によって、文字・数字・チェックボックスの認識率が異なるので、活用する様
式に適したソフトの選定が必要である。
＜確認・修正画面＞
・確認や修正する画面（ユーザーインターフェース）が異なるので、実際に使用して確認や修正しやすいソ
フトの選定が必要である。また、操作する世代によりスキャンデータ確認作業における文字の大きさや表示
画面の見やすさ、使いやすさが異なるので、サイズなどが変更できる仕様のソフトが望ましいという意見が
ある。
＜セキュリティ＞
・救急現場で扱うデータは、重要な個人情報が含まれるので、ソフトによりテキストデータの変換時にオン
ラインクラウドサービスを使用するものもあることから、各自治体の個人情報保護に関する取り決めについ
て確認した上で、導入するソフトを選定することが重要である。

＜操作画面＞
ユーザーインターフェースは様々なものがあることから、救急活動時をイメージした上で、選定する必要が
ある。
＜例＞
・従来の傷病者引継書をイメージしたソフト
・消防OAシステムの入力項目に沿って構成されているソフト　　など

以下のような視点で、ソフトの選定を考慮
＜既存のOAシステムとの互換性＞
・アプリケーションとの接続性が充実しているかが重要で、他の業務への汎用性も検討できる。

費用（参考） 導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・ソフト費用（ライセンス買取・ユーザー月額など）

※ 処理ページの数により変動するソフトもある。
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）

※ 設定費用は、帳票の種類や項目、レイアウト、処理内容により変動する。
・保守費用（メンテナンス、不具合発生時の対応など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【Smart Data Entry】 【Dyna EYE10】
・ソフト費用：約600万円 ・ソフト費用：約850万円
・保守費用：約15万円 ・保守費用：約120万円
・設定費：約300万円 ・設定費：約300万円
➣合計：約915万円 ➣合計：約1,270万円

導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・パッケージ費用（ソフトウェアや保守を含めた導入するための費用）
・ハードウェア費用（タブレット端末やサーバ－立上げ費用など）
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【タブレット】
・パッケージ費用：約800万円
・ハードウェア費用：約700万円
・設定費：約500万円
➣合計：約2,000万円
※上記費用は、利用環境や希望する内容によって変動する。
※指令システム等との連携には別途費用がかかる。（約2,000万円）

導入にあたり、以下の費用が生じることを考慮する必要がある。
・ソフト費用（ソフト自体を購入する費用）
・設定費用（シナリオを作成するための費用）
※自身でRPAの操作が可能である場合、設定費用はかからない。
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【RPA】
・ソフト費用：約300万円
・設定費：約300万円
➣合計：約600万円

その他 ・OCRは紙から得られる情報をデータ化するものなので、RPA技術との併用が必要である。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ OCRの活用については、現在の紙で情報伝達を行っている現状を踏まえた過渡期における技術であるとも
考えられ、将来の情報のデジタル化やペーパーレス社会を踏まえた将来的な設計も考慮した上での導入検討
にも留意する必要がある。

・タブレット端末においてのデータ連携には、指令システム等との連携のほか、RPA技術との連携による活
用も可能である。
・様々な救急現場で使用することを想定することから、落下等による機器の破損の可能性がある。（機器の
耐久性の課題）
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・導入実績は、2020年８月時点で、タブレット端末等を導入又は導入予定の消防本部は666本部あり、搬送
実績を入力すると救急統計入力支援システムに反映されるという利用方法を活用又は活用予定の消防本部は
155本部ある。
・タブレット端末等の導入経費については、「平成31年度の地方財政の見直し・予算編成上の留意事項等に
ついて」（平成31年１月25日付け総務省自治財政局財政課事務連絡）で示しているとおり、救急自動車への
配備に要する経費として、普通交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

・RPAの導入には、RPAに実施させる業務を可視化する必要があり、その業務の棚卸しなどの改善を行う必
要がある。
・RPAの設定にエラーが発生した場に備え、知識のある者を確保するか、迅速な保守体制の構築が必要と
なってくる。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ RPAの導入経費については、「自治体行政のスマート化の実現のための取組に対する地方財政措置につい
て」（令和２年４月15日付け総行情第60号、総行女第15号、総財調第11号、総情地第57号、総情流第34号通
知）で示しているとおり、特別交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

技術の名称
技術の概要

導入時の着眼点
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OCR（Optical Character Recognition＝光学文字認識） タブレット RPA（Robotic Process Automation＝ロボットによる手順の自動化）
・手書きや印刷された文字をイメージスキャナやデジタルカメラで読みとり、コンピューターが利用できる
デジタルの文字コードに変換する技術
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理に傷病者引継書等をスキャナーで取込み、OCRソフトで
データ化された内容を確認及び修正することが想定される。。

・パソコンの基礎的な機能を備えたデジタル機器
・救急業務での活用例としては、傷病者引継書をタブレット内にソフトとして組み込み、救急活動時に直接
データ入力することが想定される。

・ホワイトカラーのデスクワーク（主に定型作業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代
行・自動化する概念
・救急業務での活用例としては、帰署後事務処理時にデータ化された情報を他のシステム（OAシステム等）
に自動入力することが想定される。

効果 ＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とOCRを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間の削減効果を示
すことができる。
＜例＞
札幌市消防局の結果を参考として引用した場合
➣４分×年間救急出動件数＝年間削減効果
＜留意点＞
・従来の事務処理と比較しOCRを導入するとスキャンデータの確認・修正作業が新たに発生することを考慮
し、効果の算出をする必要がある。
・導入に向けた効果の算出方法としては、単純な事務処理時間の削減効果のほか、時間外勤務における割合
を考慮した算定も有用であると考えられる。

＜事務処理時間の短縮＞
・通常時の事務処理時間とタブレット及びRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務処理時間
の削減効果を示すことができる。
＜その他＞
・紙を用いた運用が必須ではなくなるので、紙の紛失による個人情報漏洩などのリスク軽減にも繋がる。
・他の機能活用への汎用性が高い（WEB接続による動態管理や通知・マニュアルなどのデータ管理など）。
＜例＞
横須賀市消防局の結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

＜事務処理時間の短縮＞
・データ化された情報がある場合、通常時の事務処理にかかっていた時間はほぼ無くなる。
・通常時の事務処理時間と別のデータ化する技術とRPAを導入した場合の時間を比較する事によって、事務
処理時間の削減効果を示すことができる。
＜例＞
タブレット端末によりデータ化された情報を活用し、横須賀市消防局での結果を想定した場合
➣６分６秒×年間救急出動件数＝年間削減効果

課題と解決策 ＜作業＞
・OCRを用いた場合、新たに生じる確認・修正作業に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることにより、事務処理時間の短縮が可能である。
＜様式＞
・従来の様式を用いて、そのままOCRで読み込むと認識率が低下する。
・従来の様式の項目を変更せず、そのままOCR用の様式に変更（枠などを追記する程度）した場合、書きづ
らく作業効率が落ちる可能性がある。

→ 記載する項目の再検討を含めて、従来の様式をOCR用の様式に変更することによって、改善可能であ
る。

＜操作＞
・傷病者との接触時にも操作することから作業負担が増加する可能性がある。
・習熟度が低い時期は入力に時間を要する。

→ 一定の習熟期間を設けたり、研修を充実させることで、操作能力が向上し、おおむね改善可能であ
る。
・搬送する病院までの距離が短いときは、到着までに入力が終わらないことがある。

→ 状況に応じた使用方法を検討する。
＜例＞
納入業者からの事前説明会の実施やフォローアップ研修のほか、操作例を示したDVDなどを用いる。

＜データ化する技術＞
・RPAを用いるためには、データ化された情報が必須なので、OCRやタブレットでのデータ入力、音声自動
入力などの技術と組み合わせる必要がある。
　→　データを入力する技術を導入することで解決する。

ソフト選定の留意点 ソフト選定にあたり、以下の点を考慮することが必要
＜認識率＞
・導入するOCRソフトの種類によって、文字・数字・チェックボックスの認識率が異なるので、活用する様
式に適したソフトの選定が必要である。
＜確認・修正画面＞
・確認や修正する画面（ユーザーインターフェース）が異なるので、実際に使用して確認や修正しやすいソ
フトの選定が必要である。また、操作する世代によりスキャンデータ確認作業における文字の大きさや表示
画面の見やすさ、使いやすさが異なるので、サイズなどが変更できる仕様のソフトが望ましいという意見が
ある。
＜セキュリティ＞
・救急現場で扱うデータは、重要な個人情報が含まれるので、ソフトによりテキストデータの変換時にオン
ラインクラウドサービスを使用するものもあることから、各自治体の個人情報保護に関する取り決めについ
て確認した上で、導入するソフトを選定することが重要である。

＜操作画面＞
ユーザーインターフェースは様々なものがあることから、救急活動時をイメージした上で、選定する必要が
ある。
＜例＞
・従来の傷病者引継書をイメージしたソフト
・消防OAシステムの入力項目に沿って構成されているソフト　　など

以下のような視点で、ソフトの選定を考慮
＜既存のOAシステムとの互換性＞
・アプリケーションとの接続性が充実しているかが重要で、他の業務への汎用性も検討できる。

費用（参考） 導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・ソフト費用（ライセンス買取・ユーザー月額など）

※ 処理ページの数により変動するソフトもある。
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）

※ 設定費用は、帳票の種類や項目、レイアウト、処理内容により変動する。
・保守費用（メンテナンス、不具合発生時の対応など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【Smart Data Entry】 【Dyna EYE10】
・ソフト費用：約600万円 ・ソフト費用：約850万円
・保守費用：約15万円 ・保守費用：約120万円
・設定費：約300万円 ・設定費：約300万円
➣合計：約915万円 ➣合計：約1,270万円

導入にあたり、以下の費用が生じることをあらかじめ認識する必要がある。
・パッケージ費用（ソフトウェアや保守を含めた導入するための費用）
・ハードウェア費用（タブレット端末やサーバ－立上げ費用など）
・設定費用（様式の種類や項目、レイアウトを変更・修正など）
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【タブレット】
・パッケージ費用：約800万円
・ハードウェア費用：約700万円
・設定費：約500万円
➣合計：約2,000万円
※上記費用は、利用環境や希望する内容によって変動する。
※指令システム等との連携には別途費用がかかる。（約2,000万円）

導入にあたり、以下の費用が生じることを考慮する必要がある。
・ソフト費用（ソフト自体を購入する費用）
・設定費用（シナリオを作成するための費用）
※自身でRPAの操作が可能である場合、設定費用はかからない。
＜例＞
PCを保有しており、10台の端末で１年間利用する場合
【RPA】
・ソフト費用：約300万円
・設定費：約300万円
➣合計：約600万円

その他 ・OCRは紙から得られる情報をデータ化するものなので、RPA技術との併用が必要である。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ OCRの活用については、現在の紙で情報伝達を行っている現状を踏まえた過渡期における技術であるとも
考えられ、将来の情報のデジタル化やペーパーレス社会を踏まえた将来的な設計も考慮した上での導入検討
にも留意する必要がある。

・タブレット端末においてのデータ連携には、指令システム等との連携のほか、RPA技術との連携による活
用も可能である。
・様々な救急現場で使用することを想定することから、落下等による機器の破損の可能性がある。（機器の
耐久性の課題）
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・導入実績は、2020年８月時点で、タブレット端末等を導入又は導入予定の消防本部は666本部あり、搬送
実績を入力すると救急統計入力支援システムに反映されるという利用方法を活用又は活用予定の消防本部は
155本部ある。
・タブレット端末等の導入経費については、「平成31年度の地方財政の見直し・予算編成上の留意事項等に
ついて」（平成31年１月25日付け総務省自治財政局財政課事務連絡）で示しているとおり、救急自動車への
配備に要する経費として、普通交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

・RPAの導入には、RPAに実施させる業務を可視化する必要があり、その業務の棚卸しなどの改善を行う必
要がある。
・RPAの設定にエラーが発生した場に備え、知識のある者を確保するか、迅速な保守体制の構築が必要と
なってくる。
・システムがダウンした場合の手順を定めておくことが必要である。
・ RPAの導入経費については、「自治体行政のスマート化の実現のための取組に対する地方財政措置につい
て」（令和２年４月15日付け総行情第60号、総行女第15号、総財調第11号、総情地第57号、総情流第34号通
知）で示しているとおり、特別交付税措置が講じられていることも参考とされたい。

技術の名称
技術の概要

導入時の着眼点
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と 信 との による ラ の 開（ 管制・

・ ー に な の ） 
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による 報 （救急 救急医 専門医）及び高画 （

）の イ について 
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696868

WEB 会議 、会 等、対 対 の い ーンで で るス ン ア

ーン こし ア ー ンの

 

、 生 委員会（ C とい ）は、 年ごとに、

生と 急 管治療のための科学と治療の に る ン ン （ C

とい ）を公開 てきた た、 を えて、 においては、日本 生

議会（ C とい ）と日本救急医療 団（ 生法委員会） る

C イ ライン 委員会 、 生に する C 生 イ ライン 公

開 るとと に、 の 、日本救急医療 団（ 生法委員会）によ て、 救

急 生法の指 （市 ）、 い 救急 生法の指 （医療 事 ） 、

るとい てきた 本検討会において 、 の

に する 、一般市 救急 員 生法において を ける事 に

ついて、検討を とを と てきたと る  

た中、 C による C の公開は、2017（ 29）年 、１年ごとに

C 集 と て公開 る いに た に て、 は 地域

、 生に する イ ラインを 1 年ごとに する 、 前 おり 年ごとに

する の は、 の 生 議会に委 る ととな た 、 C は

前 おり、 生に する イ ラインを 年ごとに する方 を 、 年

は、 生に する イ ライン C 生 イ ライン 2020 （ イ ラ

イン 2020 とい ）の公開 ていた  

、本検討会 は 年 、 の イ ライン 2020 の公開 、日本救急医療

団（ 生法委員会）による 救急 生法の指 （市 ） 及び 救急 生法

の指 （医療 事 ） の ていた とを え、検討 ー の１つ

に、 生 イ ライン の対 を 、一般市 救急 員 生

法において を ける事 について、検討を とと ていた  

な 、 般の新 イ の な に い、2020（令

和２）年 月 2 日、 C 、 イ ライン 2020 の公開 の な

と 年間 する と 公開 、 ラ の を 2021（令和３）年３月、

を 年 とする と た  

の と 、本検討会における検討について 、 ていた検討

ー を する とと た 、 年 は、 C による イ ライン 2020 の

公開 、速 な検討を開 きるよ 、 の消防本部に対 て実施 た、 急

の 及 信指令員の 指 等の対 状 に係る ン ー を え

な 、 の対 方 の 理を める とと た  

  



71709 

イ ライン 2020 の公開を 、 の検討会と 、本検討会の に、

生 イ ライン の対 を検討する ー ン ー を 、 な検討を

とと た なお、日本救急医療 団（ 生法委員会）による 救急 生法

の指 （市 ） 及び 救急 生法の指 （医療 事 ） の を ける

事 については、 な 合を てい ととする  

救急 生法の指 （市 ） の により を ける事  

・ 急 の 及 の に する実施 （ 2 年 月 2 日 け消

防救第 7 消防庁 長 知） 

・一般市 の 生法 

・ 指 に する実施 （ 2 年 月 2 日 け消防救第 消防庁 長

知） 

・ 救急 員及び 救急 員の 生法の実施 （ 29 年 月 0 日

け消防救第 0 消防庁救急 画室長 知）等 

救急 生法の指 （医療 事 ） の により を ける事  

・ 救急 員及び 救急 員の 生法の実施 （ 29 年 月 0 日

け消防救第 0 消防庁救急 画室長 知） 

・救急  等 

体 な検討 目は、 のとおり 理するとと に、 のイ ー 及び

ー について 、 ３ １及び ３ ２のとおり 理 た  

なお、 ー ン ー の 員については、医 、消防 員 、オブザ

ーバー１ の計 1 を ている  
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とと た なお、日本救急医療 団（ 生法委員会）による 救急 生法

の指 （市 ） 及び 救急 生法の指 （医療 事 ） の を ける

事 については、 な 合を てい ととする  

救急 生法の指 （市 ） の により を ける事  

・ 急 の 及 の に する実施 （ 2 年 月 2 日 け消

防救第 7 消防庁 長 知） 

・一般市 の 生法 

・ 指 に する実施 （ 2 年 月 2 日 け消防救第 消防庁 長

知） 

・ 救急 員及び 救急 員の 生法の実施 （ 29 年 月 0 日

け消防救第 0 消防庁救急 画室長 知）等 

救急 生法の指 （医療 事 ） の により を ける事  

・ 救急 員及び 救急 員の 生法の実施 （ 29 年 月 0 日

け消防救第 0 消防庁救急 画室長 知） 

・救急  等 

体 な検討 目は、 のとおり 理するとと に、 のイ ー 及び

ー について 、 ３ １及び ３ ２のとおり 理 た  

なお、 ー ン ー の 員については、医 、消防 員 、オブザ

ーバー１ の計 1 を ている  
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737271 

急 の 及 信指令員の 指 等の対 状 について、 の消防本

部に対 て ン ー 調査を実施 た  

調査  

 ・調 査 救急救命体制の ・充実に する調査 及び ン

ー 体制等の実態に する調査  

 ・調査対 72 消防本部 

 ・調査方法 イ による ン ー  

 ・調査 間 令和２年 月３日 月 2 日（ 日 令和２年 月１日） 

 ・回 100  

急 の 及 の に する実施 （ 2 年 月 2 日

け消防救第 7 消防庁 長 知）に める講 の 、消防本部の

等に めている については、 救命講 99 （71 本

部）、 い 、 救命講 90 2 （ 1 本部）、 救命講 7

（ 1 本部） た（ ３ ３）  

72 の 回 0 （ 本部） た  

  

員

員
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急 の 及 信指令員の 指 等の対 状 について、 の消防本

部に対 て ン ー 調査を実施 た  

調査  

 ・調 査 救急救命体制の ・充実に する調査 及び ン

ー 体制等の実態に する調査  

 ・調査対 72 消防本部 

 ・調査方法 イ による ン ー  

 ・調査 間 令和２年 月３日 月 2 日（ 日 令和２年 月１日） 

 ・回 100  

急 の 及 の に する実施 （ 2 年 月 2 日

け消防救第 7 消防庁 長 知）に める講 の 、消防本部の

等に めている については、 救命講 99 （71 本

部）、 い 、 救命講 90 2 （ 1 本部）、 救命講 7

（ 1 本部） た（ ３ ３）  

72 の 回 0 （ 本部） た  

  

員

員

72 

講 の 講 数を 加 るため ている 組の実施状 については、

実施 ている 7 （ 7本部）、 実施 ていない 2 7 （179 本

部） た（ ３ ）  

講 の 講 数を 加 る 組を 実施 ている と回 た 7 本部の

組は、 の 7 （ 07 本部）、 い 、 ー等による

（2 本部）、 イ による 1 9 （7 本部）

た（ ３ ）  

※ の の回  ・ ー ー （市 及び消防本部） の広報 ・ を た広報 

         ・市 の広報 による広報 ・ ーブ による広報 

・防 （ラ オ）による広報  

・ 対時の ン を講 の 講を す と た広報 



75747  

急 講 （ ラー ン ）の については、 ている

（ 10 本部）、 ていない （ 1 本部） た（

３ ）  

急 講 （ ラー ン ）を ていない と回 た 1 本

部の理 は、 の 0 （129 本部）、 い 、 の ラー

ン に対する理 ない 29 （9 本部）、 ラー ン は講 の

を てない 2 2 （ 9 本部） た（ ３ ７）  

※ の の回  ・ を検討中 ・ 実施を てい  ・現 中 

         ・ の に課題 る ・ 生 る 

         ・ ラー ン の講 実施を検討 ていない ・ ー ー ない 
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7  

救急 生法の指 201 （市 ） の 補 の対 について （令和２年

月 22 日 け消防庁救急 画室事務 ） に 市 一 救命

の 講 会 の対 の については、 人の 生に対 て、人

は ない のと た （ 19 本部）、 い 、

を開 する前に ン オ な 病 の と に を

るよ に た 1 （ 92 本部）、 の に 病 の

と救助 の きす ないよ に た 77 0 （ 9 本部） た（

３ ）  

※ の の回  ・講 の実施を中 、 たは ている ・ を 補 て対  

         ・ 講人数を 講 の間 を 実施 

・ 防 （ ー ・ ・ イ ー ・ ーブ）を て講 を実施 

         ・ た ン 、 オ の 理についての指

  

員



77767  

員

信指令員に対する救急に係る教 ・研修の実施状 については、実施 て

いる と回 た本部 7 7 （ 71 本部）、 い 、実施 ていない

1 0 （102 本部）、 実施 7 （ 本部） た（ ３ ９）  

員

員

信指令員に対する救急に係る教 ・研修を、実施 ていると回 た 71

本部における、消防庁 29 年３月に た 信指令員の救急に係る救

急 （ 補 を ） の 状 については、 ている

9 9 （ 99 本部）、 い 、 ていない 22 1 （12 本部）、

の と て ている （ 0 本部）、 の を

ている 2 （1 本部） た（ ３ 10）  

員



77767  

員

信指令員に対する救急に係る教 ・研修の実施状 については、実施 て

いる と回 た本部 7 7 （ 71 本部）、 い 、実施 ていない

1 0 （102 本部）、 実施 7 （ 本部） た（ ３ ９）  

員

員

信指令員に対する救急に係る教 ・研修を、実施 ていると回 た 71

本部における、消防庁 29 年３月に た 信指令員の救急に係る救

急 （ 補 を ） の 状 については、 ている

9 9 （ 99 本部）、 い 、 ていない 22 1 （12 本部）、

の と て ている （ 0 本部）、 の を

ている 2 （1 本部） た（ ３ 10）  

員

7  

指 の策 状 については、 策 ている 7 2

（ 本部）、 い 、策 ていない 9 （ 9 本部）、策

（2 本部） た（ ３ 11）  

年 の検討は、新 イ の な に い、年 に

ていた ー を、大き する とを な た  

、 生 イ ライン に 、一般市 救急 員 生法の

とい 命題 、 に り組 べき課題 る とに りはない の状

の 化 に対 な 、 な検討を速 に めてい とと に、 の に

は、 の ン 調査を て た、消防本部の実 課題について 、

十 に えて り組 い と 、 ると考える  

は年 に 、 生 イ ライン の対 を検討する ー ン ー

を立 、第１回目の ー ン ー を開催 、 の速 な検討につな

てい とと たい  
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年、救急 数 一 て 加 、救急 の現 所 時間等

ている中、 り る をより 急性の高い事 に適切に するためには、救

急 の適時・適切な を てい と 重 る  

救急 ン ー事 （ 7119）（ 7119 とい ）は、 急な病

の に、医 等の専門 に る 事 り、 適

時・適切な救急 医療 を めて な事 る  

消防庁 は、 7119 の 開を目指 、救急 務に する ー と

た 実施団体 の 及 バイザーの 等を とと に、

消防本部 道 県に対する 知等（ 救急 ン ー事 （ 7119）の なる

組の について （ 2 年３月 1 日 け消防救第 2 消防庁救急 画室長

知）及び 救急 ン ー事 （ 7119）の の 及 について （ 1

年３月 29 日 け消防庁救急 画室事務 ））の を い、 実施団体 の事

の を てきた た、 7119 を広 に 知 を するため、ラ

オ等の 体 の による広報 ラ ーとの ラ ー

ンな を て、 に広報を ている（ １）  

令和２年 には10月 京 7119 開 、令和２年10月１日現 、

17 地域 実施 ており、人 バー は 0 とな ている  

令和 年 救急 務の り方に する検討会 は、事 の信 性を

たる のとするためには、事 の 事 の検 を重 る と 重

るとい 、事 検 について、３つの 組（事 の に する事
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、組 ・体制に する事 、事 の に する事 ）を 、検 を 体

制について検討を た て、事 検 べきと考え る事

を り 事 検 体制の を た 、 てきた事

に加え、 な る とを た  

加えて、 7119 の 開を するためには、 な事 と て

対 を す と 、社会 地域の実 に対 た事 の 性を

めて検 する と、 には 地域における事 実施に けた体制 りにつ

いて の検討課題 ると た  

の と 、 年 は にいて 7119 る体制 すな

7119 の 開を目指 、 7119 の 性の 理 事 実施 の 、

実施団体 事 に対 て える課題の 策等について 体 な対 方策の

検討を とと に、前年 の検討 を えた 7119 実施団体における事

検 の現状及び の 組方 について検討を とと た

 ・ 7119 等（ の 事 ）の実態  

     ・ 7119 実施地域における課題の える化  

     ・ 7119 を 開する理 の 理 

     ・ に た事 の り 

 ・新たな事 の い  

     ・ 実施団体において事 を する の ・ の 理 

     ・ 実施団体における課題に対する 策の検討 

     ・ の課題の 理 

令和 年 、 救急 ン ー事 （ 7119） 及び 及 バイ

ザー 会（実施団体及び 及 バイザーによる実務会議）（ 、

バイザー 会 とい ） において、事 の検 （ ）については、

実施団体に一 ている現状 るとの 、 7119 の事 検 体制に

ついて検討を い、事 の 、実施する ると考え る 検 体

制の 体 な対 順及び事 を 部委 する に な

7119 等 の に対する対 に する （ ） 等を た  
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実施団体における事 の 態 は地域によ て る と

、 検 等の 状 等について現状を 、実施団体間

するとと に、事 検 に対する考え方 の 組の方 な について検

討を とと た  

令和２年 救急 務の り方に する検討会 の に、新たに、救急医療

の専門 地方 治体の 、 目 の な の 加の と、 7119

の 開に けた検討部会 （ 検討部会 とい ）を 、 7119

の 開実現を目指 て、 体 な対 方策の検討を める とと た（

２）  

検討部会において 理 た課題の 、 事 実施 の ・明 化 、

実施団体における事 の （事 の 、 性 及び 性の

） については、 バイザー 会（令和２年 10 月 22 日（木）開催）を

、事 実施団体（17 団体） 及び 及 バイザーの

検討する とと た  
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回数 日時・開催方法 主な議事 

第１回検討部会

（ 会合） 

令和２年 月 11 日（月）

会議 

・検討の ・目  

・検討 目と検討の め方 

・開催 ー  

・ 7119 に対するご ・ご  

第２回検討部会 
令和２年 月 17 日（ ）

会議 

・ 治体（ 道 県、消防本部

の ン ー 実施 ） 

・地方 治体（事 実施団体、事

実施団体） の ン  

・ の イ の 、 間

事 ン 、 の課

題の 理 

第３回検討部会 

令和２年７月 1 日（火）

対 方 と 方 の

会議 

・事 の  

・ 地域における実施体制 り

の 体策・ 策（ ） 

・中間とり とめ（ ） 

第 回検討部会 

（中間とり とめ）

令和２年 月 日（木）

対 方 と 方 の

会議 

・検討部会中間報告 （ ） 

中間報告  

とり とめ 
令和２年 月 1 日（月）

中間報告 を り とめ、中間報告

及び を消防庁 ー ー

に公開 

第 回検討部会 

令和２年12月17日（木）

対 方 と 方 の

会議 

・検討部会 報告 （ ） 

・ 7119 の 開に けた

の ー  

報告  

とり とめ 
令和３年１月 29 日（ ）

報告 を り とめ、報告 及び

等を消防庁 ー ー に公開 
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回数 日時・開催方法 主な議事 

第１回検討部会

（ 会合） 

令和２年 月 11 日（月）

会議 

・検討の ・目  

・検討 目と検討の め方 

・開催 ー  

・ 7119 に対するご ・ご  

第２回検討部会 
令和２年 月 17 日（ ）

会議 

・ 治体（ 道 県、消防本部

の ン ー 実施 ） 

・地方 治体（事 実施団体、事

実施団体） の ン  

・ の イ の 、 間

事 ン 、 の課

題の 理 

第３回検討部会 

令和２年７月 1 日（火）

対 方 と 方 の

会議 

・事 の  

・ 地域における実施体制 り

の 体策・ 策（ ） 

・中間とり とめ（ ） 

第 回検討部会 

（中間とり とめ）

令和２年 月 日（木）

対 方 と 方 の

会議 

・検討部会中間報告 （ ） 

中間報告  

とり とめ 
令和２年 月 1 日（月）

中間報告 を り とめ、中間報告

及び を消防庁 ー ー

に公開 

第 回検討部会 

令和２年12月17日（木）

対 方 と 方 の

会議 

・検討部会 報告 （ ） 

・ 7119 の 開に けた

の ー  

報告  

とり とめ 
令和３年１月 29 日（ ）

報告 を り とめ、報告 及び

等を消防庁 ー ー に公開 

1 

実施団体（ 道 県、 消防本部等） の ン ー 調査及び実施・

実施団体 の を い、検討部会による議 等を え、救急

ン ー事 の 開に けて すべき課題を の 目に 理 た

※ は する バイザー 会において り た検討 目 

実施団体、 実施団体 の ン ー 、 ン 調査 等を に

による議 を重 、 理 た つの課題について、検討部会における議

事 実施団体の 等による検討を え、 に対 て考え

る 策を た  

令和３年１月に 7119 の 開に けた検討部会報告 を り と

めた 実施団体に対する ン ー 調査等の 及び検討 の につ

いては、検討部会報告 を たい（ の 考 ）  

     考  

  7119 の実施に する については、 、市 に対する

講 てきた 、 般の検討部会の議 えて、令和３年

地方 政 に係る 議・調 な た 、令和３年 は、現

の を 、 道 県 は市 の 政 に対 て、新たに

講 る ととな た（ ３）  

○ 事 実施の 性の 理（事 実施 の ・明 化） 

○ 事 の実施地域、実施主体、 政 の り方 

○ 係 ・事 との 、 員及び委 事 の 方策 

○ の イ との 係、 課題 の対  

○ 事 の 及 、 知 のための方策 

○ 実施団体における検討の加速、 実施団体における事 の  
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検討部会において 理 た 課題の 事 実施 の ・明 化 、

事 の 、 性 及び 性 の を えた 実施団体にお

ける事 の の議 については、中間報告 のとり とめ（第 回検

討部会）において、実施団体の を えた なる議 の り と

の た と 、 バイザー 会を 、事 を する実

施団体による を え検討する とと た  

検討部会における議 を て、 7119 には てきた 救

急 の適正 （適時・適切な ）、 救急医療 の の適正化及

び の ・ の とい に 、 高 化及び人

の 社会 の 化とい た、時 の 化 の な対

般の新 イ を と た新 い生 の実 とい

新たな ている と た  

の つの事 については、実施団体に対する ン ー 調査及び

バイザー 会における議 において、実施団体 事 を する

一 の と て きている と きた た、実 に事

を めてい 中 、 ていな た新たな指 7119の

事 るよ にな ている と 明 とな た  

検討部会 は、 、 と て本事 の実施 の ・明 化を に

め、 を り す 理の え、広 及 する と

り、 の には、 に はな 、 の つの を え

つつ、実施地域 な ー を に 集 、地域 年

化な めて十 に ・明 化 な 、考え る を広 合

・ 明 てい と いと けている（

）  
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図表４－４ ♯7119の事業導入効果

（ii）既実施団体における事業の底上げについて

♯7119 自体の魅力や効果が向上することは、未実施団体における導入

の誘因になりうると考えられる。アドバイザー連絡会の議論を通して、事

業の「質」、「利便性」及び「効率性」の向上についても検討を行った結果、

以下の意見がまとめられた。

・「質」の向上

電話相談事業であることから、まずは「つながる」ことを基本とし、

その上で、個別検証やオペレーター・相談員の研修等を実施し質の向上

を図っている。コールセンター外部との連携や情報共有が今後の課題で

ある。

・「利便性」の向上

回線数や対応時間を確保しつつ、効果的な広報活動などにより認知率

の向上を図っている。医療機関案内以外の窓口との連携や対象者の拡大

が課題として認識されている。

・「効率性」の向上

利用実態に応じた相談員の人員配置や回線数の調整を工夫すること

で対応している。また、自動音声化や対応マニュアル等を作成し、効率

化を図っている。外部機関との連携や新たな人材活用が今後の課題であ

る。
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検討部会では、今後、消防 において、これらの を く り

の 「事業 入 の / イ ライン」の

れており、今後、 に検討 られていくことを したい

と結 ている（図表 － ）。

図表 － 7119 業 の

ア イ ー 会において、 7119にお る「事業検証体制の 」につい

て検討を行った。 会の に 、事業を実施している 16 体に対して

アン ー を実施したとこ 、以下の う と られた（図表 － ）。

図表 － 業 体制の ア
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実施団体における事 検 については、事 体の 性 の を目

とするな 一 の の と実施 ている た、検 を ンバ

ー 会議体、検 によ て た知 の ー バ の方法について 、

な た に、事 開 の 年数 長い 実施団体に

おいて、 の事 の を た検 体制 ている と

た  

の一方、事 検 の 性は ている のの、人員 の を

と て、事 検 体制の に ていない団体 た  

た、令和 年 の バイザー 会において、事 の 、実施する

ると考え る 検 体制の 、 体 な対 順及び委 事

に する の 7119 等 の に対する対 に する

（ ）について た と 、 の実 の現 における 状

について 調査を た の 、 の検 等を実 に 考

と ている と回 たのは 1 団体中７団体、 考と ていない と回

たのは 1 団体中９団体 た 考と ていない 理 と て、 な

題 、 数年 中のため年 中に ない 、 前 の検 体制

立 ている な の た  

回の ン ー 調査 会における検討を て、 7119 における事

検 の 性については、実施団体間 おお の る のの、事

の に て実施方法には め た 消防庁 た

事 の検 （ ）については、実施団体の事 検 の ・実

施に たり一 数 考に ている のの、 の理 体 な

に ていない ー め た た、実施団体によ ては 前

の の検 体制 立 ているな 、検 体制の現状には地域によ て

た と 、検 については、 を する

とと に、課題を 、 会等の を て 報 な 、より実

な のと てい る  

事 検 に 性の は事 の の と いと考え

る 検討部会における議 に るよ に、 7119 を する地域の実 は

る と 、 の地域 の の検 体制を目指すの とい

とを 、委 事 係 等と な 、適切な検 体制を

する と 重 る  
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検討部会における検討 等を え、消防庁 は、 地域 の 組 る

よ 、 救急 ン ー事 7119 の 開について 令和３年１月 29 日

け消防庁救急 画室事務 を するとと に、 実施地域 の の ・

議等を つつ、 の 体 な 組を めてい とと ている（ ７）  

○

○

○

○ 委
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検討部会における検討 等を え、消防庁 は、 地域 の 組 る

よ 、 救急 ン ー事 7119 の 開について 令和３年１月 29 日

け消防庁救急 画室事務 を するとと に、 実施地域 の の ・

議等を つつ、 の 体 な 組を めてい とと ている（ ７）  

○

○

○

○ 委

7 

消防庁 は、 0 年 救急 務の り方に する検討会 において、大 な

イ ン の開催を え、 防 対策の 急務 た と 、救急

の 防 対策の体制 ・充実を る とを目 と て、救急 の 防 対策及

び消防 における 防 管理体制について検討を い、 1 年３月に 救急

の 防 対策 （ 1 0）（ とい ）を すと

と に、消防 における 防 管理体制の な 、 な 防 の 組を

めるよ 、 の消防本部に 知 た  

た中、令和 年 12 月に新 イ 生 、 な

を め、 において 令和２年１月に の て 、現

数の 生 ており、 消防 においては、地域の 体制の の

、 所等 の に き、 等の に するな 、 な対 に た

ている  

のよ な状 に 、消防庁 は、 令和２年 救急 務の り方に する検討

会 において 救急 の 防 対策 ー ン ー を 、

について、 新の医学 知 及び新 イ の対 の を

えた を検討 た  

の専門 る医療 係 消防本部 員等 なる ー ン ー

において検討を い、 の を え、消防庁は、令和２年 12 月 2 日に 救急

の 防 対策 （ 2 0）（ とい ）を

た（ １）  

ー ン ー における主な検討事 は のとおり る  
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9 

新 イ の主 な は、 、 及び

による と ている た、 状 生する ２日前 生

に けて、 人 の 性の ー を える と 報告 ている の

とを え、 性 地域の 状 等 て新 イ

る 病 に対 する 合の 防 対策及び 生時の対 を

とめた た、常時 な 防 対策と ない対策について た

・ 防策と て、 指 生及び 人防 （ 、 ー 、

防 等）の を 人防 を す には、 を

ないよ 十 に する  

・ 病 及び救急 に する に対 て、 状の に 、 な

り ー を る ー を る と

い 合は、 等に る 性 るため、救急 員は ー

は イ ー を する  

・ 防策と て、 生 すい状 に する 合は、

9 を する なお、 つな の 防 を する は

ない  

生時は に い による 生 る と 、

の に て対 する る  

・ は、 M 病 の 、 を い た に開 する  

・ M は、 ー 、 を て、

ー を きる け な て  

・ に を いた 道 を と い 管 ーブ

ー ない 、対 する の に て、 管 ーブ

は 門 バイ を する  

・ 管 管は、 オ を て 時には、

病 の を す前に を中 、 を て M を

た に 開する  

・ 対 する人員を 小 にするために、 ー を に

する  

考  

生時の対 については、 新 イ の 大に

病 の対 について（消防 による対 イ ライン）（令和２

年 月 27 日 け一般社団法人日本臨床救急医学会）を たい  
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9 の の考え方について、新 イ の対 の

を め、救急現 における対 より明 になるよ 検討を い、主に の

とおりと た た、 方法について た  

・ 9 の と て、 に加え、 によ て す

る に ている と る 病 に対 する 合 て、

生 すい状 に する 合を 加 た  

・ 9 の に た ては、適切な イ の の のため、 な

と １回は医療 等において を と い た、

時には 回 ー を  

・ については、 9 の いについて （令和２年 月 10

日 け厚生労働省新 イ 対策 本部、医 ・生 生局

医療 査管理課、医 ・生 生局医 対策課事務 ）（

本体 27 考 ）を 考とする と  

9 と に、 に、新 イ の対 の 、

ー 等を すべき について、現 における対 より明 になるよ 、

イ の ー 、 ー イ の ー 、 イ ー の い

けについて検討を い、主に のとおりと た（ ２） た、

方法について た  

・ ・体 等 ている は の 性 る現 は、 防

と て、 ー バー、 ー バー及び ー は イ ー

を する  

・ に ている と ている 病 に対 する 合は、 ー

は イ ー は１回 い ての のを する と い 、

消 を て て よい  

・ については、 ー 、長 ン、 ー 及び イ

ー の いについて（令和２年 月 1 日 け厚生労働省新

イ 対策 本部事務 ）（ 本体 2 考

）を 考とする と  
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9 の の考え方について、新 イ の対 の

を め、救急現 における対 より明 になるよ 検討を い、主に の

とおりと た た、 方法について た  

・ 9 の と て、 に加え、 によ て す

る に ている と る 病 に対 する 合 て、

生 すい状 に する 合を 加 た  

・ 9 の に た ては、適切な イ の の のため、 な

と １回は医療 等において を と い た、

時には 回 ー を  

・ については、 9 の いについて （令和２年 月 10

日 け厚生労働省新 イ 対策 本部、医 ・生 生局

医療 査管理課、医 ・生 生局医 対策課事務 ）（

本体 27 考 ）を 考とする と  

9 と に、 に、新 イ の対 の 、

ー 等を すべき について、現 における対 より明 になるよ 、

イ の ー 、 ー イ の ー 、 イ ー の い

けについて検討を い、主に のとおりと た（ ２） た、

方法について た  

・ ・体 等 ている は の 性 る現 は、 防

と て、 ー バー、 ー バー及び ー は イ ー

を する  

・ に ている と ている 病 に対 する 合は、 ー

は イ ー は１回 い ての のを する と い 、

消 を て て よい  

・ については、 ー 、長 ン、 ー 及び イ

ー の いについて（令和２年 月 1 日 け厚生労働省新

イ 対策 本部事務 ）（ 本体 2 考

）を 考とする と  
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防 の 方法についての の充実 、 つな の 防 の

適 等について検討を い、主に のとおりと た に、 防 の

方法については、 画を消防庁 に公開するな 、 り すい となる

よ た  

・ 防 等の 方の 順について画 と の 明を 加するとと

に、 に つな の のについては 画を公開 た（ ３、

）  

・ の 防及び の に対する医療に する法 （ 10 年法

第 11 ）に 一 等の の は 知の に て

いる と る 病 に対 する 合は、 つな の 防 を

する  
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※ つな の 防 の 方について、 の ー ー の 画を

たい  

00  

医療 の 防 等の 、救急 のよ な を い、

い の 防 対策を講 ている を 実に する等、主に 時の事前の

報 の 性について た た、救急 において、 に

た 防 対策を講 る とについて 、 生の方法を画 と

た  

に ている と る 病 の は、 前 医療

及び所 所と 報 する と 重 る に、 性 は

地域性に する と、 する 性の る に する

と  

・ 性に する と ては、 に けてイン ン

ザ に する小 の イ 、 に けて 性
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（ に イ ）、 に けてイン ンザ等 する

性 とイン ンザに ては、 防策に 防策を

講 つつ、 に の 報を 実に する と た、 の

を め、地域における の 状 を てお と  

・ は の る 病 と する 合は、 て

る 性の る についての る 病 時に、 病

の は に する 報を た 合は、 における の

状 等を 考に、 に て医療 及び所 所に を 、

時の 防 対策等の指 を ける と  

・ 時は、 員 人の 防 対策に加えて、救急 の 防 対

策 と 体 には、 る の 等に て、 の

、 病 と 員の間の 切り（ 生） は イ ー ーの を検討

する ・ 時に のよ な 防 対策を講 る については、

め地域の医療 は 所等 助 を てお と い（

）  
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係学会の イ ライン 新 た とに い、 等の ンについ

ては、 体 を ２回 となる と、 ンについては、

ンの き 体検査の ない と等について検討を い、

主に のとおりと た  

・ 救急 務に て、 の高い に対する を てお とは

防 対策と て る 広 ている年１回のイン

ンザ ンの に加え、 、 、 性 、 、

、 の ン 及び 時の 中 体検査 強 る

・ 、 、 性 、 は１ ２回の 防

る １ 防 １回の の １回 ていな

い は、 な と 間 けて総 回数 ２回となるよ を

ける のため 防 を けていない は、 中 体検査を  

・ は３回（１ ー ）の ン のの に 中 体検査を い、

とな な た 合は、 １ ー の を考 する  

・ は３回の ン のの 、10 年ごとに１回、

イ の 加 を なお、 ンの 加 において、１回目は

日 ン 合の ンを する と い  

考  

ン 及び 中 体検査の ー 、 ンの 、 等に

ついては、 医療 係 のための ン イ ライン 第３ （一般社団法人

日本 学会）（ 2 ）（ 本体 2 考 ）を た

い  

現 数の新 イ 生 ている中、 消防 におい

ては、救急 員 に きるよ 、 を 大 いた きた

い  

た、 一、救急 員 救急 務に て新 イ 等の

に た 合において 、 の とを て、 な い 等を ける

とは てはな ない 適切な 防 対策を ている 合 て 一 の

に する 性 る と 、 、救急 務に た

め た 合は、組 と ての 防 管理体制を めて するとと に、

本人に対 て の ー を めた適切な 康管理を よ め たい  

の な対 は、 救急 の における重 な る の

救急 員 に きる体制の 、 の なるバー ン

を めた な 報の 信について き き り組 と 、消防庁と ての重

な 務 る とを本検討会と て指 する  
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考  

消防庁は、本報告 に た ー ン ー の検討 を え、 救急

の 防 対策 （ 2 0） の 及び救急 の 防 対策の に

ついて （令和２年 12 月 2 日 け消防救第 1 消防庁救急 画室長 知）を

た 知においては、 を 考と て、救急 の 防 対策

の 等を ている 、消防 における 防 管理体制の

な の 防 の 組の 、救急 員の 中 体検査及び ン の実施、

に、救急 務に た新 イ 等 の め た 合

の対 について ている（ ）  
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救急 務に する 組状 については、地域によ て 生 ており、 2 年

救急 務の り方に する検討会 において、 地域の ー を い、救

急 務の につな る るとの を けた の と 、

29 年 消防本部をは めと た 係 に けた ン ー 調査による実態

の 、 の 道 県及び消防本部を対 と て による ー 調査

を開 、３年を けて 7 道 県を一 た  

の 、令和 年 の 検討会における を え、 なる と て

地域の課題 の対 策について た ー り、 た、 消防本部に

おける課題 事 を する とにより、 課題を するための施策につな

る ン 、 な救急 務のより一 の に する とを目

と て、新たに 年 年間を けて、 ー を実施する とと た

た、実施に たり、 本方 と て のとおり つの 目を た（

１）  
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道 県（消防防 主管部局・ 生主管部局）及び消防本部等を対 と た ン

ー 調査を実施 た  

調査  

 ・調 査 救急救命体制の ・充実に する調査 及び ン

ー 体制等の実態に する調査  

 ・調査対 7 道 県（消防防 主管部局、 生主管部局） 

7 道 県 MC 議会、72 消防本部 

 ・調査方法 イ による ン ー  

 ・調査 間 令和２年 月３日 月 2 日（ 日 令和２年 月１日） 

 ・回 100  

   

  た、 年 の調査 目については、 年 の に加え、 に救急 画室

た 知等の実施状 等について 調査対 と た（ ２）  

※ は新 目
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27 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、救急 の適正

に けた 組について議 、重 な の一つと て 院 における

救急 の適正 について検討 な 、 の を けて、 院 におけ

る救急の適正 の について（ 2 年３月 1 日 け消防救第 消防

庁 長、医政 0 1 第 厚生労働省医政局長 知）を 、 道 県の

の と 地域において、実 に た ー 化に けた合 を た

院 イ ラインを策 の 道 県は、令和 年 は 29 （1

団体） たのに対 、令和２年 は 27 7 （1 団体） た（

３）  

に、 策 ない、 たは な と回 た団体 令和 年 の 2 団

体 、令和２年 には 2 団体と えている と 、地域の実 をよ き

りな 、 き き 院 イ ラインの策 を働き けてい る

令和 年 中に 病 の 及び 病 の の実施に する の 正

を たのは 20 団体 た（ ）  

地域 MC 議会において た事 検 及び 議 を えた え

、 病 の 及び 病 の の実施に する について、適

正、 たは な る と る  

97 

道 県（消防防 主管部局・ 生主管部局）及び消防本部等を対 と た ン

ー 調査を実施 た  

調査  

 ・調 査 救急救命体制の ・充実に する調査 及び ン

ー 体制等の実態に する調査  

 ・調査対 7 道 県（消防防 主管部局、 生主管部局） 

7 道 県 MC 議会、72 消防本部 

 ・調査方法 イ による ン ー  

 ・調査 間 令和２年 月３日 月 2 日（ 日 令和２年 月１日） 

 ・回 100  

   

  た、 年 の調査 目については、 年 の に加え、 に救急 画室

た 知等の実施状 等について 調査対 と た（ ２）  

※ は新 目
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全国で、救急救命士の資格を有する救急隊員数は、令和元年度では 29,451 人

であったのに対し、令和２年度では 30,255人に増加した（図表６－５）。

図表６－５ 救急救命士の資格を有する救急隊員数の推移

（「令和元年版救急・救助の現況」及び「令和２年版救急・救助の現況」より抜粋）

(＊1)ビデオ喉頭鏡とは、「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡」を指す。
(＊2)ブドウ糖投与とは、「低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を指す。
(＊3)CPA前静脈路確保とは、「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」を指す。
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指 救命 を ている 道 県 MC 議会は、令和 年 及び令和２年

は、 道 県 MC 議会（9 7 ） た た、指 救命 数の合計は

令和 年 は 2 2 0 人 たのに対 、令和２年 は 2 0 人に 加 た

（ ）  

※指 救命 数については、令和 年 及び令和２年 の 救急救命体制の ・充実に する調査
及び ン ー 体制等の実態に する調査 に 道 県 MC 議会回 に
報告数 る  

※令和 年における指 救命 数については、 道 県 の  

  

���������� ����������

��� 都道府県�
�����
認定者数（人）

�����
認定者数（人）

1 � � 道 21 21

2 � � 県 41 42

3 � � 県 34 34

4 � � 県 33 35

5 � � 県 33 41

6 � � 県 33 33

7 � � 県 43 47

8 � � 県 93 93

9 � � 県 55 57

10 � � 県 60 60

11 � � 県 115 133

12 � � 県 100 114

13 � � 都 3 3

14 � � � 県 63 89

15 � � 県 44 54

16 � � 県 0 0

17 � � 県 36 57

18 � � 県 21 28

19 � � 県 29 33

20 � � 県 36 43

21 � � 県 107 0

22 � � 県 44 52

23 � � 県 0 107

24 � � 県 77 77

25 � � 県 27 34

26 � 都 府 38 42

27 � � 府 160 172

28 � � 県 72 95

29 � � 県 32 34

30 � � � 県 46 51

31 � � 県 29 30

32 � � 県 30 31

33 � � 県 26 32

34 � � 県 42 50

35 � � 県 57 60

36 � � 県 16 21

37 � � 県 21 23

38 � � 県 61 61

39 � � 県 26 39

40 � � 県 109 111

41 � � 県 34 35

42 � � 県 30 31

43 � � 県 101 101

44 � � 県 38 42

45 � � 県 8 17

46 � � � 県 52 56

47 � � 県 54 59

合計 45都道府県　2,230人 45都道府県　2,480人
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、救急救命 の を する救急 員数は、令和 年 は 29 1 人

たのに対 、令和２年 は 0 2 人に 加 た（ ）  

員

1 オ とは、 オ 性 管 を指す  
2 ブ とは、 のブ の を指す  

C 前 とは、 前の重 病 に対する 及び を指す  
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全国で、救急救命士の資格を有する救急隊員数は、令和元年度では 29,451 人

であったのに対し、令和２年度では 30,255人に増加した（図表６－５）。

図表６－５ 救急救命士の資格を有する救急隊員数の推移

（「令和元年版救急・救助の現況」及び「令和２年版救急・救助の現況」より抜粋）

(＊1)ビデオ喉頭鏡とは、「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡」を指す。
(＊2)ブドウ糖投与とは、「低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与」を指す。
(＊3)CPA前静脈路確保とは、「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液」を指す。
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所等 ラ の の については消防 の

と た消防本部は、令和 年 は 1 （112 本部） たのに対 、

令和２年 は 1 1 （1 2 本部）とな た  

ラ の の について 所等との 等 の消防

本部は、令和 年 は 7 7 （ 本部） たのに対 、令和２年

は 72 2 （ 2 本部）とな た  

所等と消防 において 議 合 た 等 の消防本部

は、令和 年 は 1 （10 本部） たのに対 、令和２年 は 2

（20 本部）とな た  

所等と消防 において 議 （ 議中、 合 ） の消防本

部は、令和 年 は 9 （ 9 本部） たのに対 、令和 年 は 9

（ 0 本部）とな た  

の と 、 ラ の の について、 体制

た地域の消防本部は、令和 年 は 90 （ 7 本部） た 、令和２年

は 9 1 （ 7 本部）に 加 た（ ７）  
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道 県知事の において を る新 イ

（ いを ）に係る 所等 の について 新たに

た と回 た消防本部 （ 本部）、 ラ の

に係る の中 た と回 た消防本部 27 （202 本

部）、 一 （ ラ の） の に係る の中

た と回 た消防本部 1 （11 本部）、 の に係

る の中 た と回 た消防本部 、 0 （22 本部）、 新

イン ンザ等の に係る の中 た と回 た消

防本部 （ 2 本部） た  

新たに た と回 た 本部の 、 等を

ている と回 た消防本部 2 （ 本部）、 ていない 議は

ている と回 た消防本部 （12 本部）、 ていない と回

た消防本部 1 （12 本部） た（ ）  
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所等 ラ の の については消防 の

と た消防本部は、令和 年 は 1 （112 本部） たのに対 、

令和２年 は 1 1 （1 2 本部）とな た  

ラ の の について 所等との 等 の消防

本部は、令和 年 は 7 7 （ 本部） たのに対 、令和２年

は 72 2 （ 2 本部）とな た  

所等と消防 において 議 合 た 等 の消防本部

は、令和 年 は 1 （10 本部） たのに対 、令和２年 は 2

（20 本部）とな た  

所等と消防 において 議 （ 議中、 合 ） の消防本

部は、令和 年 は 9 （ 9 本部） たのに対 、令和 年 は 9

（ 0 本部）とな た  

の と 、 ラ の の について、 体制

た地域の消防本部は、令和 年 は 90 （ 7 本部） た 、令和２年

は 9 1 （ 7 本部）に 加 た（ ７）  
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AI RPA の の

のス ー ン は の 入 については、 30

年 １ で「 入している」と した消防本部 60.4 （440 本部）

であったのに対し、令和２年 １ では、84.7 （615 本部）に し

た（「令和元年度 業務のあり方に する検討会 」及び本 第２

図表２－18 ）。ス ー ン の 入は、 業務の

度 等に 課題であることから、令和元年度からその のた の

で れているとこ であり、 入消防本部においては、

の 入 れる。

た、AI RPA等の について、今 の ーア の中では、

業務の中での を することはで かった 、 の 入

に た検討を本 の第２ に しているので、 と れたい。

の の

イス ラについては、 29 年 から 消防本部 の を

し、 30年１ からは Android に 、iOS も を している。令

和元年 10 １ では、476 本部（65.6 ）の 入であったのに対し、令和

２年 １ 、567本部（78.1 ）の 入に した（図表 － ）。

図表 － の

北海道 51 58 滋　賀 3 7

青　森 11 11 京　都 8 15

岩　手 11 12 大　阪 27 27

宮　城 10 11 兵　庫 23 24

秋　田 11 13 奈　良 3 3

山　形 8 12 和歌山 13 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 24 24 島　根 6 9

栃　木 11 12 岡　山 12 14

群　馬 11 11 広　島 13 13

埼　玉 27 27 山　口 7 12

千　葉 24 31 徳　島 9 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 19 24 愛　媛 6 14

新　潟 14 19 高　知 10 15

富　山 6 8 福　岡 10 24

石　川 9 11 佐　賀 5 5

福　井 6 9 長　崎 6 10

山　梨 4 10 熊　本 4 12

長　野 9 13 大　分 12 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 12 16 鹿児島 12 20

愛　知 21 34 沖　縄 16 18

三　重 12 15 合 計 567 726

全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県 導入本部数

北海道 42 58 滋　賀 3 7

青　森 9 11 京　都 5 15

岩　手 10 12 大　阪 27 27

宮　城 7 11 兵　庫 20 24

秋　田 10 13 奈　良 3 3

山　形 7 12 和歌山 10 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 22 24 島　根 5 9

栃　木 11 12 岡　山 8 14

群　馬 11 11 広　島 11 13

埼　玉 27 27 山　口 5 12

千　葉 18 31 徳　島 4 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 13 24 愛　媛 6 14

新　潟 11 19 高　知 2 15

富　山 2 8 福　岡 7 24

石　川 6 11 佐　賀 5 5

福　井 4 9 長　崎 4 10

山　梨 4 10 熊　本 2 12

長　野 8 13 大　分 11 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 9 16 鹿児島 11 20

愛　知 19 34 沖　縄 15 18

三　重 11 15 合 計 476 726

導入本部数 全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県

10 １ ２ １
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2 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、 事 （

係）に対する な 組について検討 、 の を えて、

科救急における消防 と 係 の について（ 2 年 12 月 2 日

け消防救第 1 9 消防庁救急 画室長 知）を 道 県 に た  

委員

道 県に け ている 科救急医療体制 調 委員会等（医療

域 の検討部会を ） に、消防 画 ている 道 県は、令和 年

は 0 9 （ 団体） たのに対 、令和２年 は 9 （ 2 団体）

に 加 た（ 10）  

委員

病 の 及び 病 の の実施に する 策 に 、 科医

画 ている団体は、 （ 0 団体） た（ 11）  

※防 主管部局と 生主管部局との回 な ていた 合、より な回 を集計

防 主管部局と 生主管部局との回 な ていた 合、より な回 を集計

106

AI RPA の の

のス ー ン は の 入 については、 30

年 １ で「 入している」と した消防本部 60.4 （440 本部）

であったのに対し、令和２年 １ では、84.7 （615 本部）に し

た（「令和元年度 業務のあり方に する検討会 」及び本 第２

図表２－18 ）。ス ー ン の 入は、 業務の

度 等に 課題であることから、令和元年度からその のた の

で れているとこ であり、 入消防本部においては、

の 入 れる。

た、AI RPA等の について、今 の ーア の中では、

業務の中での を することはで かった 、 の 入

に た検討を本 の第２ に しているので、 と れたい。

の の

イス ラについては、 29 年 から 消防本部 の を

し、 30 年１ からは Android に 、iOS も を している。令

和元年 10 １ では、476 本部（65.6 ）の 入であったのに対し、令和

２年 １ 、567本部（78.1 ）の 入に した（図表 － ）。

図表 － の

北海道 51 58 滋　賀 3 7

青　森 11 11 京　都 8 15

岩　手 11 12 大　阪 27 27

宮　城 10 11 兵　庫 23 24

秋　田 11 13 奈　良 3 3

山　形 8 12 和歌山 13 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 24 24 島　根 6 9

栃　木 11 12 岡　山 12 14

群　馬 11 11 広　島 13 13

埼　玉 27 27 山　口 7 12

千　葉 24 31 徳　島 9 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 19 24 愛　媛 6 14

新　潟 14 19 高　知 10 15

富　山 6 8 福　岡 10 24

石　川 9 11 佐　賀 5 5

福　井 6 9 長　崎 6 10

山　梨 4 10 熊　本 4 12

長　野 9 13 大　分 12 14

岐　阜 20 20 宮　崎 8 10

静　岡 12 16 鹿児島 12 20

愛　知 21 34 沖　縄 16 18

三　重 12 15 合 計 567 726

全消防本部数都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県 導入本部数

北海道 42 58 滋　賀 3 7

青　森 9 11 京　都 5 15

岩　手 10 12 大　阪 27 27

宮　城 7 11 兵　庫 20 24

秋　田 10 13 奈　良 3 3

山　形 7 12 和歌山 10 17

福　島 7 12 鳥　取 3 3

茨　城 22 24 島　根 5 9

栃　木 11 12 岡　山 8 14

群　馬 11 11 広　島 11 13

埼　玉 27 27 山　口 5 12

千　葉 18 31 徳　島 4 13

東　京 4 5 香　川 9 9

神奈川 13 24 愛　媛 6 14

新　潟 11 19 高　知 2 15

富　山 2 8 福　岡 7 24

石　川 6 11 佐　賀 5 5

福　井 4 9 長　崎 4 10

山　梨 4 10 熊　本 2 12
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10 １ ２ １
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令和 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、 人 病 対

について検討 、 の を えて、 人 病 に対 するための消防

における 組の について （令和２年３月 27 日 け消防救第 2 消防

庁救急 画室長 知）を 、 消防本部における 組を ている  

病 と の な ー ンを るための 組を 実施

ている と回 た消防本部は、92 7 （ 7 本部） た  人 病

の対 な医療 について、 ている と回 た消防本部は、

20 （1 本部） た 人 病 を け る医療 の 報を

り とめた については ている と回 た消防本部は、 （

本部） た  

人 病 との な ー ンを るための 組は と

の消防本部 ている 、 の医療 における 人 の対 状

については十 と えない と た と 、地域の実 を十

えな な 組を と る（ 12）  
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康 命の 等を るための 中、 病 の の 病に係る対策

に する 本法（ 0 年法 第 10 ）の施 等を に、 係学会 消

防庁に対 て な た とを け、 令和 年 救急 務の り方に

する検討会 の中 、救急 における ・ について検討 、 の を

えて、 救急 における ・ 等について （令和２年３月 27 日 け消

防救第 消防庁救急 画室長 知 令和２年３月 27日 知 とい ）

を た  

病を た 病 に対する 目について に めていない と回

た消防本部は、 2 （ 本部） 、 等に めている と回

た消防本部は、29 （21 本部）、 消防本部の に めている

と回 た消防本部は、 （2 本部） た  

の教 を に救急救命 の を つ救急 員に 実施 て

いない と回 た消防本部は、9 （ 07 本部）、実施 ている は、0 2

（219 本部） た（ 1 ）  

の 、 病 る 病 に対する 体 等について、

消防庁 た令和２年３月 27 日 知を 考に、より の消防本部

り組 と る  

  

員

10  

令和 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、 人 病 対

について検討 、 の を えて、 人 病 に対 するための消防

における 組の について （令和２年３月 27 日 け消防救第 2 消防

庁救急 画室長 知）を 、 消防本部における 組を ている  

病 と の な ー ンを るための 組を 実施

ている と回 た消防本部は、92 7 （ 7 本部） た  人 病

の対 な医療 について、 ている と回 た消防本部は、

20 （1 本部） た 人 病 を け る医療 の 報を

り とめた については ている と回 た消防本部は、 （

本部） た  

人 病 との な ー ンを るための 組は と

の消防本部 ている 、 の医療 における 人 の対 状

については十 と えない と た と 、地域の実 を十

えな な 組を と る（ 12）  
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中を た 病 に対する 目について に めていない と回

た消防本部は、 1 （ 20 本部）、 等に めている と回

た消防本部は、 1 0 （29 本部）、 消防本部の めている と

回 た消防本部は、 9 （ 本部） た の教 を に救

急救命 の を つ救急 員に 実施 ていない と回 た消防本部は、

7 （ 90 本部）、実施 ている と回 た消防本部は、2 （2 本部）

た（ 1 ）  

の 、 中 る 病 に対する 体 等について、

消防庁 た令和２年３月 27 日 知を 考に、より の消防本部

り組 と る  

  

員
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令和 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、 急 の

の を目 と て、 地域における実施・検 の 、 急 の

及び の 等を た の 、 の を に な

、 急 の の に めるよ 、 119 報時及び救急現 にお

ける 急 の の について（令和２年３月 27 日 け消防救第

消防庁救急 画室長 知）を た  

119 報時に 急 を 実施 ている と回 た消防本部は、

（ 2 本部） た た、救急現 急 を 実施 ている と回

た消防本部は （ 09 本部） た（ 1 ）  

119 報時 は 0 、救急現 は 0 の消防本部において 急

ていない と 、 年 、消防庁 た 急

の 及び に 、より の消防本部

と る  

107 

中を た 病 に対する 目について に めていない と回

た消防本部は、 1 （ 20 本部）、 等に めている と回

た消防本部は、 1 0 （29 本部）、 消防本部の めている と

回 た消防本部は、 9 （ 本部） た の教 を に救

急救命 の を つ救急 員に 実施 ていない と回 た消防本部は、

7 （ 90 本部）、実施 ている と回 た消防本部は、2 （2 本部）

た（ 1 ）  

の 、 中 る 病 に対する 体 等について、

消防庁 た令和２年３月 27 日 知を 考に、より の消防本部

り組 と る  

  

員
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0 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、高 の救急

加する中、救急 病 の 等 生の中 を め る

事 生 ている とについて検討 、 の を えて、 0 年 救

急 務の り方に する検討会 病 の に た救急現 における

生の実施に する検討部会 報告 について （令和 年 11 月 日 け消防

救第 20 消防庁救急 画室長 知）を た  

病 の に た救急現 における 生の実施に する 組につ

いて、 病 は 状態 る 、 等の 係 病 本人

生を いないとの を た 合について、 の対 方 を

めている と回 た消防本部 0 （ 99 本部）、 めていない と

回 た消防本部 0 （ 27 本部） た めている と回 た

99 本部の 、 めている と て 等 病 本人の 生を

する え た 合、医 の指 な 一 の の とに、

生を実施 ない、 は中 する と きる と回 た消防本部

2 （170 本部） た（ 1 ）  

の 、 年 の検討部会の報告 等を 考と て、 地域にお

ける議 一 と る た、消防庁には、 地域の 組状 を

えつつ、 き き事 の集 知 の を めてい と る
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0 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、 防 対策

の 、消防 における い 防 管理体制について検討 、

の を えて、救急 の 防 対策の について（ 1 年３月

2 日 け消防救第 9 消防庁救急 画室長 知）を た  

防 対策 の 状 について ている と回 た

消防本部 7 （ 91 本部）、 ていない と回 た消防本部

21 9 （1 9 本部）、 中 る と回 た消防本部 10 （7 本部）

た（ 17）  

ていない消防本部においては、 般 た 救急

の 防 2 0 は、本報告 の第 を を 考

と て の を るな 、 き き救急 の 防 対策等を適切

に実施する と る  
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0 年 救急 務の り方に する検討会 の中 、高 の救急

加する中、救急 病 の 等 生の中 を め る

事 生 ている とについて検討 、 の を えて、 0 年 救

急 務の り方に する検討会 病 の に た救急現 における

生の実施に する検討部会 報告 について （令和 年 11 月 日 け消防

救第 20 消防庁救急 画室長 知）を た  

病 の に た救急現 における 生の実施に する 組につ

いて、 病 は 状態 る 、 等の 係 病 本人

生を いないとの を た 合について、 の対 方 を

めている と回 た消防本部 0 （ 99 本部）、 めていない と

回 た消防本部 0 （ 27 本部） た めている と回 た

99 本部の 、 めている と て 等 病 本人の 生を

する え た 合、医 の指 な 一 の の とに、

生を実施 ない、 は中 する と きる と回 た消防本部

2 （170 本部） た（ 1 ）  

の 、 年 の検討部会の報告 等を 考と て、 地域にお

ける議 一 と る た、消防庁には、 地域の 組状 を

えつつ、 き き事 の集 知 の を めてい と る
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防 に する については、 めていない と回 た消防本部

（ 97 本部）、 消防本部（総 管理 ）と （ 管理 ） め

ている と回 た消防本部 1 2 （1 2 本部）、 消防本部（ 管理

）の めている と回 た消防本部 9 （70 本部）、 （ 管

理 ）の めている と回 た消防本部 7 （27 本部） た（

1 ）  

消防庁 た 救急 の 防 対策の について（令和２年 12

月 2 日 け消防救第 1 消防庁救急 画室長 知）において 、 き き

防 管理体制の重 性を指 ている と 、 を めていない消

防本部においては、 急に な 組を める と め る  
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は の め方 た  

・ 消防庁と 道 県 、 消防本部における救急 務の 組状 を

する  

・ する方法と て、 前調査 の を 消防本部 、

回 を る とにより状 を する（ 19）  

・ 前回（ 29 年 令和 年 ）実施 た 道 県 ー 時 

との 前調査 の る 組状 、 た

（課題及び の対 策）を検討 た 、 道 県消防防 主管部局と消防庁

消防本部を する  

なお、 道 県 生主管部局の 員に を 、医療との な

課題の を る（ 20）  
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防 に する については、 めていない と回 た消防本部

（ 97 本部）、 消防本部（総 管理 ）と （ 管理 ） め

ている と回 た消防本部 1 2 （1 2 本部）、 消防本部（ 管理

）の めている と回 た消防本部 9 （70 本部）、 （ 管

理 ）の めている と回 た消防本部 7 （27 本部） た（

1 ）  

消防庁 た 救急 の 防 対策の について（令和２年 12

月 2 日 け消防救第 1 消防庁救急 画室長 知）において 、 き き

防 管理体制の重 性を指 ている と 、 を めていない消

防本部においては、 急に な 組を める と め る  
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道 県消防防 主管部局及び 生主管部局の 、重 課題等に す

る 組状 を するとと に、 消防本部に対する ー 方 を

た 、消防庁 主体とな て消防本部を た 令和２年 は、 県 19 消

防本部を た（ 21）  

※新 イ 大の 、 の 地域 調査  
※ 知県は、 前調査の 実施 、 調査は  

島県 は、新 イ 大に え、 を県 地

域に 、 C 検査 性とな た を、重 、中等 、 ・ 状、

回 ・ 状と に け、 所及び ー ー ーの調 の

と、 状ごとに指 た病院に する医療管理体制を た  

新 イ （ を ）の は、 所に

よる 原 、管 所 対 な 合、地 消防本部

する とと た  

た、 大時には、県 の 12 消防本部と に するよ な

な を する とによ て、地 消防本部の とな た

合は、県 の消防本部 に きる 県 一 た広域

な 体制を た  
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なお、移送時は、原則医師等を同乗させることにより、患者及び移送に当

たる職員を医学的管理下に置き移送を行っている（図表６―22）。

イ 取組の効果

クラスターが発生するなど、地元消防本部の移送能力を超える数の移送協

力の要請が生じたケースで、協定に基づき管外の消防本部も移送に協力した

ことにより、短時間で移送の対応を完了することができた。

図表６－22 福島県における新型コロナウイルス感染症患者の移送体制

11  

道 県消防防 主管部局及び 生主管部局の 、重 課題等に す

る 組状 を するとと に、 消防本部に対する ー 方 を

た 、消防庁 主体とな て消防本部を た 令和２年 は、 県 19 消

防本部を た（ 21）  

※新 イ 大の 、 の 地域 調査  
※ 知県は、 前調査の 実施 、 調査は  

島県 は、新 イ 大に え、 を県 地

域に 、 C 検査 性とな た を、重 、中等 、 ・ 状、

回 ・ 状と に け、 所及び ー ー ーの調 の

と、 状ごとに指 た病院に する医療管理体制を た  

新 イ （ を ）の は、 所に

よる 原 、管 所 対 な 合、地 消防本部

する とと た  

た、 大時には、県 の 12 消防本部と に するよ な

な を する とによ て、地 消防本部の とな た

合は、県 の消防本部 に きる 県 一 た広域

な 体制を た  
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田市消防本部 は、 20 年 立 病研究 ン ーとの

研究により、12 の を 開 た 29 年 ー

ー ンを介 て を 化 ー にて

きる 、 救急 の を開 た な

は、 な ー ン及び ー の るため、救

急現 （ 病 ） 12 の 、 ー は、

な医療 の医 、 、 等に 信 、いつ 、

に の をする と きる（ 2 ）  

・ 医療 の 集 C 等治療開 の時間 を る

と き、 た、救命 及び社会 の を る と きる  

・ な医療 を す と 生 所による 等 、

市 に対する医療の 等化を る と きる  

・ 救急 現 の に に、 C の と て救

急医 指 、助 を る と 、適切な医療 の につな

る  

・ 救急現 と医療現 急 、重 の を つ と きる  
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を た救急 は、 ー 検討会 ー バ

を け、救急 員の の ー ン につな て

いる（ 2 及び 2 ）  

年 の は、新 イ の り、 県 19 消防本

部 の実施にと た 、 地域における、新 イ の対 を

は めと た な課題に対する 組状 等について するとと に、 地域の課

題 の対 策について消防庁 助 等を い ー する とにより、 な救急

務のより一 の を る と きた  

年 、 地域 える課題等について常に ン を高 りつつ、 道

県及び消防本部と する とにより、本事 の目 を すべ き き

ー を実施 てい  

11  

田市消防本部 は、 20 年 立 病研究 ン ーとの

研究により、12 の を 開 た 29 年 ー

ー ンを介 て を 化 ー にて

きる 、 救急 の を開 た な

は、 な ー ン及び ー の るため、救

急現 （ 病 ） 12 の 、 ー は、

な医療 の医 、 、 等に 信 、いつ 、

に の をする と きる（ 2 ）  

・ 医療 の 集 C 等治療開 の時間 を る

と き、 た、救命 及び社会 の を る と きる  

・ な医療 を す と 生 所による 等 、

市 に対する医療の 等化を る と きる  

・ 救急 現 の に に、 C の と て救

急医 指 、助 を る と 、適切な医療 の につな

る  

・ 救急現 と医療現 急 、重 の を つ と きる  
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第４章 まとめ

第３章 各課題への解決策の提示

○ 従来からの①～③という３つの観点に加えて、以下の④・⑤の観点から
も、寄せられる期待や重要性がますます増していることを確認。

① 救急車の適正利用
② 救急医療機関の受診の適正化
③ 住民への安心・安全の提供
④ 高齢化及び人口減少の進展や社会環境の変化といった、時代の変化への的確な対応

⑤ 今般の新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式の実践

○ 今後は、国として本事業の実施効果の分析・明確化をさらに押し進め、
結果を分かりやすく整理のうえ、広く普及啓発することが不可欠。

○ なお、その際には、単視眼的にではなく、上記の５つの観点を踏まえつ
つ、実施地域から多種多様なデータを継続的に収集し、地域差や経年変
化なども含めて十分に分析・明確化しながら、考えられる効果を広く
「合わせ技」で提示・説明していくことが望ましい。

○ なお、こうした作業の前提として、事業効果そのものの定義や、評価の
基準・指標などについて、さらに共通認識を固めていくことが必要。

○ 今後、さらに検討が深められていくことを期待したい。

１．事業実施の必要性の再整理（事業実施効果の分析・明確化）

４．類似の短縮ダイヤルとの関係、技術的課題への対応

○ ♯7119事業には、「子ども医療電話相談事業（♯8000）」との共通性も
見られるが、両者は提供サービス等に本質的な性質の違いなども見て取
れることから、将来的な一本化の方向性には留意しながらも、まずは
♯7119事業の速やかな全国展開の実現が先決。当面は、利用者目線に
立った必要な役割分担・区別化と、事業効果分析や質の向上等における
適切な相互連携が望ましい。

○ これまでも、国レベル・実施団体レベルで様々な活動を展開してきたが、
現状では、番号自体の認知度の低さや、利用に際する心理的ハードルの
高さなど、課題があるため、以下のような、繰り返し､かつ､あらゆる角
度からの具体的なアプローチを粘り強く実施していくことが不可欠。

☑ 効果的利用の実例集/体験集の作成及び活用
☑ ターゲットとなる対象者のニーズや特性等を十分に考慮した取組の実施

☑ SNSやLINE、YouTubeといった新しいICTツールも含めたあらゆる手段/ツールの活用

☑ 訴求力の高い創意工夫ある取組の検討 等

５．事業の普及啓発・認知度向上のための方策

６．未実施団体における検討の加速、既実施団体における事業の底上げ

【(１) 未実施団体における検討の加速】
○ 未実施団体における検討のきっかけとしては、何よりもまず「地域住民

からの声」などが考えられ、「事業導入・運営の手引き／ガイドライ
ン」のようなものの掲示など、ノウハウ共有に係る国からの適切な支援
についても、期待される。そのほか、検討を具体的に促す枠組みとして
は、例えば以下のような取組が挙げられる。未実施地域においては、こ
れも参考に検討を加速頂くとともに、国の制度的な後押しについても検
討が望まれる。

☑ メディカルコントロール（ＭＣ）協議会等の活用についての検討
☑ 都道府県が作成する地域医療計画における位置づけについての検討
☑ 創意工夫ある実施方式（スモールスタート等）の活用についての検討

【(２) 既実施団体における事業の底上げ】

○ 既実施団体において、事業の「質」「利便性」及び「効率性」の向上と
いった事業の底上げを図ることは、本事業自体の魅力や効果を高め、未
実施団体における導入の誘因ともなり得る。それらの論点を幅広く盛り
込んだ包括的な仕様書の例を作成する等の対応が望まれる。

○ 今後、さらに検討が深められていくことを期待したい。

第１章 検討部会設置の背景・目的

第２章 救急安心センター事業導入に向けた課題の整理

⇒ 全国展開に向け解決すべき課題を、以下の６項目に整理

⇒ これまでの取組や現状の実施状況、検討部会の構成等について整理

２．事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方

【(１) これまでの消防庁の考え方の整理】

○ 消防庁では従来、本事業は消防行政（市町村行政）との建て付けを基本
に、以下のとおり制度を運用してきた。

☑ 実施地域の単位 ＝ 「原則、都道府県単位」とする。
☑ 実施主体 ＝ 「原則、市町村が実施主体」であることを標準形とする。
☑ 財政措置 ＝ 運営費は普通交付税市町村分（消防費）で措置。

【(２) 実施地域における実施主体、財政負担の現況】

○ 令和２年10月現在、事業実施地域は、全国で１７地域。

【(３) ♯7119事業という行政サービスの法的性質】

○ 救急業務は、原則として市町村によって果たされる消防の業務の一環で
あるとともに、その後に控える医療とのシームレスな連携も求められる。

○ 関係法令の規定に基づき整理すると、本事業は、市町村及び都道府県の双
方が、実施主体として整理され得る事業であると位置づけられると考える。

☑ 市町村が実施主体 ： 6地域
都道府県が実施主体：11地域

☑ 消防防災主管部局(消防本部)が主導： 2地域

衛生主管部局や運営協議会等が主導：15地域

【(４) 課題に対して考えられる解決策の検討】

①「実施主体」のあり方

○ 消防庁が従来、標準形としてきた「原則、市町村が実施主体」という
一義的な整理には、やや無理が生じており、実施主体のあり方につい
ては、一義的・画一的に定めるべきものではなく、原則、各地域の実
情に任せて委ねるということではないか、との結論に至った。

○ また、その際には、事業実施のパターン分け（※下表参照）に関して、
以下の共通認識に至った。

☑ 都道府県が実施主体となる（実施を主導する）パターン①やパター
ン②が、今後の典型的な事業実施モデルとなっていくのではないか。

☑ 中でも、都道府県と市町村とが負担を分かち合い、共同して実施す
る、「医療行政/消防行政折衷型、県市協働型」と整理できるパター
ン②が、敢えて言えば｢推奨モデル｣と位置づけられるのではないか。

☑ 一方で、国としては全国一律なモデルを当てはめようとすべきでは
なく、状況や地域によっては、パターン③やパターン④も含め、多
様で柔軟な実施主体の選択を認め、それに応じた財政措置のあり方
や必要な方策を考えていくべき。

本事業の実施主体のあり方に関するパターン分けの例の可視化イメージ

②「財政措置」のあり方

○ 従来、国の財政支援措置については、基本的に「原則、市町村が実施
主体」との整理に基づいて講じられてきた。

○ 今後はさらに速やかな全国展開に繋げられるよう、上記①で述べた整
理に基づき各地域でそれぞれの実情に応じて選択された実施主体に生ず
る財政負担に対して、実効性ある適切な財政措置の実現を強く期待する。

２．事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方（続き）

令和２年度救急業務のあり方に関する検討会「♯7119の全国展開に向けた検討部会」報告書 概要 令和３年１月

３．関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策

【(１) 関係機関・事業との連携】

○ 行政機関どうしはもとより、本事業の関係者間で、顔の見える関係の構
築や、利用者側の視点を踏まえた主体的・有機的な連携協力が不可欠。

○ 関係者ごとの立場・役割の「見える化」、定期的な連絡調整の場の設定
及び必要な取組の協議など、実効性ある連携協力体制の構築が望まれる。

○ 地域の関係者との強固なネットワークを有する全国的な関係機関(全国
規模の消防関係団体や日本医師会等の医療関係団体、地方自治法に規定
される全国的連合組織等)との間でも、さらなる連携を期待。

【(２) 相談員の確保方策】

○ 事業の質を担保するためにも、救急病院での勤務経験者や救急救命士業
務経験者といった適切な人材を選定することが望ましい。人材確保に困
難がある場合は、顔の見える関係が構築されている地域の医師会・看護
師会などの関係機関への協力依頼といった方策が考えられる。

【(３) 委託事業者の確保方策】

○ 課題への解決策としては、①先行実施団体における委託事例の整理、②
事業実施に当たっての「モデル仕様書」の改善、③地域の実情に即した
選択肢ごとのメリット・デメリットの冷静な比較衡量、等が考えられる。

○ ノウハウの共有など、国からの引き続きの支援も望まれるほか、従来は
取組事例が乏しい都道府県境を超えた広域的な取組についても、さらな
る進展を期待。

３．関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策（続き）

(１) 事業実施の必要性の再整理（事業実施効果の分析・明確化）
(２) 事業の実施地域、実施主体、財政措置のあり方
(３) 関係機関・事業との連携、相談員及び委託事業者の確保方策
(４) 類似の短縮ダイヤルとの関係、技術的課題への対応
(５) 事業の普及啓発・認知度向上のための方策
(６) 未実施団体における検討の加速、既実施団体における事業の底上げ

○ 本事業の全国展開に向け解決すべき課題を６項目に整理した上で、それ
ぞれに対して考えられる解決策を検討した。

○ 「事業実施の必要性の再整理」、「事業の実施地域、実施主体、財政措
置のあり方」など、整理した課題それぞれについて、一定の結論を見出す
ことができ、特に、財政措置のあり方に関しては、検討部会での結論を踏
まえ、協議・調整がなされた結果、令和３年度からは現行の措置を見直し、
都道府県又は市町村における本事業実施に係る財政負担に対し、新たに特
別交付税措置が講じられることとなった。このことは、未実施団体におけ
る本事業の早期導入に向けて、非常に大きな追い風となるものと考えてお
り、評価したい。

○ 今後も♯7119の全国展開の実現に向け、未実施団体における事業の導入
が一層進んでいくことを強く祈念する。
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検討部会設置の背景・目的

消防庁では、救急安心センター事業が全国で実施されることを目指し、平成 21年

度に実施した｢モデル事業｣を皮切りに、｢救急業務のあり方に関する検討会｣を中心

に、これまで様々な視点から検証・検討を行ってきている。

消防庁では、救急業務のあり方に関する検討会での検討結果を報告書としてとり

まとめ、各消防本部や都道府県に送付しているほか、次のような通知等を発出し、各

地域における♯7119 事業導入の促進を図っている。

○｢救急安心センター事業(♯7119)の更なる取組の推進について｣（平成 28年３月

31 日付け消防救第 32 号消防庁救急企画室長通知、以下「平成 28 年通知」とい

う。）

・｢♯7119｣の使用要件、地方公共団体への財政的支援、先進事例の施策効果を

とりまとめたものを周知

・管内の消防本部の意向も踏まえつつ、都道府県衛生主管部局及び医療関係者

等との合意形成を図るなど、導入に向けた積極的な取組を依頼

○｢救急安心センター事業（♯7119）の全国への普及促進について｣（平成 31年３

月 29日付け消防庁救急企画室事務連絡）

・｢医療機関の負担軽減や医療費の適正化など、事業が医療に及ぼす効果が見出

されたこと｣

・｢医療面の効果が確認されたことから、市町村だけでなく、都道府県も一定の

財政負担をすることが適当であること｣ 等を明記
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消防庁では、全国 に向けて、これまで以下のような、 要な を実施し

てきた。

の

では、心 などのような 急度が く を要する事 を確実に

定できること、 急度が い 例を く見積もることを な り けること、医

的 に く を行うこと、 者によって 定結果に らつきが生 ない

こと等が められる。 こで医療 事者が を して する の 急度や

れに いて する 報の 化を目指した指 書として、 ル

が 成されている。

消防庁では、「 救急医療 ール」（ 日本救急医 会、

都医 会救急 会、救急 センター ール 成部会）を に検討

を行い、 ル Ver.0を平成 23年に策定、平成 24年度に行った

市、 市、 市での実証検証を踏まえ、平成 25年に ル Ver.1を

策定した。 のものとしては、平成 29 年に ル Ver.2 が策定さ

れている。

ル Ver.2 では、 （ 急・救急 ）、 （ 急・ 救急 ）、

（ 急）、 （ 急）、 （ 要）の の 急度を 定する。

的な 急度 は、 ルが す結果の に頼ら 、適 担当した

の ・知 及び医 の 、通報者の 会的事 などによって 合的に す

きである。 の は、119 送による救急 要 、地域医療機関 報に

く 目・医療機関 報、 の ー （中 センターや ンタル ル

など）、及び に た と救急 を中心とした 指導などが

ある。

なお、 ルは、消防庁が している の 急度 定

ルの一つであり、 の 急度 定 ルとして、「 」、「119 通

報」、「救急 」がある。「 」は、 の方々が、 ら は 者が 急

を る事 に した 、 の 急度を 定し、 の に取る き を

しやすくすることを目的として 成されており、実 、 での 急度を 定する

ールとして、「救急 （平成 26 年 ）」、「全国 救急 （

「 」、平成 29年 ）」がある。

急度と の定 急度 定の れ

119 通報 救急
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の

消防庁では、平成 28 年度から、消防庁 を事業 導入の道府県や市町村等に

し、 先において♯7119 の 要 明や、導入に向けた ・ を行うなど

の取組を行っている。

7119 の 設

29

消防庁では、平成 29 年 月、 実施地域への事業普及方策の と の い

、 支援を行うことを目的に、救急安心センター事業（♯7119）普及促

進 ー 度を した。 ーは実 に に っている 体

、医 及び によって 成されており、 年 11月 までに 16地

域、37 を した。

平成 29 年度から、「救急業務のあり方に関する検討会」の連絡会として、救急安

心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進 ー連絡会を し、医療機

関の負担軽減効果や とに取 する 報の 、事業の検証体 及び事業効果

の 定等を検討するとともに、実施団体 の連 を めている。

を した。

♯7119普及促進 ー 度

度の 要 実 （H30/H31/R1）

連絡会での検討事
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救急安心センター事業は、 年 10 月 、全国 17 地域で実施され、 の

ー は 46.0 （5,841 ）となっている。

実施団体における費用負担の は、都道府県の で負担しているのは 地域、

都道府県・市町村共 で負担しているのは 地域、市町村の で負担しているのは

地域となっている。  

の H30 R2 の H25 の

H31 の H29 の

3

の

消防庁では、平成 28 年度から、消防庁 を事業 導入の道府県や市町村等に

し、 先において♯7119 の 要 明や、導入に向けた ・ を行うなど

の取組を行っている。

7119 の 設

29

消防庁では、平成 29 年 月、 実施地域への事業普及方策の と の い

、 支援を行うことを目的に、救急安心センター事業（♯7119）普及促

進 ー 度を した。 ーは実 に に っている 体

、医 及び によって 成されており、 年 11 月 までに 16地

域、37 を した。

平成 29 年度から、「救急業務のあり方に関する検討会」の連絡会として、救急安

心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進 ー連絡会を し、医療機

関の負担軽減効果や とに取 する 報の 、事業の検証体 及び事業効果

の 定等を検討するとともに、実施団体 の連 を めている。

♯7119普及促進 ー 度

度の 要 実 （H30/H31/R1）

連絡会での検討事



655

救急安心センター事業（♯7119）のさらなる普及を進め、｢日本全国どこにいても

♯7119 が がる体 ｣、すな ♯7119 事業の全国 の実 を目指し、｢救急業

務のあり方に関する検討会｣の下に、 たに、救急医療の や地方 体の

者、 目 の 者などの 画のもと、｢♯7119 の全国 に向けた検討部会｣を

し、 体的な 方策の検討を進めることとした。

の

・♯ 等（ の 事業）の実

・♯ 実施地域における の「見える化」

・♯ を全国 する の

の の

・これまでに確認された事業効果の り

・ たな事業効果の い出し

・ 実施団体において事業を導入する の ・デ の

・ 実施団体における に する 策の検討

・ の の

救急業務のあり方に関する検討会 、日本医 会関係者、地方 体の 者

（実施団体及び 実施団体）、地域医療の関係者、 用者目 の 者等により 成

（ は 、 ）

○ 本 （主 連合会 会長）

○ （ 県 事（ ・医療政策担当））

○ 本 （ 医 部救急医 主 ）

○ 次（国 防 ・救急救 合 長） 部会長

○ （ 医 救急医 室 ）

○ 一 （ 都第一 救 救急センター長）

○ 正 （一 団 ー ール ー ー 救 会 事 公

財団 日本消防 会「消防 援団」 ー）

○長 公 （日本医 会 事）

○ なな（ 画 ）

○ （ 県 部長）

○ （ 県 地 消防事務組合消防本部 防 長）

○道 （ ー ン ー）

○ （ 市医療局医療政策部医療政策 救急医療 ）

○ 一 （地方 行政 市 機 事長）

（ ー ー）

○ （ 生 医政局地域医療 画 長）



65 6

検討部会 会

年 月 11日（月） 書面会 により

主な 事

・検討の ・目的

・検討 目と検討の進め方

・ ール

・♯ に する 意見・

検討部会

年 月 17日（ ） web会 形 で

主な 事

・ 体（都道府県、消防本部）への ン ー 実施結果

・地方 体（事業実施団体、事業 実施団体）への ン

・ の ルの 、 事業 ン 、 の の

検討部会

年 月 14日（ ） web会 用形 で

主な 事

・事業効果の 定

・各地域における実施体 りの 体策・ 策（ ）

・中 とりまとめ（ ）

検討部会

年 月 日（ ） web会 用形 で

主な 事

・検討部会中 報告書（ ）

検討部会

年 12月 17日（ ） web会 用形 で

主な 事

・検討部会 報告書（ ）

・♯ の全国 に向けた の ール

5

救急安心センター事業（♯7119）のさらなる普及を進め、｢日本全国どこにいても

♯7119 が がる体 ｣、すな ♯7119 事業の全国 の実 を目指し、｢救急業

務のあり方に関する検討会｣の下に、 たに、救急医療の や地方 体の

者、 目 の 者などの 画のもと、｢♯7119 の全国 に向けた検討部会｣を

し、 体的な 方策の検討を進めることとした。

の

・♯ 等（ の 事業）の実

・♯ 実施地域における の「見える化」

・♯ を全国 する の

の の

・これまでに確認された事業効果の り

・ たな事業効果の い出し

・ 実施団体において事業を導入する の ・デ の

・ 実施団体における に する 策の検討

・ の の

救急業務のあり方に関する検討会 、日本医 会関係者、地方 体の 者

（実施団体及び 実施団体）、地域医療の関係者、 用者目 の 者等により 成

（ は 、 ）

○ 本 （主 連合会 会長）

○ （ 県 事（ ・医療政策担当））

○ 本 （ 医 部救急医 主 ）

○ 次（国 防 ・救急救 合 長） 部会長

○ （ 医 救急医 室 ）

○ 一 （ 都第一 救 救急センター長）

○ 正 （一 団 ー ール ー ー 救 会 事 公

財団 日本消防 会「消防 援団」 ー）

○長 公 （日本医 会 事）

○ なな（ 画 ）

○ （ 県 部長）

○ （ 県 地 消防事務組合消防本部 防 長）

○道 （ ー ン ー）

○ （ 市医療局医療政策部医療政策 救急医療 ）
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の

実施団体における♯7119 事業導入に係る検討 を確認するため、次の通り

ン ー を行った。

○

・都道府県 で♯7119事業を実施していない都道府県（31都道府県）の消防

防 主管部局

・政 指定都市を管 する消防本部及び各都道府県の 消防本部（52本部）

のう 、当 団体が する都道府県、管 する市町村及び当 団体において

♯7119 事業を実施していない消防本部（33本部）

○

年 月 日から 年 月 日まで

7119 の の検討

「 、導入に向けた検討を実施している。」 は「 には検討をしたことはあ

るが、 は検討をしていない。」と している団体が、都道府県では

（93.6 ）となっているのに し、消防本部では （63.7 ）となっている。
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7119
「事業を進める財 がない」と した団体が、都道府県及び消防本部とも

（都道府県 41.9 、消防本部 36.4 ）であった。

「事業の 要 を ていない（効果が られない）」と している団体が、

都道府県では （35.5 ）となっているのに し、消防本部では

（6.1 ）となっている。

「 の （費用 効果が見えない、（県の として）市町村が主体となる き、

（消防本部の として）県が実施主体となる きなど」の は、都道府県及び

消防本部とも く見られた（都道府県 64.5 、消防本部 69.7 ）。

7
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7119 の

の に し「事業の 要 を ない」と した団体に し、 の を確

認したとこ 、次のような が られた。
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データを 用した救急 要等に関する を実施しているかという いに

して、都道府県では （61.3 ）、消防本部では （39.4 ）が「 を

行ったことはない」と していることから、「 を行ったことはない」と し

た団体に し、 の を確認したとこ 、都道府県及び消防本部とも「データ

に ける がない（都道府県 31.6 、消防本部 46.2 ）」及び「データの

方 が からない（都道府県 42.1 、消防本部 38.5 ）」との が かった。

9

7119 の

の に し「事業の 要 を ない」と した団体に し、 の を確

認したとこ 、次のような が られた。
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7119 の 検討

都道府県及び消防本部とも「事業費の確 （都道府県 77.4 、消防本部

69.7 ）」及び「事業効果（都道府県 77.4 、消防本部 60.6 ）」との が かっ

た。
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7119 の 検討

都道府県及び消防本部とも「救急 の適正 用（都道府県 90.3 、消防本部

75.8 ）」及び「 への安心・安全の （都道府県 71.0 、消防本部 75.8 ）」

との が かった。「医療機関の 適正化」と したのは、都道府県で

（58.1 ）となっているのに し、消防本部は （39.4 ）となっている。

11

7119 の 検討

都道府県及び消防本部とも「事業費の確 （都道府県 77.4 、消防本部

69.7 ）」及び「事業効果（都道府県 77.4 、消防本部 60.6 ）」との が かっ

た。
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7119 の 部

都道府県及び消防本部とも「 組 」と したとこ はなく、い れも の部

局が実施主体として ましいという であった。

体的には、都道府県（消防防 部局）は、「都道府県衛生主管部局（22.6 ）」、

「 の （衛生主管部局と消防本部の共 実施など）（51.6 ）」との が、消防

本部は、「都道府県消防防 主管部局（36.4 ）」、「都道府県衛生主管部局（45.5 ）」

との が かった。
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の検討

・ 県内の救急出 件 は、平成 24 年を ー に い となっており、

も 様の で推 すると えられている。

・ 地 消防事務組合消防本部における救急出 件 は、平成 27 年から

年までの 年 で見ると、平成 30年までは やかに したが、平成 30年

からはほぼ い となっている。

・政 市などの 都市と なり、中 の 体では救急 要が しておら

、♯7119 事業を各消防本部（市町村） で実施しても、 の導入に する

費用効果が さいことから、県 での検討が 要である。

的

・ で したように♯7119 事業導入にあたっては県 での検討が 要である

が、県に する財政 が行 れていないことから、県としての導入の意 及

び市町村との 費負担についての が 要である。

・事業導入の意 については、 に事業を実施している団体における導入までの

セ 等を にしていきたい。

・事業実施にかかる費用負担は、施 に係る 定費については国の を

用するとともに、 件費・ 費については、普通 付 として市町村に

されているものを 用して市町村が で負担する方 が えられる。た

だし、施 に する は、これまで以 の が まれる。

の の

事業実施に係る 費を する方策として、「医 は するのではなく、救急

救 センターと する等して ン ールで できる体 を する。」こ

とや「 に う費用負担を軽減するために、 した救急救 を 用

という形で 用する。」こと等が えられる。

の 置

・県として♯7119事業を実施するとした 合、財政当局に して、市町村に普通

付 されている事業を県で行うことの 明が である。

・ 事業ではなく普通 付 されている事業である以 、 では、

されている市町村が主体的に検討す きものである。

8 0 0 0 の

・ ども医療 事業（♯8000）と♯7119 事業は、事業 の や目的は

なるものの、事業の効果（ い）は する部 も く、 用者（国 ）目

13

7119 の 部

都道府県及び消防本部とも「 組 」と したとこ はなく、い れも の部

局が実施主体として ましいという であった。

体的には、都道府県（消防防 部局）は、「都道府県衛生主管部局（22.6 ）」、

「 の （衛生主管部局と消防本部の共 実施など）（51.6 ）」との が、消防

本部は、「都道府県消防防 主管部局（36.4 ）」、「都道府県衛生主管部局（45.5 ）」

との が かった。
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から見れ 、 事業とも救急医療 事業という けになることから、

けて事業を実施する が見当たらない。

・全都道府県において に導入されている♯8000ですら、 れほど認知度が く

ないのに、♯7119 事業まで たに導入するとなると、 事業が国 全体に

するか である。また、 報の面でも 事業を一本化した方が効果的だと

えられる。

「共通 ルによる救急医療センターの導入と 」について、 医療

部と防 機管 局で検討した に、財 ・♯8000との連 に え、 （

に医 ）の確 が に られたが、 策は見い出 ていない。

の ・目的

・当市では、救急医療 報センターによる医療機関 内事業が 1981 年から、ま

た、 救急 事業が 2006 年から されていたが、救急 事業の

を成年まで した で、 事業を 合した形で 2016 年から救急 センタ

ーを行っている。

・事業導入の主な目的は、「全市 への安心・安全を すること」及び「 的

な 者へ を促すことで 化を すること」で、「救急 の適正

用」や「医療機関の の 」という視点は確認できなかった。

の

・ くの市 が 用

３年 の平 用者が 17 年で、 年市 の 4.5 が 用

・ い 用者の 度

用者向けの では 以 の者が、「 った」 は「ど らかと え

った」と

の の

・ 用 の としては、｢ （ 入 ）｣、｢ ルの 度｣及

び｢ 用の適切 ｣と えており、 も に関係するのは、｢ ｣である。

・｢ ルの 度｣については、検討や ル により を図り、ま

た、｢ 用の適切 ｣については、 事業者の 更や、事業の実施内 の検証、

に する や指導を行うことにより している。

・｢ ｣については、事業 入 が に びるのに し 下 向が見

られ、 用者から｢ が がらない｣との が く られていた。
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・｢ ｣ 下への 策として、実 の入 実 を 日 ・ に した

で、 の について、 の 等 から、 日 に一 に

更する方 に見 す（入 が い については の を、入

が ない については の減 を行う）ことにより、結果として 97

98 の が できるようになった。

検討の

・平成 29年 月の県 会において｢ 県で行 れている♯7119 事業について、当

県でも検討したらどうか｣と されたことが検討 の きなきっかけであ

った。

・検討に当たっては、県の デ ル ン ール 会を 用し、 ン

ーによる WG において 年 を行った結果、 会から県に し｢♯7119

事業の導入を める｣意見書が 出された。

・意見書を踏まえ、県において｢救急安心センター事業導入検討 会｣を 。

要な を確 した で事業 に った。

・県内全ての消防本部に ン ー を実施したとこ 、ほと どの消防本部にお

いて｢♯7119 事業の 要 ｣について されていたものの、実施に向けた

として｢費用負担が の 事 ｣という であった。

・ 体的には、市町村における は、｢ に な 体では財政 の

が く、 の費用負担は ｣、都道府県における は、｢消防業務は本

市町村が実施するものであり、 付 も市町村に 付されていることを す

ると、県が費用負担するには、 の を する 要がある。｣というもので

あった。

の

・事業費全体を えるため、関係機関とも連 のうえ、

・ 方 より 面で な（ 部 方 ）を 用

・平日・ の日中を （ 、日 ・ 日の 実施）とする

・ を の とする

という、い る｢ モール ター 方 ｣を 用した。

・市町村の費用負担については、 等 にするのではなく、 に｢ ｣と、

が いとこ が 度な負担にならないようにする一方で、 は ないが

管 面積が きい さな町村が 度な負担にならないよう｢消防費の財政

｣を した方 の 方を 用することで、各市町村の負担 な に

えた。
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・県が費用負担を行う としては、消防としての に え、県 が担っ

ている救急医療機関における の適正化を見 、県医療行政の 点からも

効果が見 めると した。

の

・事業 月 での 件 1,202 件のう 、す に 119 要 が 要だ

ったものは 55件であり、救急 の適正 用に がった。

・事業実施 と して救急出 件 が 3.6 （423件）減 した。

（H30年 12 月 H31年 3月 11,861 件 R1年 12月 R2年 3月 11,438件）

本検討部会では、 ３により 出された に き を 、救急安心センター

事業の全国 に向け す き について、次のように した。

（ ）事業実施の 要 の （事業実施効果の ・明確化）

（ ）事業の実施地域、実施主体、財政 のあり方

（３）関係機関・事業との連 、 及び 事業者の確 方策

（ ） の ルとの関係、 的 への

（ ）事業の普及 発、認知度向 のための方策

（ ） 実施団体における検討の 、 実施団体における事業の

次 では、 記で した れ れの に して えられる 策を、 次、 体的

に していきたい。
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の の

各地域において♯7119 事業を導入するにあたっては、ま は、地域 をは め

とする関係者に事業の実施効果を いただき、事業実施の 要 を共通認

いただくことが 要である。

  本事業の実施効果の や明確化を図るため、「救急業務のあり方に関する検討会」

においても から 的に検討を行ってきており、例え 、 年度の「救急業務の

あり方に関する検討会報告書」においては、「 救急 の適正 用」、「 救急医療機

関の の適正化」及び「 への安心・安全の 」という３つの 点から、以

下の通り事業効果を したとこ である。

事業効果の定量的（財政的）評価のために想定される要素

種別 効 果 効果を示す事項 事業効果の定量的(財政的)な
評価のために想定される要素

救
急
車
の
適
正
利
用

潜在的な重症者を発見・救護

● 救急相談件数のうち、緊急（救急車）で即受診と判断された件数は
30,003件（14.9％）（H30 東京消防庁）

★重症化した際に想定される治
療に要する医療費

★急性疾患により介護を要する
こととなった場合の介護費● ♯7119から救急車搬送と判断され、重症化が防がれた奏功事例

軽症者の割合の減少効果 ● 初診時程度が「軽症」であった割合が減少
東京消防庁 【H18】60.3％ ⇒【H30】54.5％（▲5.8％）

不急の救急出動の抑制効果

● 救急出動件数の増加率が抑制
【H18⇒H30】全国：26.1％増  東京：19.1％（▲7.0％）

★救急出動増加に対する救急
隊増隊費用と♯7119導入費
用の比較

● 管轄面積が広い地域では、１件の出動～帰所に時間を要する。
遠方からの出動による到着遅延を防ぎ、より緊急性の高い事案に出動
するため、♯7119により救急車の不急の出動を抑制することを推進

救
急
医
療
機
関
の
受
診
の
適
正
化

医療機関における時間外受付者数の減少効果 ● ♯7119導入後、時間外受付者が 8.1％減少（札幌市 A病院）

医療機関における救急医療相談数の抑制効果 ● ♯7119導入後、病院への相談件数が約 24％減少（神戸市）

医療費の適正化効果

● 相談の結果、時間外受診をせずにすんだ
→診療報酬の時間外割増分の適正化

● 相談の結果、受診しなかった
→受診した場合に生じていた医療費の削減

● 相談の結果、救急車を利用しなかった
→夜間休日救急搬送医学管理料の適正化

※横浜市（試算）
約５億円の効果

（医療費適正化効果－事業費）

住
民
へ
の
安
心
・
安
全

の
提
供

利用者の満足度 ● 実施団体が実施した利用者アンケート（H30年度「救急安心センターおおさか」に関するアンケート）

→約９割の利用者が「役に立った」と回答

医療機関休診時のニーズの受皿の役割
● 医療機関が休診のとき♯7119入電が多い。

→曜日：日曜日、次いで土曜日に多い
月：１月、７月、８月、12月に加え、５月（GW）に多い

成人への適切な受療機会の提供 ●♯7119は成人層の利用が多く、そのうち医療機関案内が多い
→かかりつけ医をもつきっかけを作る側面も考えられる。

★診療科間違いによる複数科
受診による医療費

※は既に示されている定量的（財政的）効果

資 料 ４年度救急業務のあり方に関する検討会報告書より
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ている救急医療機関における の適正化を見 、県医療行政の 点からも

効果が見 めると した。

の

・事業 月 での 件 1,202 件のう 、す に 119 要 が 要だ

ったものは 55件であり、救急 の適正 用に がった。

・事業実施 と して救急出 件 が 3.6 （423 件）減 した。

（H30年 12月 H31年 3月 11,861 件 R1年 12月 R2年 3月 11,438件）

本検討部会では、 ３により 出された に き を 、救急安心センター

事業の全国 に向け す き について、次のように した。

（ ）事業実施の 要 の （事業実施効果の ・明確化）

（ ）事業の実施地域、実施主体、財政 のあり方

（３）関係機関・事業との連 、 及び 事業者の確 方策

（ ） の ルとの関係、 的 への

（ ）事業の普及 発、認知度向 のための方策

（ ） 実施団体における検討の 、 実施団体における事業の

次 では、 記で した れ れの に して えられる 策を、 次、 体的

に していきたい。
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  こうした知見の 積を としつつ、本検討部会ではさらに、救急安心センター事

業等の実施 体からいただいた ン ー ンや 等を通 て、 れ

れの 体が 、事業の実施効果をどのように認 し、地域 に して 明し

ているのかを確認した。 の 要は以下の通りである。

実施団体 実施事業 事業効果

県 ♯7119事業 ○ 件 の
一日当たり H29年度 9.7件 平成 30年度 12.9件（+3.2件）

○ 的 者の発見・救
があったもののう 急度の いもの 45

都 ♯7119事業 ○急な や をして 安な都 へ安心を
平成 19年から 年までの合 4,260,248

○ 的 者の発見・救 （平成 19年から 年まで）
の結果、

・救急 送となり、 急入 した都 74,189 （中等 以 ）
・ 急度が い等、 に救急出 さ た件 10,310件
（ 付 での「 なし」や「 」等の ー ー から 119 送）

○救急 送 に める軽 者の 合の 減
平成 18年 60.3% 年 54.2 （ 6.1 ン ）

市 ♯7119事業 ○ 的 者の発見・救 （ 年度）
  の結果、119 へ 送し救急 が出 した件 2,556件のう 、

急入 となった 者は 642

○ 要の救急出 の （平成 30年度）
  平成 21年を 100とした救急出 件 は 122.9と、政 市平

（131.0）と して 8.1 ン い。

○ 安な へ安心・安全の
  用者への ン ー （ 年 月実施）
  ・「 に った」・「ある 度 に った」との 89.1
  ・「 も 用しようと う」と 93.1

○救急医療機関の の適正化
  年中の 件 133,233件のう

・救急 以 での 61.6
・ 日以 の ・ 14.4

市 ♯7119事業 ○ 的 者の発見・救
の結果、救急 が出 した事 のう 、 ・ であったもの

平成 30年 31件、 年 34件

○救急 要 策効果
・軽 者 合の減 平成 28年 58.3% 年 58.2%（ 0.1 ン

）
・救急出 件 の 平成 29年から 年までの救急出

は、全国と して 0.4% ン い

県 ♯7119事業、

♯8000事業

○各事業への認知度の向
・♯7119事業 平成 26年度 33% 平成 30年度 52%（+19%）
・♯8000事業 平成 29年度 30% 平成 30年度 35%（+5%）

○ 用者からの い
・♯7119事業 平成 26年度から平成 30年度に♯7119を 用した方への

ン ー では、70%以 の方が「 や 内
を適切だったと う」と 。

・♯8000事業 平成 29年度及び平成 30年度に♯ を 用した方への
ン ー では、80%以 の方が「 や 内

を適切だったと う」と

県 ♯8000事業 ○ 日・ の 救急 者 の減 向
  平成 20年 2,214 平成 30年 2,080 （ 134 ）

県 ♯8000事業 ○ 急 の い 者の減
日どのような を取ったかを る （平成 26年実施）

・ 以 が「 しなかった」、「 日 以 に した」と
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また、 ン ル ン 会 と連 し、以下の視点での を行った。

♯7119 事業の実施団体と 実施団体における「医療機関に救急 送した者のう

、 者の 合（ ）」の

♯7119 事業の実施団体と 実施団体における「要 を けて に救急 が

した 、 急 が く 送になる 合（ 送 ）」の

記 についての 結果 要

♯7119 事業の実施効果の つとして、 的な 者からの救急 を い 、

救急 送等を通 た医療機関での適切な に るという「 的 者の発見・

救 」効果が される。

こで、 の ではま 、救急 で 送された 者の を、事 が

急 の事 において、全国平 、実施団体及び 実施団体に して 年で し

た。 の結果、年 の「成 」と「 」では、全国平 及び 実施団体で見

ると、 が年々 下 向にある一方で、実施団体で見ると、 が 年

向にあることを確認した。

次に、実施団体のう 、 団体 とに、♯7119事業を導入しなかった 合の 2018

年度の と実 を した。 の結果、年 の「 」においては に、

ほぼ全ての実施団体で の実 が よりも がっており、実施団体共通

の 向（効果）があることが確認された。

これらのことは、♯7119 事業が、 的 者を発見し、救 する効果を する

ことを 付けるデータであると えられる。

記 についての 結果 要

♯7119 事業の実施効果の つとして、救急 送の 要の い者については、 め

適切な救急 を行うことで、救急 ではなく での医療機関 等に ると

いう「 急の救急出 の 効果」が される。

こで、 の では、要 を けて に救急 が した 、 急 が く

送になる 合（ 送 ）について、全国平 、実施団体及び 実施団体に

して 年で した。

の結果、 送 は、実施団体の方が、全国平 及び 実施団体よりも く推

しており、 的な 意 があることが認められた。

このことは、♯7119 事業が、適切な救急 を通 て、 急の救急出 を す

る効果を することを 付けるデータであると えられる。

ただし、実施団体のう 、 団体 とに見た 合の効果や、 定の との関係

等は明らかにならなかったことから、 の各実施団体における♯7119 導入年 の

や、 データの 積が まれる。
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  こうした知見の 積を としつつ、本検討部会ではさらに、救急安心センター事

業等の実施 体からいただいた ン ー ンや 等を通 て、 れ

れの 体が 、事業の実施効果をどのように認 し、地域 に して 明し

ているのかを確認した。 の 要は以下の通りである。

実施団体 実施事業 事業効果

県 ♯7119事業 ○ 件 の
一日当たり H29年度 9.7件 平成 30年度 12.9件（+3.2件）

○ 的 者の発見・救
があったもののう 急度の いもの 45

都 ♯7119事業 ○急な や をして 安な都 へ安心を
平成 19年から 年までの合 4,260,248

○ 的 者の発見・救 （平成 19年から 年まで）
の結果、

・救急 送となり、 急入 した都 74,189 （中等 以 ）
・ 急度が い等、 に救急出 さ た件 10,310件
（ 付 での「 なし」や「 」等の ー ー から 119 送）

○救急 送 に める軽 者の 合の 減
平成 18年 60.3% 年 54.2 （ 6.1 ン ）

市 ♯7119事業 ○ 的 者の発見・救 （ 年度）
  の結果、119 へ 送し救急 が出 した件 2,556件のう 、

急入 となった 者は 642

○ 要の救急出 の （平成 30年度）
  平成 21年を 100とした救急出 件 は 122.9と、政 市平

（131.0）と して 8.1 ン い。

○ 安な へ安心・安全の
  用者への ン ー （ 年 月実施）
  ・「 に った」・「ある 度 に った」との 89.1
  ・「 も 用しようと う」と 93.1

○救急医療機関の の適正化
  年中の 件 133,233件のう

・救急 以 での 61.6
・ 日以 の ・ 14.4

市 ♯7119事業 ○ 的 者の発見・救
の結果、救急 が出 した事 のう 、 ・ であったもの

平成 30年 31件、 年 34件

○救急 要 策効果
・軽 者 合の減 平成 28年 58.3% 年 58.2%（ 0.1 ン

）
・救急出 件 の 平成 29年から 年までの救急出

は、全国と して 0.4% ン い

県 ♯7119事業、

♯8000事業

○各事業への認知度の向
・♯7119事業 平成 26年度 33% 平成 30年度 52%（+19%）
・♯8000事業 平成 29年度 30% 平成 30年度 35%（+5%）

○ 用者からの い
・♯7119事業 平成 26年度から平成 30年度に♯7119を 用した方への

ン ー では、70%以 の方が「 や 内
を適切だったと う」と 。

・♯8000事業 平成 29年度及び平成 30年度に♯ を 用した方への
ン ー では、80%以 の方が「 や 内

を適切だったと う」と

県 ♯8000事業 ○ 日・ の 救急 者 の減 向
  平成 20年 2,214 平成 30年 2,080 （ 134 ）

県 ♯8000事業 ○ 急 の い 者の減
日どのような を取ったかを る （平成 26年実施）

・ 以 が「 しなかった」、「 日 以 に した」と
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さらに、消防庁では、 務 行政 局と連 し、これまで （ デン

に く政策 、Evidence-based Policy Making）の え方を用いて♯7119事業

の導入効果について検討してきたとこ であるが、 は、例え 以下の 等を行

うことを 定している。

・♯7119が効果を ている を明らかにし、♯7119導入の 要 を

ていない都道府県及び消防本部に して、 的 ー が し ること

を すため、一 国 向け ン ー を実施。

・消防庁が している救急 送に係るデータや各 政府 データの中から、

救急 要を 減さ る のあるデータを 定。

・ れらの データを♯7119 事業を導入している していない地域 で ・

し、 の導入効果を検証。

なお、 とは、以下の通りである。

○政策目的を明確化さ 、

○ の目的のため本当に効果が がる行政 は かなど、当 政策の って

つ を明確にし、これに してデータ等の デン を な り

め、「政策の 本的な 組 」を明確にする取組。

（第 推進 会（ 年 月 日）における 「 の

推進について」（内 行政 推進本部事務局）より）

（ 記 についての 結果）

急 の の全国平 との 年
（ 記 についての 結果）

「 送 」の全国平 との 年

さらに、消防庁では、 務 行政 局と連 し、これまで

実施・実施の は、各年 との♯7119事業を している実施団体に する消防本部の
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本検討部会や救急安心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進アドバイザー連

絡会などにおける議論や分析を通じて、♯7119 事業は、従来から整理してきた「①

救急車の適正利用（適時・適切な利用）」、「②救急医療機関の受診の適正化」及び「③

住民への安心・安全の提供」という３つの観点はもとより、高齢化及び人口減少の進

展や社会環境の変化といった「④時代の変化への的確な対応」の観点、あるいは、今

般の「⑤新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式の実践」などの観

点からも、寄せられる期待や重要性がますます増していることを確認した（下図参

照）。

また、本検討部会や連絡会における議論では、例えば、「本事業を実施・運用する

ことで、救急医療全体に関わる問題が見えてくるという面がある」、あるいは「119番

に入った連絡を一部、♯7119 に転送することで、救急出動の適正化の効果を挙げて

いる」といった、事業の実施効果にまつわる現場ならではの気づきや工夫について

も指摘があった。

一方で、「未実施団体へのアンケート」（第２章参照）からは、本事業の未実施団体

における未実施理由として、財政的な課題と並んで、「事業の必要性や効果が感じら

れない」という点が、大きな障壁となっていることが改めて浮き彫りになった。ま

た、その背景には、単独の自治体では、管内の救急需要や医療体制に係るデータ分析

のための時間やノウハウが不十分な状況にあることも、一因として垣間見られた。

本事業の全国展開に向け、今後、未実施団体を事業実施に導いていくためには、財

政的な課題の解決もさることながら、国として、本事業の実施効果の分析・明確化を
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さらに、消防庁では、 務 行政 局と連 し、これまで （ デン

に く政策 、Evidence-based Policy Making）の え方を用いて♯7119事業

の導入効果について検討してきたとこ であるが、 は、例え 以下の 等を行

うことを 定している。

・♯7119が効果を ている を明らかにし、♯7119導入の 要 を

ていない都道府県及び消防本部に して、 的 ー が し ること

を すため、一 国 向け ン ー を実施。

・消防庁が している救急 送に係るデータや各 政府 データの中から、

救急 要を 減さ る のあるデータを 定。

・ れらの データを♯7119 事業を導入している していない地域 で ・

し、 の導入効果を検証。

なお、 とは、以下の通りである。

○政策目的を明確化さ 、

○ の目的のため本当に効果が がる行政 は かなど、当 政策の って

つ を明確にし、これに してデータ等の デン を な り

め、「政策の 本的な 組 」を明確にする取組。

（第 推進 会（ 年 月 日）における 「 の

推進について」（内 行政 推進本部事務局）より）

（ 記 についての 結果）

急 の の全国平 との 年
（ 記 についての 結果）

「 送 」の全国平 との 年

実施・実施の は、各年 との♯7119事業を している実施団体に する消防本部の
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さらに し進めるとともに、 ならではの きや についても し、結果

を かりやすく のうえ、 く普及 発することで、全国各地の関係者に事業実

施の 要 を く実 いただくことが、 である。

の には、地域の実 や各関係者の かれた は様々であることから、 視

的にではなく、 記 に した 点を踏まえつつ、実施地域から 様な

データを 的に し、地域 や 年 化なども めて に ・明確化しな

がら、 え る効果を く「合 」で ・ 明していくことが ましい。

なお、こうした 業の としては、事業効果 のものの定 や、 の ・指

などについて、さらに共通認 を めていく 要があると える。

、 記で した 策の 体化を しでも図れるよう、 する事業の「 」

や「 」、「効 」の向 といった 点と て、さらに検討が められていく

ことを したい。
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の の の ・

・ 体も財政的に かる、医療機関も かる、救急 の も減るというデータ

が ると に い。

・ 発で や 策を すことは であ うから、様々な面で実施地域からのデ

ータを し、各導入 に する 策を「合 」で 実施の地域に し、

を 明すると いのではないか。

・ は きな だが、救急 の 用 以 の導入 も て ールする

ことに意 があると える。

・ ル ー （24 365 日）を行っている団体と、 ル （例え 平日 の

）で行っている団体を けて し、 者でも一定の効果があることを し、 の

入の ー ルを下 つつ、 的に の道 を す等の をしてはどうか。

・事業効果についてさらに進めた検討を行うためには、 の定 が 要になると う。

・事業効果については、 の あるいは目安がないことが も も ではないか。

・ の指 については、医療機関の と 様に、「Structure（ ）」「Process（

）」「Outcome（結果）」に して すると しやすいのではないか。

・ の意 を実施できると いのではないか。 に、実施団体周 の 実施地域の

への意 が い。

の

・救急 要の のある政 市など 都市地域では、これに する救急 を するよ

りも、♯7119 事業を実施する方が、費用 効果は いと れる。しかし、救急出

件 の びが い地方部の消防においては が なるため、本事業の導入に向けた

がなかなか進まないという面がある。

・本県では、県庁 地では、適正 用や救急 送件 の という の 、 れ以

の地域では、 に行か している者の い に がると えており、事業の

ー は れ れで なっている。

・全国的に見て、救急出 件 に する 送 の 合は年々 下しているが、これが

な出 （ りに る出 ）の を意 しているのであれ 、♯7119 を普及さ

る 要 を 明する となる。

・ ル の で救急出 件 が減 しているが、この要 が救急

送の 要が い軽 者であったという 結果が出てくれ 、 ういう が♯7119

を使うことで、救急出 件 がかなり され ると 明できるかもしれない。

・本市では 119 に入った連絡を一部、♯7119 に 送することで、救急出 の適正化の

効果を ている。このような な を 地域にも められないだ うか。
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さらに し進めるとともに、 ならではの きや についても し、結果

を かりやすく のうえ、 く普及 発することで、全国各地の関係者に事業実

施の 要 を く実 いただくことが、 である。

の には、地域の実 や各関係者の かれた は様々であることから、 視

的にではなく、 記 に した 点を踏まえつつ、実施地域から 様な

データを 的に し、地域 や 年 化なども めて に ・明確化しな

がら、 え る効果を く「合 」で ・ 明していくことが ましい。

なお、こうした 業の としては、事業効果 のものの定 や、 の ・指

などについて、さらに共通認 を めていく 要があると える。

、 記で した 策の 体化を しでも図れるよう、 する事業の「 」

や「 」、「効 」の向 といった 点と て、さらに検討が められていく

ことを したい。
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の

・当県では、救急 者の 入れも県 が担っており、救急 の適正 用の が

的に県の医療費にも がることが、県でも財政負担をする 付けにもなった。

・救急 要が していない地域では救急 の 用 という視点での ー は いが、

たとえ救急 でなくても、 中に ー ンで に行け 、 者にとっても医療機

関にとっても負担は きくなるので、 の 要 の を ことができる

である♯7119事業は救急医療体 から見て 要である。

・ の結果、 療が減ったということであるが、 れ以 に医 をは めと

する医療 事者の負担軽減、 き方 に がることが に きい。

・ として、 内の についても、 タ の が取られており、負担が

きいので、タ の え方から、医療機関が に ようになること

は に があると える。

・♯7119 への 件 や内 を することで、地域での の 行や の発生を

適 ・的確に する「 ー ン 」としても 用することができ、 要な体

化に られるという 点からも、♯7119は 用と ている。

・救急医療全体に関 る が、♯7119 を 用する中で見えてくるという面がある。

の ・ の

・当市における♯7119 事業導入のための検討の中では、 本的には、 への安心の

と 化の という 点から が進 だ。

・ 的な効果だけではなく、救急医療における救急 を の での 安を 消す

ることが 要であると う。

・市 としては、 する の にも 用でき、 に 効な事業だと う。

・救急 要の適正化や医療機関の 負担の軽減といった の ではなく、

の安心・安全に する 度といったことが 的に行政を かすのではないか。

の の的

・ 生 100年 に向けた が い 者の への や、地方の 化の 化

への 策としても、♯7119事業は効果があると う。

・消防機関 を 地域の救急 送・救急医療の担い への という意 もある。

・ の となる 要な ・ 出の という 点からの 要 がより く

認 される にあると う。

・ ル の によって、本 は、♯7119 に する、あるいは救

急 を す き方がある意 してしまって、 化さ てしまい、 の結果、

発見・ 療が されて 化している が ある。 ういう意 でも、

この の 要 、また全国 というのがますます 要になっていると える。

・ ル への が しても、 たな への なども め、

け としての が っていけ いだ う。

・ ル 、 中 、 め、 く救急 ができるような

になっていけ いのかなという がする。
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「救急安心センター」事業の推進に向けては、平成 21年度のモデル事業実施に
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の
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の検討会

26 の 検討会 27

・事業実施 として、 地域 への 適化、 関係者の合意形成、 て
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る 、 ール の点からも も ましいと えられる。 の市町村
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29 の 検討会 30
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7119 の の 28

31 32
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発見・ 療が されて 化している が ある。 ういう意 でも、
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実施主体については、これまで、「 として、市町村が実施主体である」とし

て してきている。

ただし、 の通り、実施地域の については「 として、都道府県 」

と していることから、事業実施に当たっては、 市町村による実施ではなく、

都道府県内の市町村が県域 で共 して実施する を 定している。

なお、都道府県の については、検討 当 は、本事業が主として救急 要

策の一 として けられていたこともあり、都道府県の消防防 主管部局が

関係者 の連 を促し、主導的な を担うよう めるにとどまっていた。

しかし、検討が進 でいく中で、医療関係者等への の 点や、医療費の適正

化等の医療面から見た事業効果の 点（ ）などについても 目が進 、

めて、都道府県の消防防 主管部局の なら 、衛生主管部局も主導的な を

果たし ると した で、 部局が れ れ を果たしつつ、連 しながら、

都道府県として主体的・積極的に関 し、市町村 の連絡 を図るとともに、

地域医 会等地域の関係団体との連絡 等を行うことが 要であると すに

っている。

の検討会

21 検討会 22

・（消防機関における）救急 要 策の一 として、医 や と連 した医

的に の い救急 体 の が められている。（P149）

・救急安心センターは、 として消防機関に することとしており、 業務

と各消防本部の指 センターの指 業務と連 を図ることとしている。（P150）

置

・救急 事業を 救急 要 策に係る 費として、市町村 の普通 付 にお

いて が行 れている（平成 21年度から ）。

26 の 検討会 27

・消防防 主管部局が関係者 の連 を促し、地域を かすために主導的な を

担うことが 効であると えられる。（P176）

27 の 検討会 28

・都道府県の消防防 主管部局が衛生主管部局等に きかけ、消防本部における実

施に向けた意向の 及び実施に向けて検討を促していく 要がある。（P63）

30 の 検討会 31

・♯7119 の導入については、各 体の消防防 主管部局と衛生主管部局とが連

して検討することが 要である。また、♯7119を に実施するためには、都

道府県において、都道府県内の救急業務に係る実 や、市町村 の連絡

を図るとともに、地域医 会等地域の関係団体との連絡 を行うことが

要である。♯7119 の導入・ 用については、以 を踏まえて、都道府県が主体的

に関 することが効果的と える。なお、各都道府県の に て、消防防

主管部局 は衛生主管部局のい れも主導的な を果たし るが、 な導

入・ 用を進めるためには、 部局が れ れ 要な を果たしつつ、連 し

て取り組 ことが 要である。（P59）
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本事業の の 機は、救急件 が し、 急 がある 者に適切に で

きない事 が されたことや、 的な 者の救 など、主として消防面の効

果に 目したものであったことから、 の効果も消防行政面を中心に検討を行って

きた。しかし の 、事業効果についての検証を進める中で、「医療費の適正化」や

「医療機関 の負担軽減」といった医療面での効果も、 や きく 化するに

っている。

体的な事業効果については、「 事業実施の 要 の （事業実施効

果の ・明確化）」を 。

の検討会

26 の 検討会 27

・効果としては、救急 の適正 用への 、救急 用者に める軽 合の 減、

的 者の救 、医療機関 内を目的とした119 通報の減 があ られた。

（P167）

29 の 検討会 30

・ 結果に く 定での になるが、医療費の適正化について、 きな効果

を見いだすことができた。（P21）

30 の 検討会 31

・♯7119 は、救急 送の適正化と に、医療の適切な にも する事業で

ある。（P59）
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置・

♯7119 事業の導入に して となる財政的な支援の については、事業

の に係る支援 として以下の 及び が、 の の 費（ ン

ン ）に係る支援 として以下の が、 れ れ されている。

消防防 施 費 （ /３）

平成 29 年度より、 を消防機関以 に する 合も

に 。

年度より、都道府県 の 用のために する 合は、 に

して

防 策事業 （消防防 施 事業）（ 当 75 、 付 入 30 ）

普通 付 市町村 （消防費）

の で、財政負担のあり方についてはこれまで、「地域 とに さ しい財

確 の方策について、検討することが ましい」、「市町村だけでなく、都道府県も

一定の負担をすることが適当」と し、♯7119 事業の実施に しては、市町村及び

都道府県が、 れ れで 用 な財 を用いて実施するよう めている。

の検討会

27 の 検討会 28

・地域 とに さ しい財 確 の方策について、検討することが ましい。（P70）

30 の 検討会 31

・♯7119 は、救急 送の適正化と に、医療の適切な にも する事業で

ある。このことから、事業費負担において、市町村だけでなく、都道府県も一定

の負担をすることが適当である。（P59）
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消防庁ではこれまで、 記（ ）で た や え方に きながら、♯7119

事業の普及促進を図ってきており、 年 10月 、全国 17の地域で事業が実

施されている。 の実施主体及び財政負担の は次 のとおりである。

実施主体を、市町村 都道府県の に 目して すると、市町村が実施主体の

地域は 地域、都道府県が実施主体の地域は 11地域となっている。

また、事業実施に当たって主導的な を果たしている部局に 目して する

と、消防防 主管部局（消防本部）が主導的な を果たしている地域は 地域、

衛生主管部局や 会といった消防防 主管部局以 の組 が主導的な を

果たしている地域は 15地域となっている。

次に、財政負担の について見ると、都道府県が実施主体の地域の中には、県

域内の市町村には全く負担を めない 用を行っている地域や、県域内の市町村の

う 政 指定都市にの 負担を める 用を行っている地域もあることから、財政

負担の生 ている市町村は、事業実施 内の 市町村 465団体中、156団体

に まっている。

17 の 10

（ ）書きは、財政負担をしている市町村

は、消防防 部局/消防本部が主導的な を果たしている地域

   下 は、 会/ 会が主導的な を果たしている地域

   れ以 は、衛生主管部局/ 衛生部局が主導的な を果たしている地域

29

置・

♯7119 事業の導入に して となる財政的な支援の については、事業

の に係る支援 として以下の 及び が、 の の 費（ ン

ン ）に係る支援 として以下の が、 れ れ されている。

消防防 施 費 （ /３）

平成 29 年度より、 を消防機関以 に する 合も

に 。

年度より、都道府県 の 用のために する 合は、 に

して

防 策事業 （消防防 施 事業）（ 当 75 、 付 入 30 ）

普通 付 市町村 （消防費）

の で、財政負担のあり方についてはこれまで、「地域 とに さ しい財

確 の方策について、検討することが ましい」、「市町村だけでなく、都道府県も

一定の負担をすることが適当」と し、♯7119 事業の実施に しては、市町村及び

都道府県が、 れ れで 用 な財 を用いて実施するよう めている。

の検討会

27 の 検討会 28

・地域 とに さ しい財 確 の方策について、検討することが ましい。（P70）

30 の 検討会 31

・♯7119 は、救急 送の適正化と に、医療の適切な にも する事業で

ある。このことから、事業費負担において、市町村だけでなく、都道府県も一定

の負担をすることが適当である。（P59）



323131

ここで、♯7119 事業という行政 ー の 的 について、消防救急及び救急

医療の 方の切り から、実施者たる き主体に 目して めて して たい。

救急業務は、 として市町村によって果たされる消防の業務の一 であるとと

もに、 の に える医療との ー な連 も められるものである。

市町村は、消防組 （ 22年 第 226号）第 に 定されるとおり、消

防の実施主体であることから、♯7119 事業の実施を通 た救急 への につい

ても、消防業務の 長として けれ 、市町村が取り組 きものとして え

ることができる。

一方で、都道府県は、医療 （ 23 年 第 205 号）第 30 の 4 に 定され

るとおり、 生 が定める「医療 体 の確 に関する 本方 」に し

て、かつ、地域の実 に て、当 都道府県における医療 体 の確 を図るた

めの 画（以下「医療 画」という。）を定めるものとされており、医療 画の中で

は、救急医療の確 に 要な事業に関する事 も定めるものとされている。 えて、

都道府県における医療体 の に係る指 として 生 が している「 ・

事業及び 医療に係る医療体 に係る指 」の中では、「救急の医療体 に

められる医療機 」として「 による を用いて、適切な医療機関の

、適切な救急 の要 、 の 通 の 用等を すること」が されていると

こ である。 って、♯7119 事業の実施を通 た救急 への についても、救

急の医療体 に められる医療機 の つとして けれ 、都道府県が取り組

きものとして えることができる。

このように、♯7119 事業という行政 ー の 的 について、消防救急及び

救急医療に関 る関係 の 定に き、実施者たる き主体に 目して す

ると、本事業は、市町村及び都道府県の 方が、実施主体として され る事業で

あると けられると える。
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の

「 実施団体への ン ー 」（第 ）においては、♯7119 事業の実施主

体として ましいと えられる部局について、都道府県及び消防本部とも「 組 」

と したとこ はなく、い れも の部局が実施主体として ましいとの で

あった。このことからも かるように、♯7119事業の全国 に向けては、ま は、

各地域で実施主体のあり方についての を行っていただき、本事業に関 る関係

者の主体的な共通認 を 成した で、事業の 要 や目指す き 、 体的な導

入方 等についての検討に入っていただくことが 要である。

この点、消防庁では 、♯7119事業について、（ ）で たとおり、

・「実施地域の 」については「 、都道府県 」との え方を す一方、

・「実施主体」については、「 、市町村が実施主体」であることを 形と

けた で、

・ 者を 合さ るために、 市町村による実施ではなく、「都道府県内の市

町村が県域 で共 して実施する 」を 定しつつ、

・都道府県が主体的・積極的に関 し、市町村 の連絡 や、地域医 会

等の関係団体との連絡 をすること、を促してきた。

これらの え方は、♯7119事業の出発点が、主として「救急 要 策の一 」で

あったため、本事業は消防行政、すな 市町村行政との て付けを 本に、 度

を 用してきたことによるものと えられる。

しかし、本検討部会における の を通 て、

・♯7119事業においては、医療行政、すな 都道府県行政の 点から える

き事業実施効果についても、 や きな の つと認知されていること、

・♯7119事業という行政 ー の 的 からは、一 的に消防行政、すな

市町村行政との が導かれるものではなく、市町村及び都道府県の 方が、

実施主体として され る事業であると えられること、

・♯7119事業をとりまく は、地域の ・実 に てかなり なっており、

地域 とに適切な実施主体を るを ないのが実 であること、

・実 に、本事業の の実施地域の を見ると、市町村ではなく、都道府県

が実施主体となっている ー が くなっていること、

などから、消防庁が 、本事業実施に当たっての 形として けてきた

「 、市町村が実施主体」という一 的な には、やや が生 ているので

はないかとの結 に った。

こで、本検討部会では、本事業の実施主体のあり方に関する たな を検討

するにあたって、ま は、（ ）で した実施地域（16 地域）における実施主体及

び財政負担の を踏まえて、以下の の ターン けを た。
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ここで、♯7119 事業という行政 ー の 的 について、消防救急及び救急

医療の 方の切り から、実施者たる き主体に 目して めて して たい。

救急業務は、 として市町村によって果たされる消防の業務の一 であるとと

もに、 の に える医療との ー な連 も められるものである。

市町村は、消防組 （ 22年 第 226号）第 に 定されるとおり、消

防の実施主体であることから、♯7119 事業の実施を通 た救急 への につい

ても、消防業務の 長として けれ 、市町村が取り組 きものとして え

ることができる。

一方で、都道府県は、医療 （ 23 年 第 205 号）第 30 の 4 に 定され

るとおり、 生 が定める「医療 体 の確 に関する 本方 」に し

て、かつ、地域の実 に て、当 都道府県における医療 体 の確 を図るた

めの 画（以下「医療 画」という。）を定めるものとされており、医療 画の中で

は、救急医療の確 に 要な事業に関する事 も定めるものとされている。 えて、

都道府県における医療体 の に係る指 として 生 が している「 ・

事業及び 医療に係る医療体 に係る指 」の中では、「救急の医療体 に

められる医療機 」として「 による を用いて、適切な医療機関の

、適切な救急 の要 、 の 通 の 用等を すること」が されていると

こ である。 って、♯7119 事業の実施を通 た救急 への についても、救

急の医療体 に められる医療機 の つとして けれ 、都道府県が取り組

きものとして えることができる。

このように、♯7119 事業という行政 ー の 的 について、消防救急及び

救急医療に関 る関係 の 定に き、実施者たる き主体に 目して す

ると、本事業は、市町村及び都道府県の 方が、実施主体として され る事業で

あると けられると える。
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の の の

ターン 都道府県が主体（主導） 市町村負担なし（例 県、 県、等）

… い 「医療行政 」

ターン 都道府県が主体（主導） 市町村負担あり（例 取県、 県、等）

… い 「医療行政/消防行政 （県市 ）」

ターン 市町村が主体（主導） 県域全体で共 実施（例 府下市町村）

  … い 「消防行政 （県域実施 ）」

ターン 市町村が主体（主導） 市町村 は周 市町村と共 実施（例 市、 市周 、等）

… い 「消防行政 （政 市等 ）」

これを 視化すると、次の通りとなる。

の の の の

本検討部会では、 記 ターン けに く を通 て、♯7119 事業をとりま

く は、地域の ・実 に てかなり なっており、この ターン けに見

られるように、地域 とに適切な実施主体を るを ないのが実 であるこ

とから、実施主体のあり方については、一 的・画一的に定める きものではなく、

、各地域の実 に て るということではないかとの結 に った。

の には、

・市町村が実施主体となった 合に生 る 市町村 の に要する や、

「実施地域の 」は き き「 、都道府県 」と す きと えら

れることとの 合 、本事業が内 する医療面との がりの さなどを踏まえ
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れ 、都道府県が実施主体となる、あるいは実施を主導する ターン や タ

ーン が、 の 的な事業実施モデルとなっていくのではないか、

・ の中でも、本事業は「消防行政」と「医療行政」の 面を する事業と認

められることから、都道府県と市町村とが負担を か 合い、共 して実施す

る、い 「医療行政/消防行政 、県市 」と できる ターン

が、 えて え 「推 モデル」と けられるのではないか、

・ の一方で、国としては全国一 なモデルを当てはめようとす きではなく、

や地域によっては、 ターン や ターン も め、 様で な実施主

体の を認め、 れに た財政 のあり方や 要な方策を えていく

きである、

との共通認 に ったとこ である。

の で、実施主体の にかか ら 、都道府県と市町村、消防行政 （消

防防 主管部局/消防本部等）と医療行政 （衛生主管部局/ 衛生部局）とが適

切な連 を図る きであることはもとより、地域の医 会や 等の医療関係者、

日 的な事業 にあたる 事業者といった本事業に関 る関係者（ 次 ３で

）も めて、 れ れがお いに の見える関係を く き、主体的・ 機

的に連 していくことが く められる。

なお、 の検討会報告書においては、本事業の 成要 である「救急 ・

急度 定」機 と「医療機関 内」機 について、

・医療機関 内は地域の医療 の 等地域 に た 適化が められる、

・ 急度 定では、 ル 体は 一的であるものの 事業を担う者の

や 入 の医療体 にあ た 適化が 要である。また、地域の医療関係

者を めた合意形成が 要になる、

を指 するとともに、 者について、「 ましい地域の が なる もあ

り、 者の実施主体を することも えられる」との指 がなされている（「平

成 26年度救急業務のあり方に関する検討会報告書」P73）。

の検討部会でも、とり け「救急 ・ 急度 定」機 については、 件

が え 、都道府県域を えたより 域な での センターのような形に

できるかもしれないといった指 があったが、 の一方で、 れ れの 定結果に

して き 体的 や医療事 は地域 に なっていることや、「医療機関

内」機 に な地域の医療 報の 域的共 が実 されていないことなどか

ら、 では実効的ではないといった意見もあり、一意的な結 には らなかった。

この点については、３ （３）「 事者の確 方策」で する「都道府県 を

えた 域的な取組」のさらなる進 への の 点とも関連さ ながら、 き

き 意す きものと える。
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の の の

ターン 都道府県が主体（主導） 市町村負担なし（例 県、 県、等）

… い 「医療行政 」

ターン 都道府県が主体（主導） 市町村負担あり（例 取県、 県、等）

… い 「医療行政/消防行政 （県市 ）」

ターン 市町村が主体（主導） 県域全体で共 実施（例 府下市町村）

  … い 「消防行政 （県域実施 ）」

ターン 市町村が主体（主導） 市町村 は周 市町村と共 実施（例 市、 市周 、等）

… い 「消防行政 （政 市等 ）」

これを 視化すると、次の通りとなる。

の の の の

本検討部会では、 記 ターン けに く を通 て、♯7119 事業をとりま

く は、地域の ・実 に てかなり なっており、この ターン けに見

られるように、地域 とに適切な実施主体を るを ないのが実 であるこ

とから、実施主体のあり方については、一 的・画一的に定める きものではなく、

、各地域の実 に て るということではないかとの結 に った。

の には、

・市町村が実施主体となった 合に生 る 市町村 の に要する や、

「実施地域の 」は き き「 、都道府県 」と す きと えら

れることとの 合 、本事業が内 する医療面との がりの さなどを踏まえ
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置 の

「 実施団体への ン ー 」（第 ）では、都道府県及び消防本部とも、

本事業の 実施団体における 実施 として、「事業を進める財 がない」と

した団体が も く、導入を検討する で 要な事 についても、「事業費の確

」と した団体が も いとの結果が られたとこ であり、 、本事

業を る財政的な は、 の全国 に向けて、 きな となっている。

本事業に係る財政負担のあり方については、 からの検討を通 て、「地域

とに さ しい財 確 の方策について、検討することが ましい」、「市町村だけ

でなく、都道府県も一定の負担をすることが適当」との を しつつ、国の財政

支援 については、 本的に「 、市町村が実施主体」との に いて

られてきたとこ である。

はさらに、 実施地域が♯7119事業を に導入し、 やかな全国 に

ていくことができるよう、本検討部会で のあった事 （ 次 ）に

意しながら、 で た に き各地域で れ れの実 に て され

た実施主体に生 る次のような財政負担に して、実効 ある適切な財政 の実

を く する 1。

の

  ○ 実施団体における♯7119 実施に向けた検討に要する 費

     管内の救急業務に係る実 に要する 費

     市町村 の連絡 を図るために要する 費

     地域医 会等の関係団体との連絡 を行うための 費

       ・ 地 医 会、 会など地域の医療との連絡 （医療機関 内において が

な当 地域の医療機関の確 ・ など）

       ・ ルの適切な 成（ に る 等への 体 を ）

       ・ 事 のために、都道府県内の各 次医療 への出 、 に要する 費

  ○ 実施団体における 的な に要する 費

     救急に関する ー に要する 費

       ・ 医 ・ ・ の確 に要する 費

       ・ 発 ン 成・ 付等の 報に要する 費

   ・ 、消 費

     管内の救急業務に係る実 （♯ 実施による効果 定等）に要する 費

     市町村 の連絡 を行うために要する 費

     地域医 会等の関係団体との連絡 を行うための 費

       ・ 地 医 会、 会など地域の医療との連絡 （医療機関 内において が

な当 地域の医療機関の確 ・ など）

       ・ ルの適切な 用についての （ に る 等への

や ーなどを ）

       ・ の向 を図るための検証体 の確 （事例の 出や の 成など）

       ・ 事 検証等のために、都道府県内の各 次医療 への出 、 に要する 費

     会・検証を実施する会 体の に要する 費

・ 事例や 事例の共 と検証、 ルの 当 についての検証に要する 費

1 ♯7119事業の実施に要する 費については、これまで、市町村に する普通 付 が られてきたが、

の本検討部会の も踏まえて、 ３年度地方財政 に係る ・ がなされた結果、 ３年度からは、

行の を見 し、都道府県 は市町村の財政負担に して、 たに 付 が られることとなった。
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の 置の

・国 の安心・安全を担 する ン であり、国として全ての国 に す きである。

・ として、全国共通のものと地域の ・実 に たものの つに けて えるこ

とが 要。全国共通のものに関しては、国として 化、 一化することによって、効

化や 効 ・安全 の担 が になると える。一方、地域の ・実 は、 れ

れ なる。各地域が れ れ できるようなものを えるということが 要。

・ ・

・都市 とにかなり事 が なるというのが事実であり、地域 とに実施主体を

るをえないと える。ど らがやる きかというのは、各地域の事 に てやるのが

適切かと える。

・実施地域としては、都道府県全体というのが だと う。 の 、各市町村 れ

れが実施主体になったのでは、 でなかなかまとまり らいとこ もあるので、やは

り県が実施主体となって行うのが一 ー に事が進 のかなと う。

・これから しく導入するとこ に関しては、医療行政 で行うのが 実的に も効果的

だ うと う。救急と医療は一体として行 ない りは 実的には しく、 い意 で

医療 のものだと えられるし、各市町村の に てしまうと になってしま

うので、やはり都道府県でしっかり していただくのが いと えている。

・実施主体は、 、都道府県と えるが、地域の などを えながら進めてほしい。

・♯7119 の 救急 における 急度 定の 化や、 のための の 成

ということを えると、都道府県 で実施したほうが合 的であると う。

・ の を えると、一つのモデルとして推 す きは都道府県と えることには

はないが、都道府県が実施主体である、と く れた 合、県が きを めてしま

うと、市町村が検討に入れなくなるということがある。 って、 のモデルとしても、

や地域によっては、政 指定都市を主体とするなど、 という 面は してほ

しいと える。

・ からの を切ら に 急の 合は救急 の出 につな られるよう、

ンを各消防本部とつないでいる。消防が実施主体で行うという がここにある

のかなと えている。

・実施団体へも ン ー を実施の 、地域 に た実施モデルを する きでは

ないか。

・地方など様々な では、救急 要が していないという地域もあるようなので、全

国一 の ではなく、 されたような れ れの ないしは、 の組 合

の ターンというのが いのではないか。

・「消防行政」と「医療行政」の というのは、事実と う。実施主体がどうであれ、

事業への 全 体の医療行政と消防行政・地域の医 会・ 関係者・♯7119

事業者などによる会 体を し、 を ・支援することが ましいと える。
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置 の

「 実施団体への ン ー 」（第 ）では、都道府県及び消防本部とも、

本事業の 実施団体における 実施 として、「事業を進める財 がない」と

した団体が も く、導入を検討する で 要な事 についても、「事業費の確

」と した団体が も いとの結果が られたとこ であり、 、本事

業を る財政的な は、 の全国 に向けて、 きな となっている。

本事業に係る財政負担のあり方については、 からの検討を通 て、「地域

とに さ しい財 確 の方策について、検討することが ましい」、「市町村だけ

でなく、都道府県も一定の負担をすることが適当」との を しつつ、国の財政

支援 については、 本的に「 、市町村が実施主体」との に いて

られてきたとこ である。

はさらに、 実施地域が♯7119事業を に導入し、 やかな全国 に

ていくことができるよう、本検討部会で のあった事 （ 次 ）に

意しながら、 で た に き各地域で れ れの実 に て され

た実施主体に生 る次のような財政負担に して、実効 ある適切な財政 の実

を く する 1。

の

  ○ 実施団体における♯7119 実施に向けた検討に要する 費

     管内の救急業務に係る実 に要する 費

     市町村 の連絡 を図るために要する 費

     地域医 会等の関係団体との連絡 を行うための 費

       ・ 地 医 会、 会など地域の医療との連絡 （医療機関 内において が

な当 地域の医療機関の確 ・ など）

       ・ ルの適切な 成（ に る 等への 体 を ）

       ・ 事 のために、都道府県内の各 次医療 への出 、 に要する 費

  ○ 実施団体における 的な に要する 費

     救急に関する ー に要する 費

       ・ 医 ・ ・ の確 に要する 費

       ・ 発 ン 成・ 付等の 報に要する 費

   ・ 、消 費

     管内の救急業務に係る実 （♯ 実施による効果 定等）に要する 費

     市町村 の連絡 を行うために要する 費

     地域医 会等の関係団体との連絡 を行うための 費

       ・ 地 医 会、 会など地域の医療との連絡 （医療機関 内において が

な当 地域の医療機関の確 ・ など）

       ・ ルの適切な 用についての （ に る 等への

や ーなどを ）

       ・ の向 を図るための検証体 の確 （事例の 出や の 成など）

       ・ 事 検証等のために、都道府県内の各 次医療 への出 、 に要する 費

     会・検証を実施する会 体の に要する 費

・ 事例や 事例の共 と検証、 ルの 当 についての検証に要する 費

1 ♯7119事業の実施に要する 費については、これまで、市町村に する普通 付 が られてきたが、

の本検討部会の も踏まえて、 ３年度地方財政 に係る ・ がなされた結果、 ３年度からは、

行の を見 し、都道府県 は市町村の財政負担に して、 たに 付 が られることとなった。
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・県を えたより 域な での センターのような はこれまで出ていないのだ

うか。医療機関に関することは県内で するとして、 事業に係る医 的な

はもっと しても いのかもしれないが。

・ 急度 定というのは全国 一で 化しても い内 であるが、 れ れの 定に

して取る は都市部と地方で なってくるのではないか。都道府県、市町村 でも

医療事 は なっている。

・ 域化の件について。 急度 定の ル は共通であ う。地域の医療 報を共

できれ 、 ー な は だ う。ただ、 は実効 として であり、

本事業の 用 を に実 できないことが なのだ う。

・ ルは全国共通の 用が である。地域に ールセンターを って、

ルと地域の医療 報を 合して、 と連 した も えられる。 のやり方でうま

くいかなかった 合、 ン的な ー もあるのではないか。

・ 置

・市が実施主体であっても県が実施主体であっても、財政 はやっているとこ に し

いというのがどこの 体も えることだと う。

・本県における実施に向けた はやはり費用負担である。 の 体、市町村では

財政 の がなく、また、県としては、市町村に 付 が行 れているという

となっているのに し、県が費用負担する について する 要があった。

・♯7119 に関して普通 付 が されているが、 れを使って実 に市町村でやらな

けれ いけないという 務はないのか。確実に使っていただくためには、 が付くよう

な形にしないと しいということか。

・ 、実施団体には普通 付 ではなく、 付きのお として財政 してもらえると

かる。実 に、 、普通 付 が られていることが認 されないまま、

している 体もある。

・県に しても、財 がないというとこ と、救急 要が していないというとこ も

あるので、 な をしてもらいたい。

・本県では、県費 入の の として、救急医療機関における 適正化を図るとい

う、県の医療行政の 点もあるだ うということで、 の を県費での負担とするこ

ととした。

・財政 に関して、市町村に の を てしまうと しいので、やはり都道府県

に財政 ができるような形に っていくのが ましい。

・県が主体となるときには、 付きの 付 や 的な財 を ることも一つの方 かも

しれない。

・実 に事業を実施する 体への の （支援）を する。ただし、 （支援）

の は都道府県であるとか消防部局であるとか 定されると、地域によっては導入

が になることも 定される。 実施地域においても、たとえ 国からの （支援）

が実 した に、県市 で事業の 管を行 ないと れが けられないなどとなると、

の 管など極めて な きや 業が入ることが 定され、 使用中の市 に

を えるほか、かえって全国 が のくことになるのではと する。
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（ ） で のとおり、地域における本事業の実施にあたっては、実施主体

の にかか ら 、行政 において、都道府県と市町村、消防行政 （消防防

主管部局/消防本部等）と医療行政 （衛生主管部局/ 衛生部局等）とが適切な

連 を図ることはもとより、 による救急 及び医療機関 内 ー の

に関 る い関係者との連 が か ない。

体的な関係者としては、ま 、本事業の に 的に関 る者として、地域の

医 会や 等の医療関係者、日 的な事業 にあたる 事業者などが ら

れる。さらには、 の ーや、急 のセー の 等の

点から、例え 、地域の 会 会や 関係者、 事業 者、施 事

業者、 送事業者、NPO 関係者、地域の 会など、 、医療、 、 、

送機関、地域 といった切り からの様々な関係機関が 定される。また、 れ

れが実施する 様な事業どうしの 関連 もあるだ う。

これら関係者においては、お いに の見える関係を き、 に 用者 の視点

を踏まえて、主体的・ 機的に連 していくことが く められる。

一方で、「 実施団体への ン ー 」（第 ）において、♯7119 事業を実

施していない として、「医療 との連 が進まない」と した団体が、都

道府県及び消防本部とも一定 見られたことも事実である。

こうした を するためには、例え 、本事業の導入・ 用に して、本事業

に関 る関係者 との や果たす き を適切に「見える化」するとともに、定

的な連絡 の を けて、本事業を取り く や を く共 し、 要な

取組を するなど、実効 ある連 体 を することが まれる。

なお、国 ルにおいては、消防救急及び救急医療の 点から、消防庁と 生

とが き き、 な連 を図る きであることは うまでもない。 えて、全国

的な を する消防関係団体や日本医 会等の医療関係団体、あるいは地方

に 定される全国的連合組 など、地域における関係者との な ー

を する全国的な関係機関との でも、さらなる連 を したい。
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・県を えたより 域な での センターのような はこれまで出ていないのだ

うか。医療機関に関することは県内で するとして、 事業に係る医 的な

はもっと しても いのかもしれないが。

・ 急度 定というのは全国 一で 化しても い内 であるが、 れ れの 定に

して取る は都市部と地方で なってくるのではないか。都道府県、市町村 でも

医療事 は なっている。

・ 域化の件について。 急度 定の ル は共通であ う。地域の医療 報を共

できれ 、 ー な は だ う。ただ、 は実効 として であり、

本事業の 用 を に実 できないことが なのだ う。

・ ルは全国共通の 用が である。地域に ールセンターを って、

ルと地域の医療 報を 合して、 と連 した も えられる。 のやり方でうま

くいかなかった 合、 ン的な ー もあるのではないか。

・ 置

・市が実施主体であっても県が実施主体であっても、財政 はやっているとこ に し

いというのがどこの 体も えることだと う。

・本県における実施に向けた はやはり費用負担である。 の 体、市町村では

財政 の がなく、また、県としては、市町村に 付 が行 れているという

となっているのに し、県が費用負担する について する 要があった。

・♯7119 に関して普通 付 が されているが、 れを使って実 に市町村でやらな

けれ いけないという 務はないのか。確実に使っていただくためには、 が付くよう

な形にしないと しいということか。

・ 、実施団体には普通 付 ではなく、 付きのお として財政 してもらえると

かる。実 に、 、普通 付 が られていることが認 されないまま、

している 体もある。

・県に しても、財 がないというとこ と、救急 要が していないというとこ も

あるので、 な をしてもらいたい。

・本県では、県費 入の の として、救急医療機関における 適正化を図るとい

う、県の医療行政の 点もあるだ うということで、 の を県費での負担とするこ

ととした。

・財政 に関して、市町村に の を てしまうと しいので、やはり都道府県

に財政 ができるような形に っていくのが ましい。

・県が主体となるときには、 付きの 付 や 的な財 を ることも一つの方 かも

しれない。

・実 に事業を実施する 体への の （支援）を する。ただし、 （支援）

の は都道府県であるとか消防部局であるとか 定されると、地域によっては導入

が になることも 定される。 実施地域においても、たとえ 国からの （支援）

が実 した に、県市 で事業の 管を行 ないと れが けられないなどとなると、

の 管など極めて な きや 業が入ることが 定され、 使用中の市 に

を えるほか、かえって全国 が のくことになるのではと する。
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・ の

・♯7119 においては、地域の救急医療体 との連 が 要であるので、国においては、

消防庁と 生 の 庁 的連 が、都道府県においては、都道府県医 会との連

が 要である。

・ け である 体 のセ ンが、 内 によって かれていることが であ

れ 、 こを す きではないか。

・都道府県での実施に当たっては、 がされている部 と、実施に関 る部 とが

なり、 度 も きいことがある。

・事業実施までに くの を要するので、 な が実 できるような が 要で

ある。

・本当に救急 が 要な方以 、例え に行くための として えている方には、

の事業者を 用することも してはどうか。 のためには全 庁にまたがるので、

例え 、防 と救 をセ にして えて てはどうか。

/ の

・ の ーや急 のセー の が であることから、関

係団体との連 を する 要がある。例え 、 中心であれ 心の 、生

支援等への 、医療 の関連 があり うなら、 ー ー、 、

救急（ 送 を 。）等への など、様々な ー が 定される。

・ 連（ 市 者救急医療体 域連絡会）のように、地域医 会を中心とした

、医療、 、 、 送機関、 体、行政等の い関係者による 会の

と実効 のある連 の推進が 要。

・ と行政と医療者の 機的な がりは に 要だと た。 々 要な 報が市

に っていれ 、 に て に行 することができる。

・ ますます 要視される救急医療と 医療との連 方策の一つとして、♯7119 か

らの の連 も する 要がある。

・データの 用という点では、 、救急 送、 療、 のデータを連 すること

で、事業効果の や、事業の の向 に向けた取組などにおいて、極めて に つだ

う。

の の ・

・救急安心センターへの 内 の 50 が に関するものであったことから、｢

｣を 発した。 で 次 に えていき、 であれ 119 につながり、

軽 であれ 、 な の が されるものである。

・ の になり、救急にかかりたいけど、 に行くのが だとか して

行かない がいるので、 の に し、♯7119や♯8000という、い る ン

ンでの が 化されていれ 、もう し救急医療がうまくいくと う。



4039 40

救急安心センター事業を実施するに当たっては、 体的な入 に できる

や を に した で、 ン ール体 も めて医 から適切な指

を けられる体 を する 要がある。 の には、事業の を担 するため

にも、 に 者を と するのではなく、例え 、救急 での 務

を する者や、 の ー ・ 業務の 者など、本事業の実施に適

切な を 定することが ましい。

しかし、本事業を たに導入しようとする団体にとっては、事業の

に当たって、 のことを に る 合も 定される。

の に向けては、例え 、 日 から、 デ ル ン ール 会等を

通 て の見える関係が されている地域の医 会・ 会など関係機関への

依頼や、 に 体から 事業の を けている事業者の 用、

的知 を する タ の確 が な 会 の 用、といった方策

が えられる。

なお、 事業者の 用により 確 を図る には、事業者 定にあたって一

入 に るのではなく、先行実施団体で見られるように、 ー ル入

を行うことで 件費や 費を下支えし、 や的確な を した の

確 に るといった も となる。

の

の

・本県では、事業導入にあたっては、 の 、 に医 の確 という 確 の

をは め、 が いと認 してきた。

・ 件費の は、 確 を にする。一 入 ではなく、 ー ル入 を

行うことで、 件費を下支えすることは、「 が い業 を の確 の

」の 消にも がる(医療や の として認知されうるような を ってい

くことも、各地域での に であ うと える。)。

・本市では、 救急の と 度の を の としたことで、 確

には しなくなり、 も した。また、 等で くことができない事 のある

の の ともなっている。
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の の

♯7119 事業を実施している団体には、 の業務の一部 は 部 を 事業者

に している ー が いことから、 の検討に当たってはま 、実 に

実 のある 事業者に して ン を行い、 事業者 から見た本事業の

の などを するとともに、♯7119 事業の 実施地域が 、事業導

入の検討を行う で、 となり る 報を 取した。

、♯7119事業の 、 確 、 ールセンターの などについて、実施

団体から事業の を けている 事業者（３ ）。

・♯7119事業 に当たっての （事業 に行う実施団体との 内 、

実施団体から たに事業 を けた 合の 等）

・♯7119 事業を する での （ 事業者から見た の 、 ー

ルセンター 者として見た の 事業との 、♯7119 事業のあり

方等）

ン 結果としては、主なものとして、以下のような意見があった。

・これまでの事業の 及び に して、 きな は生 ていない。

・ 、 に、 実施団体から たな事務 の要 が く られても、

要な を行うことで、 できると う。

・｢医療機関 内｣の ー の や内 については、地域 があるとの 。

・｢救急 （ 急度 定）｣については、 ルが 一されており、地域

は いという 。

の の

7119 8000

・ 様書や事業形 が確定してから事業 が行 れるので、事業導入 の に は

かった。

・ タ が確 できれ 、 たに事業を するための は い。

・ の なる の地域から事業を しているが、明確な はないとの 。

・全体的に、｢救急 ｣より｢医療機関 内｣が い 。

・事業 の 点としては、｢ 適切な 用が負担となっていること｣がある。

・事業者としても、本事業は ー の い公共事業であるとの認 を っている。
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7119 8000

・関係機関との を一本化していたことで、 ー に事業導入ができた。

・ が確 できれ 、 たに事業を することは である。

・地域によっては、医療機関 内に｢ ー ルルール｣があるので、地 の タ が

担当した方が、 用者の 度も向 し、 用の促進にも がるのではないか。

・｢救急 ｣は、 ルが 一されており、地域 は いという 。

7119 8000

・事業を実施する県の担当者が、地域医療を担当する部 の だと、医療機関の 報な

どの が ー に進 。

・♯8000 と♯7119の 方を実施している地域では、♯7119 に の が入ることもあ

り、 事業のす けが しいと ている。

・ の い都市 では「医療機関 内」が く、 が ない地方部では｢救急 ｣が

い 。

・本事業は 会 度の い事業だと認 しており、 タ のモ ー ンも い。

の検討

「 実施団体への ン ー 」（第 ）においては、♯7119事業を実施して

いない として、「 部 の け がない」と した団体が、都道府県及び消

防本部とも一定 見られたほか、♯7119 事業の導入を検討する で 要な事 とし

て、「 業者の確 」と した団体が、都道府県で 、消防本部で ３ も

見られるなど、 事業者の確 方策は、本事業の全国 に向けて、 けて通れな

い の つである。

実施地域における 意 の についてはさらなる を したいが、

的には、 事業 に当たって 要となる財政負担への 、 先の

となり る 事業者に関 る 報 、 実 の事業 に する 体的な

、といった が えられる。

このう については、 （ ） 「「財政 」のあり方」で した 点と関

連するほか、 及び については、 （ ）「 実施団体における事業の 」で

する本事業の「 」等の向 の 点とも関連する。 に向けては、例え 、

先行実施団体における 事業者への 事例を 体的に したり、事業実施に

当たっての「モデル 様書」を したりして、 実施地域に く していくこと

が、一 とな う。

い れに よ、各実施主体が 事業者の 用及び確 を検討するに当たっては、

ま は、 要となる 報を正確に するとともに、「 本的には 方 で実施」、

「一部を 部 方 で実施」 は「 部 を 部 方 で実施」といった えら

れる とに、地域の実 に した ・デ を に の

うえ、適切な方策を見出すことが められよう。 の共 など、国からの き

きの支援も まれる。
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の の

♯7119 事業を実施している団体には、 の業務の一部 は 部 を 事業者

に している ー が いことから、 の検討に当たってはま 、実 に

実 のある 事業者に して ン を行い、 事業者 から見た本事業の

の などを するとともに、♯7119 事業の 実施地域が 、事業導

入の検討を行う で、 となり る 報を 取した。

、♯7119事業の 、 確 、 ールセンターの などについて、実施

団体から事業の を けている 事業者（３ ）。

・♯7119事業 に当たっての （事業 に行う実施団体との 内 、

実施団体から たに事業 を けた 合の 等）

・♯7119 事業を する での （ 事業者から見た の 、 ー

ルセンター 者として見た の 事業との 、♯7119 事業のあり

方等）

ン 結果としては、主なものとして、以下のような意見があった。

・これまでの事業の 及び に して、 きな は生 ていない。

・ 、 に、 実施団体から たな事務 の要 が く られても、

要な を行うことで、 できると う。

・｢医療機関 内｣の ー の や内 については、地域 があるとの 。

・｢救急 （ 急度 定）｣については、 ルが 一されており、地域

は いという 。

の の

7119 8000

・ 様書や事業形 が確定してから事業 が行 れるので、事業導入 の に は

かった。

・ タ が確 できれ 、 たに事業を するための は い。

・ の なる の地域から事業を しているが、明確な はないとの 。

・全体的に、｢救急 ｣より｢医療機関 内｣が い 。

・事業 の 点としては、｢ 適切な 用が負担となっていること｣がある。

・事業者としても、本事業は ー の い公共事業であるとの認 を っている。
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なお、 事業者への事業 にあたっては、 の実施団体が共 して一つの

事業者に をすれ 、業務の を確 できる に、 れ れ で する 合

よりも の共 化・ 化や効 的な実施に がりうる。また、 本的には

方 で実施する 合にあっても、共 実施を図れ 様の効果が られよう。

主として 一都道府県域内における都道府県・市町村 での共 実施や、 市町

村どうしでの共 実施については、 に取組事例が 見られるが、本事業の全国

の やかな実 に向けては、 は取組事例が しい都道府県 を えた 域

的な取組についても、さらなる進 を したい。

の

の

・すでに取り組 でいる 体におけるこの事業の成果及び費用 効果、 形 などを

すことにより、この事業が がるものと える。

・各 体が れ れで ン ーを使って実施するよりも、ある 度まとまって事業

する方が 安になるだ うか。

・事業者の 定などについては、国の 様書 な を定 的に しつつ、

さらに実施 体に しては、 ー ル入 を することが ましいと える。

・本市では、 の 事業者( 地域の の事業を センターで け負ってい

る事業者)からの (県域への に って されたもの)は、本市が 地 で

実施している での と すると極めて だった。つまり、 しも

の ールセンターが安 であると かりも えない。

・ 地 は、 点となりが な に関しても、 の 事業の ールセンターなど

の一部 を使用することなどを 定すれ 、あまり にならないだ うし、業務実

の や、業務内 の など、 体 が ン ン しやすい 面もある。地域の

の 用にも がる。こういった 形 についても、より めの を

体に していくことが、 実施 体への導入を促していくうえでは 効なので

はないかと える。

・業者に して する 合、 の地域の、 の日の医療 報をしっかり するため、

地域の医療部 としっかり連 して医療体 報を 先に し共 していくこと

が 要である。

・ しも県 が医療 と 一ではないことから共 実施の例があるのだ うが、 し踏

で「業務の効 化」「 化による の向 」を えても、 のような連 があ

っても いのではないかと う。
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♯7119事業のように ルを用いて 事業を実施しているものには、「

ども医療 事業（♯8000）」、「 用 （♯9110）」、「道 急

ル（♯9910）」、「消費者 ン（ ）」、「 ル（

）」などがある。

この中では に、「 ども医療 事業（♯8000）」が、「 事業の

に い、 ルを したこと」や「 事業の 主体が地方公共団体であ

る」などの面で、♯7119 事業との共通 が見られる。 事業の 要を 的に

すると下 の通りである。

本検討部会では、 者の に 目し、効 や 等の 点から、一本化し

た方が いのではないかとの もあった。しかし、 事業の内 を に確認す

ると、一定の共通 は するものの、例え 以下のように、 に とする年 の

いだけにとどまらない、本 的な の いなども見て取れる。

・ 内 については、♯8000 が どもを つ 者等の 安に する が中心

となっているのに し、♯7119 事業では、救急 において 急度が い ー

については 119 への 送等も行うほか、 要な医療機関の 内も実施している

こと

・ 付 については、♯8000は平日 における実施が いことに し、♯7119

事業は 24 365日 となっていること

・実施地域については、♯8000 は に全国 しているのに し、♯7119事業の全

国 は だ道 であること

    って、 的な一本化の方向 には 意しながらも、ま は、♯7119 事業の

やかな全国 を実 することが先 であると える。 の で、当面は、こうした

事業の の いや 担について明確化し、 かりやすく発 することで、

れ れの をさらに めていくとともに、事業効果の や の向 の面で、

者が連 した取組を図るなど、 用者目 に った 要な 化と て、適切な

連 を図っていくことが ましい。
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なお、 事業者への事業 にあたっては、 の実施団体が共 して一つの

事業者に をすれ 、業務の を確 できる に、 れ れ で する 合

よりも の共 化・ 化や効 的な実施に がりうる。また、 本的には

方 で実施する 合にあっても、共 実施を図れ 様の効果が られよう。

主として 一都道府県域内における都道府県・市町村 での共 実施や、 市町

村どうしでの共 実施については、 に取組事例が 見られるが、本事業の全国

の やかな実 に向けては、 は取組事例が しい都道府県 を えた 域

的な取組についても、さらなる進 を したい。

の

の

・すでに取り組 でいる 体におけるこの事業の成果及び費用 効果、 形 などを

すことにより、この事業が がるものと える。

・各 体が れ れで ン ーを使って実施するよりも、ある 度まとまって事業

する方が 安になるだ うか。

・事業者の 定などについては、国の 様書 な を定 的に しつつ、

さらに実施 体に しては、 ー ル入 を することが ましいと える。

・本市では、 の 事業者( 地域の の事業を センターで け負ってい

る事業者)からの (県域への に って されたもの)は、本市が 地 で

実施している での と すると極めて だった。つまり、 しも

の ールセンターが安 であると かりも えない。

・ 地 は、 点となりが な に関しても、 の 事業の ールセンターなど

の一部 を使用することなどを 定すれ 、あまり にならないだ うし、業務実

の や、業務内 の など、 体 が ン ン しやすい 面もある。地域の

の 用にも がる。こういった 形 についても、より めの を

体に していくことが、 実施 体への導入を促していくうえでは 効なので

はないかと える。

・業者に して する 合、 の地域の、 の日の医療 報をしっかり するため、

地域の医療部 としっかり連 して医療体 報を 先に し共 していくこと

が 要である。

・ しも県 が医療 と 一ではないことから共 実施の例があるのだ うが、 し踏

で「業務の効 化」「 化による の向 」を えても、 のような連 があ

っても いのではないかと う。
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の の

の の 8000 の ・

・♯7119と 119や♯8000との関係について、どう 連 しているかが かりやすいと、

より が進 のではないか。

・♯8000 との共 、 が なら、 化の明記と連 のあり方を検討事 とした方

が い。

・ 者は様々な 報を めてくるだ う。 れ れの 報を りにしてしまうと、

が く、普及していかないのではないか。行政 には だが、 を て け

入れることができるようになれ い。

・♯7119と♯8000は、 に 年 の いだけでなく、 が なる事業であるた

め、 々の事業の のあり方を各 体の事 に合 て できるよう、様々なモ

デルを できると いのではないか。

・♯8000ですら認知度が い けではないので、♯7119 を導入するのであれ 、 事業

を一本化した で行った方が、 報的な面でも効果的ではないか。

・一 的に えれ 、♯7119 と♯8000 が つであれ 、 的には、費用 効果もあり、

用者にとっても い。す には でも、 ういった方向 も見ておいた方が いの

ではないか。
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の

「 ル」は、♯と の からなる 号（ ル 号）

を め 機に することにより、以 、 用者が 入 から

ル 号を ルするだけで指定する 定 号へ できる ー のこと

である。

♯7119 事業の 合、実施地域において ールセンターに がる 定 号を

定しておき、 の地域内で 用者が「♯7119」を ルすれ 、 ールセンター

に がる 組 となっている。

ルの ー

     

♯ ル 号は、♯7000 の「 内 用 ー 号」と♯

8000 及び♯9000 の全国 用 ー 号がある。

♯7119 事業で用いている♯7000 の 号は、各 内で 用 な 号

が定められており、 れによると♯7119 の 号が使用できない もあった

が、平成 21 年度にモデル事業を実施した に、♯7119については全国（全ての

）で 用が なものと された。

21 検討会 22

・♯7000 は全国 10 の 内で 用されてきた がある

が、 消防庁と なる 号を 用すると、 号の認知度向 に支 が生 る

ことから、♯7119については全国で 用することを なものとした。
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の の

の の 8000 の ・

・♯7119と 119や♯8000との関係について、どう 連 しているかが かりやすいと、

より が進 のではないか。

・♯8000 との共 、 が なら、 化の明記と連 のあり方を検討事 とした方

が い。

・ 者は様々な 報を めてくるだ う。 れ れの 報を りにしてしまうと、

が く、普及していかないのではないか。行政 には だが、 を て け

入れることができるようになれ い。

・♯7119と♯8000は、 に 年 の いだけでなく、 が なる事業であるた

め、 々の事業の のあり方を各 体の事 に合 て できるよう、様々なモ

デルを できると いのではないか。

・♯8000ですら認知度が い けではないので、♯7119 を導入するのであれ 、 事業

を一本化した で行った方が、 報的な面でも効果的ではないか。

・一 的に えれ 、♯7119 と♯8000 が つであれ 、 的には、費用 効果もあり、

用者にとっても い。す には でも、 ういった方向 も見ておいた方が いの

ではないか。
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♯ ル ー は、 域 を として実施されており、地

域によっては、 域が都道府県や市町村の と一 していない が

していることから、このような地域において♯7119に した 、次のよう

な が発生する。

  域（MA Message Area）とは、市内通 （ 3 8.5 ）で通 できる

域のことであり、 一の市 局 を用いている 域のことを指す。

（例 ）

・A県及び B県において、 ー （♯7119）を実施

・A県の市 局 （ 域）と B県 C市の市 局 が 一の 合、B

県 C市において♯7119を すると、B県ではなく A県の♯7119実施事業 に

入 してしまう。

      

（例 ）

・A県においての 、 ー （♯7119）を実施

・B 県の市 局 （ 域）と A県 C 市の市 局 が 一の 合、A

県 C市において♯7119 を すると、A県では♯7119 事業が実施されているに

も関 ら 、♯7119 実施事業 に がつながらないこととなる。

  

A B

C♯7119 ♯7119×
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この を する方策としては次のようなものが えられるが、 れ れ

デ もあるため、各地域が実 を踏まえ す きものである。

( ) 

♯7119 に、 で 地の♯7119実施事業 に 送する。

（デ ）

的には ではあるが、市 局 以下の 号への 付けが 要なこと

から、 の に 当の費用が 要となる。

( ) 

♯7119 を した事業 の が、♯7119実施事業 に 送する。

（デ ）

ン ーデ の発 が、 送をした実施事業 の 号となる

ことから、 用者の 号が から 報の 定もできない。

( ) 

となる地域の方々に し、当 地域では♯7119 の 号が使えないこと

を 明するとともに、例 の ー において の 体が実施している事業

に入 があった 合は、指定の 号を え、かけ しを依頼する。

（デ ）

となる地域の 用者全 への事 周知が しい。

の

一の市 局 では一の事業者（一の指定 号）しか♯7119事業を実施でき

ないことから、平成 28年の通知（「救急安心センター事業（♯7119）の更なる取組

の推進について」（平成 28 年３月 31 日付け消防救第 32 号救急企画室長通知））の

においては、都道府県の 域内の一部の市町村において♯7119 事業を実施する

合の 意事 として、「都道府県の 域内の一部の市町村が先行して事業実施す

る 合は、共 実施や事業の などにより事業 に県内の の市町村が事業

入することができる をとるものとし、 的に都道府県 で事業を実施す

ることが となるよう」な を促している。

的 の

的 の

・全国 するにあたり♯7119 ということが 要。地域によって 号が なるのは け

たい。

・この♯7119 という 号にこだ ったほうがいいのではないかと、 は っている。

などよ から た でも かるような、 一した 号ということで、この 号を使

う ・デ というものを、しっかり えていく 要があるのではないか。
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♯ ル ー は、 域 を として実施されており、地

域によっては、 域が都道府県や市町村の と一 していない が

していることから、このような地域において♯7119に した 、次のよう

な が発生する。

  域（MA Message Area）とは、市内通 （ 3 8.5 ）で通 できる

域のことであり、 一の市 局 を用いている 域のことを指す。

（例 ）

・A県及び B県において、 ー （♯7119）を実施

・A県の市 局 （ 域）と B県 C市の市 局 が 一の 合、B

県 C市において♯7119を すると、B県ではなく A県の♯7119実施事業 に

入 してしまう。

      

（例 ）

・A県においての 、 ー （♯7119）を実施

・B 県の市 局 （ 域）と A県 C 市の市 局 が 一の 合、A

県 C市において♯7119 を すると、A県では♯7119 事業が実施されているに

も関 ら 、♯7119 実施事業 に がつながらないこととなる。

  

A B

C♯7119 ♯7119×
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事業の内 を く国 に周知し、 実施団体における検討を促進するためには、

国 ルでの 報 も 要である。 の取組を見ると、消防庁では、

ール ン・LINE や消防庁 HPに した 等を 用した かりやすい

報、 報 への や 組での 、さらには た に の

い ターと連 した 度 PRの実施など、 様な 報 を し、

実施団体に する な きかけ等との 効果を図りながら、本事業のさらなる

全国 を推進している。また、 生 と連 して、｢地域における適切な医療

の に する事業（ 生 平成３ 年度｢いの をまもり、医療をまもる国

｣）｣として け、事業の周知も行ったとこ である。

事業の認知度を ることは、 への安心・安全の に がることから、各実

施団体において 報 が てられ、様々な 体・ ールを用いた 報 が行

れている。

なお、各実施団体において行 れる 報 については、平成 29年度の｢救急業務

のあり方に関する検討会｣において が行 れ、 の結果が報告書にまとめられて

いる。
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（実施団体において行 れている 報 の例）

（ ）や（ ）の取組が一定進 でいるにもかか ら 、本検討部会の では、

では、♯7119 事業の実施 であっても、 にとって、 号 のものに

する認知度の さや、 用に する心 的な ー ルの さがあり、一 と的確な

が められるとの しい指 が 次いだ。

♯7119 事業の実施 を中心に、 に して本事業の内 を く周知し、

認知度の向 や正しい の 成を図ることができれ 、本事業を に 要とする

者による効果的な 用を び、本事業の目指す効果が的確かつ きく発 されるこ

とに がり る。さらには、地域の各 で「♯7119 があって かった、使って か

った」との が で まっていけ 、認知度がますます まるという

が生まれ、本事業 体の や の向 にも がっていく。 れは、 いては、

実施団体における事業実施の きな ともなり、本事業の全国 の実 に向け

た 体的な 策の つになり る。

のためにも、例え 、 効果的 用の実例 /体 の 成及び 用、 ター

となる 者の ー や 等を に した取組の実施、 形の 発

はもとより、SNSや LINE、YouTubeといった しい ICT ールも めたあら る

/ ールの 用、 の い 意 ある取組の検討など、 り し、かつ、

あら る 度からの 体的な ー を り く実施していくことが であ

ると える。

、消防庁、実施団体の 方において、さらなる実効 ある普及 発・認知度向

の取組が進 でいくことを く したい。
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事業の内 を く国 に周知し、 実施団体における検討を促進するためには、

国 ルでの 報 も 要である。 の取組を見ると、消防庁では、

ール ン・LINE や消防庁 HPに した 等を 用した かりやすい

報、 報 への や 組での 、さらには た に の

い ターと連 した 度 PRの実施など、 様な 報 を し、

実施団体に する な きかけ等との 効果を図りながら、本事業のさらなる

全国 を推進している。また、 生 と連 して、｢地域における適切な医療

の に する事業（ 生 平成３ 年度｢いの をまもり、医療をまもる国

｣）｣として け、事業の周知も行ったとこ である。

事業の認知度を ることは、 への安心・安全の に がることから、各実

施団体において 報 が てられ、様々な 体・ ールを用いた 報 が行

れている。

なお、各実施団体において行 れる 報 については、平成 29 年度の｢救急業務

のあり方に関する検討会｣において が行 れ、 の結果が報告書にまとめられて

いる。
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の ・

・♯7119 の ー に でいるが、知 ・ 、さらには医者にも知られていな

いことに いた。ま は 号をもっと知ってもらうことが 要ではないか。

・ に い は、 号を して をかける が なくなっていて、「119」や

「110」の認知からして くなっているように る。 号を えてもらう につい

ても、 要ではないか。

・全国共通の 号として認 してもらうことが 要だ。 実施地域があることは、 を

めているのに 公平 がある。かけたことがなくても 事業が しているだけ

で は安心するのではないか。

・ 号を知っていても、かけることに ー ルがあるので、「 え方に しても

だよ」とか、 な 号であることをもっと周知して しい。

・♯7119 の普及 発に しては、 しも 体で行うだけではなく、例え 、地域防

や救急救 の 発など、関連する取組と一 に連 して行うと、より効果的だと う。

・♯7119があって かった、使って かったといった実例 ・体 があると い。

・ の 化に関する 発と連 する形で、 への周知の を図っていく き。

・本事業への 者は い方が いことから、 に 者や の に する認知度向

の 要 を ている。

・一 市 の目 からすると、 まで 119 をかけたことがない というのは いて、

の た に ー を っていただくというのが、結 しいと っている。

・ 実施団体に ーを えるのは市 が知るということだ う。 報については、 え

方を にしてもらえ 急 に がるものである。市 まで する 報のやり方を

えて しい。

・AED普及の つの 機として、 ・中・ も めた PTAを することで普及 が進

だのと ように、 、 関係を として 点を当てるのも かなと う。

・一 の方へ く える 要は なに いのかもしれない。 し 、 れを 要として

いる者、例え の先生、 の先生、 等に る 者さ などへの 発を

行うことに 中しても いのかもしれない。

・ ー が い方というのは、医療機関や を けている方、 者施 など、

に をもっている方で、 こに関 っているのは、まさに医 だったりする。 こ

を中 に、 的に がっていくというのが 的な ではないか。
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・ 発は、 り し えることが 要で、なおかつ 体的な ー が 切である。

によって 報の取り方は ってくるので、 方 は 、 、 、YouTube等

あら る 度で して る き。

・認知する機会を やすことが 切。とり け、生 の中で っと えているのは しい

ので、適切な 面で「 い出してもらう」 が 要かと う。

・行政は普通に ー ルするだけでお なりで県 の方々に きにくい。事業 当

に デ を 用し、 中的に 報しないとき と認 されないだ う。

・ICT、 ン ル ン ーによる SNS、LINE との連 （♯7119 タン 、 ン ー など）、

なタ ン （ ）の 、全国 における を 用した 発、 CM、

用 、 者や 向けの 室、認知度・ 度 のための ン 、

かりやすい ター、等

の

・♯7119 の や使い方の認知度について、 でどのような方がどのくらい知ってい

るのかということが かると、やはり いのではないかと う。

・ 実施地域が のままになる 合も、市 への周知は全国に向けたものになるかと う

ので、 する点が になった。

51

の ・

・♯7119 の ー に でいるが、知 ・ 、さらには医者にも知られていな

いことに いた。ま は 号をもっと知ってもらうことが 要ではないか。

・ に い は、 号を して をかける が なくなっていて、「119」や

「110」の認知からして くなっているように る。 号を えてもらう につい

ても、 要ではないか。

・全国共通の 号として認 してもらうことが 要だ。 実施地域があることは、 を

めているのに 公平 がある。かけたことがなくても 事業が しているだけ

で は安心するのではないか。

・ 号を知っていても、かけることに ー ルがあるので、「 え方に しても

だよ」とか、 な 号であることをもっと周知して しい。

・♯7119 の普及 発に しては、 しも 体で行うだけではなく、例え 、地域防

や救急救 の 発など、関連する取組と一 に連 して行うと、より効果的だと う。

・♯7119があって かった、使って かったといった実例 ・体 があると い。

・ の 化に関する 発と連 する形で、 への周知の を図っていく き。

・本事業への 者は い方が いことから、 に 者や の に する認知度向

の 要 を ている。

・一 市 の目 からすると、 まで 119 をかけたことがない というのは いて、

の た に ー を っていただくというのが、結 しいと っている。

・ 実施団体に ーを えるのは市 が知るということだ う。 報については、 え

方を にしてもらえ 急 に がるものである。市 まで する 報のやり方を

えて しい。

・AED普及の つの 機として、 ・中・ も めた PTA を することで普及 が進

だのと ように、 、 関係を として 点を当てるのも かなと う。

・一 の方へ く える 要は なに いのかもしれない。 し 、 れを 要として

いる者、例え の先生、 の先生、 等に る 者さ などへの 発を

行うことに 中しても いのかもしれない。

・ ー が い方というのは、医療機関や を けている方、 者施 など、

に をもっている方で、 こに関 っているのは、まさに医 だったりする。 こ

を中 に、 的に がっていくというのが 的な ではないか。
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「 実施団体への ン ー 」（第 ）においては、♯7119事業を実施して

いない として、「検討を めるきっかけがない」と している団体が、都道府

県及び消防本部とも一定 見られたとこ である。

実施団体における検討のきっかけとして、 よりも きな効果を つものは、

ま は、本事業の 用者となる「地域 からの 」だと える。「 事業の普及

発・認知度向 のための方策」でも したとおり、あら る 意 によって、

本事業に する認知度向 や正しい の 成を図っていくことが、 実施

の からの事業実施への にもつながり、行政 をは めとする関係者の検討

を く しすることとな う。 て、検討を行う としても、「 事業実施の

要 の （事業実施効果の ・明確化）」で した本事業実施の 要 や

効果・ を「 が事」として実 できれ 、 効果により検討が するも

のと えられる。また、 の には、普及促進 ー等による 的支援や、事

務を進める での となる「事業導入・ の き/ ン」のようなも

のの など、 共 に係る国からの適切な支援についても、 される。

えて、実施団体における 体的な成果や 等についても、国が定 的にとりまと

め、 く全国に発 するといった取組が進め 、 実施団体はもとより、 実施団体

も めて、 く なものとな う。

の で、本検討部会では、 実施団体における検討を 体的に促す 組 とし

て、例え 、以下のような取組について を行ったとこ である。 実施地域にお

いては、これも にして検討を きたい。 て、こうした きが に進

よう、 度的な しについても、検討が まれる。

会 の の検討

消防機関と医療機関との連 によって、医 的 点から、救急救 を 救

急 が行う 急 等の を する 組 として、都道府県及び地域 とに、

都道府県・市町村の消防関係者・衛生部局関係者や、医 会・救 救急センター等

の救急医療の関係者等で 成される「 デ ル ン ール（ ） 会」が

されている。また、消防 （ 23 年 第 186 号）第 35 の 5 では、消

防機関と医療機関の連 を推進するための 組 及び救急 送・ 入れの な

実施を図るためのルールとして、各都道府県は、「 者の 送及び 者の 入

れの実施に関する 」を定めなけれ ならないとされており、 の策定や

な 用・ を行うための の として、この デ ル ン ール 会

を 用している団体も い。

救急安心センター事業が担っている「救急 ・ 急度 定」や「医療機関 内」

という は、消防機関及び医療機関をは めとする関係者が 機的に連 して

取り組 き である。また、「医療機関 内」については に、 記の「
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者の 送及び 者の 入れの実施に関する 」において定めることとされて

いる「医療機関 」も、 効 用することができよう。

したがって、救急安心センター事業との関 り合いの い関係者により 成さ

れ、取り れる事 についても が い県の デ ル ン ール

会等を、本事業導入の検討を行う として 用しても いのではないか。

置 の検討

国が定める都道府県の地域医療 ・医療 画として、 生 が してい

る「 ・事業及び 医療に係る医療体 に係る指 」の中では、「救急の

医療体 に められる医療機 」として、「 による を用いて、適

切な医療機関の 、適切な救急 の要 、 の 通 の 用等を するこ

とと」されていることを踏まえ、各都道府県が 成する医療 画の中で♯7119 事

業の けを明確にすることを検討しても いのではないか。

30

○救急医療 （♯7119）の推進

、 市内を として 市が実施している救急医療 につ

いて、 市と して 地域の県内全域化を目指す。また、 の

事業の効果的な連 担について検討を行う（県、市町、関係団体）。

の の検討

消防庁が発出した平成 28 年通知においては、♯7119 事業の について、

として 24 365日、 を け付けることができること。

ただし、 一の において 24 365日体 を実施できない 合において

は、地域の医療機関等との連 、 事業者への 等、地域の実 に

た適切な体 の により、実 的に 24 365日、 を け付けるこ

とができる体 を えていること

を めている。

こうした中、 年 12月に♯7119 事業を した 県においては、 記

の え方を しつつ、関係機関とも連 のうえ、

・「実施方 」については、 面で な 部 方 を 用する、

・「 」については、平日と の日中は とし、平日 と日 ・

日の の とする、

・「 」については、ま は一 の とする、

という、い 「 モール ター 」の発 に って本事業を 出さ ている。

の 実施団体においても、 記 を 度 用の としつつも、ま は、

こうした「 モール ター 」方 も としながら、 要となる事業の「 」

の確 を に、地域の実 に た な発 による導入方策を検討しても

いのではないか。
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「 実施団体への ン ー 」（第 ）においては、♯7119事業を実施して

いない として、「検討を めるきっかけがない」と している団体が、都道府

県及び消防本部とも一定 見られたとこ である。

実施団体における検討のきっかけとして、 よりも きな効果を つものは、

ま は、本事業の 用者となる「地域 からの 」だと える。「 事業の普及

発・認知度向 のための方策」でも したとおり、あら る 意 によって、

本事業に する認知度向 や正しい の 成を図っていくことが、 実施

の からの事業実施への にもつながり、行政 をは めとする関係者の検討

を く しすることとな う。 て、検討を行う としても、「 事業実施の

要 の （事業実施効果の ・明確化）」で した本事業実施の 要 や

効果・ を「 が事」として実 できれ 、 効果により検討が するも

のと えられる。また、 の には、普及促進 ー等による 的支援や、事

務を進める での となる「事業導入・ の き/ ン」のようなも

のの など、 共 に係る国からの適切な支援についても、 される。

えて、実施団体における 体的な成果や 等についても、国が定 的にとりまと

め、 く全国に発 するといった取組が進め 、 実施団体はもとより、 実施団体

も めて、 く なものとな う。

の で、本検討部会では、 実施団体における検討を 体的に促す 組 とし

て、例え 、以下のような取組について を行ったとこ である。 実施地域にお

いては、これも にして検討を きたい。 て、こうした きが に進

よう、 度的な しについても、検討が まれる。

会 の の検討

消防機関と医療機関との連 によって、医 的 点から、救急救 を 救

急 が行う 急 等の を する 組 として、都道府県及び地域 とに、

都道府県・市町村の消防関係者・衛生部局関係者や、医 会・救 救急センター等

の救急医療の関係者等で 成される「 デ ル ン ール（ ） 会」が

されている。また、消防 （ 23 年 第 186 号）第 35 の 5 では、消

防機関と医療機関の連 を推進するための 組 及び救急 送・ 入れの な

実施を図るためのルールとして、各都道府県は、「 者の 送及び 者の 入

れの実施に関する 」を定めなけれ ならないとされており、 の策定や

な 用・ を行うための の として、この デ ル ン ール 会

を 用している団体も い。

救急安心センター事業が担っている「救急 ・ 急度 定」や「医療機関 内」

という は、消防機関及び医療機関をは めとする関係者が 機的に連 して

取り組 き である。また、「医療機関 内」については に、 記の「
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検討の

検討の

・関心があるのは認知度の である。実施団体の市 がす からく認知し、 用できて

いるとこ から様々な や効果が見えてきて、 れが 実施団体への につながっ

ていくだ う。

・実施団体から事業の を発 してもらいたい。事業を実施して 用だったということ

が かれ 、 実施団体にも でき、 の にも がっていくだ う。 の意見を

けて、行政 も けるようになるのではないか。

・ の安心・安全に する 度といったことが 的に行政を かすのではないか。

｢安心｣は 事業の の通りであるが、｢安全｣については、適切な につながり、

に行くことを っている の け となり、 の につながっているこ

とが明確に セー として け 、 からも要 が出てくるのではないか。

・ ー ルについては、 れを するような実施 体向けの導入と の

き・ のようなものを してあ られると いのだ うと った。 えて、でき

れ ー ルを える が かるように、行政 が るもの（地域の医療 要の

・119からの 送等）なども めて記 できると いのではないか。

・本県では、救急医療の の関係者や消防関係者、 関係者等で 成され、救 効

果向 に向けた を日 から行ってきた「県 デ ル ン ール 会」を検討

の け として、導入の を検討してきた。

・消防 第 35 の 5に 定される「 者の 送及び 者の 入れの実施に関する

」は、救急 により 者を適正な医療機関に 送するために、 め 入れ医療機関

を しておくことが本 の つだと うが、さらに♯7119 を導入すること

により、医療機関 内という形でも成果を できるとの があると えられ

る。このことは、 実施団体の導入に けた 機付けにも結びつくのではないか。

・各都道府県で♯7119 を めた救急医療 送に して、消防 と医療行政 、あるいは

こに地域の医療者ということであれ 、地域の医 会が って、 こで会 する。

なくとも し合うという を、 急に つくってもらって、 こで し合って

もらうというのが極めて 効かと う。

・これは、 だけの ではなく、地域の救急体 、医療 体 の でもある。

本 は、都道府県の地域医療 ・医療 画の中でしっかり検討すること。ま は、都

道府県全体の医療 画の中に けて、どのようにす きなのか える き。

・本県では、費用負担の に する 策として、「 モール ター 」の 用が、

きな えであった。すな 、「実施方 」については、 方 よりも 面で

な 部 方 を 用するとともに、「 」についても、平日と の日中は

とし、平日 と日 ・ 日をこの♯7119 で するということで、 を

定した。また、「 」もま は から めようではないかということで、これ

らを通 て を える方 を取った。

・本市における入 件 に た 用であったり、 の であったりという か

らしても、一 的な 365 日・24 の平た な 用と に行うということは、

面だけではなく、市 に く ー を する でも 用ではないかと える。
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本検討部会は、 実施地域における導入に向けた の 出及び の 方策を

中心に検討を行ってきたが、 に事業を実施するだけでなく、事業の「 」、「 」

及び「効 」の向 についても、 くの意見が出された。 実施団体においてこの

ような事業の を図ることは、本事業 体の や効果を めることに がり、

いては、 実施団体における導入の ともなり ると える。

この点について、救急安心センター事業（♯7119）担当者及び普及促進

ー連絡会を通 て り をいただいたとこ 、「いかに効 よく ・ 体

を確 していくかが である」、「 者に められる 要な ルが

どこなのか、 の ールセンター にではなく、実施団体 で共 することも

要ではないか」といった があり、実施団体においては、 者に する「

・ 体 のモデル化」が きな となっていることなどが確認された。

消防庁では 年度、♯7119 事業を 部 する に 用 な「♯7119 用者等

からの意見に する 」や「 の を行うための 」に関する 様書の例

を 成し、実施団体に しているが、 はさらに、 者に する適切な

・ 体 の をは めとして、本事業の「 」、「 」及び「効 」を向

さ るための 点を く り だ 的な 様書の例を 成する等の が

まれる。

えて、連絡会では、「各実施団体が かれている は れ れ なることから、

らがどの実施 にあるのか的確に した で、 の で目指す き

をしっかり ー しながら、 要な方策を検討することが 要ではないか」との

もあった。消防庁において （ ）で た「事業導入・ の き/

ン」のようなものを 成する には、この点にも 意することが 要である。

、 した「事業実施効果の ・明確化」の 点と て、さらに検討が

められていくことを したい。

♯7119事業導入からの発 ー

55

検討の

検討の

・関心があるのは認知度の である。実施団体の市 がす からく認知し、 用できて

いるとこ から様々な や効果が見えてきて、 れが 実施団体への につながっ

ていくだ う。

・実施団体から事業の を発 してもらいたい。事業を実施して 用だったということ

が かれ 、 実施団体にも でき、 の にも がっていくだ う。 の意見を

けて、行政 も けるようになるのではないか。

・ の安心・安全に する 度といったことが 的に行政を かすのではないか。

｢安心｣は 事業の の通りであるが、｢安全｣については、適切な につながり、

に行くことを っている の け となり、 の につながっているこ

とが明確に セー として け 、 からも要 が出てくるのではないか。

・ ー ルについては、 れを するような実施 体向けの導入と の

き・ のようなものを してあ られると いのだ うと った。 えて、でき

れ ー ルを える が かるように、行政 が るもの（地域の医療 要の

・119からの 送等）なども めて記 できると いのではないか。

・本県では、救急医療の の関係者や消防関係者、 関係者等で 成され、救 効

果向 に向けた を日 から行ってきた「県 デ ル ン ール 会」を検討

の け として、導入の を検討してきた。

・消防 第 35 の 5に 定される「 者の 送及び 者の 入れの実施に関する

」は、救急 により 者を適正な医療機関に 送するために、 め 入れ医療機関

を しておくことが本 の つだと うが、さらに♯7119 を導入すること

により、医療機関 内という形でも成果を できるとの があると えられ

る。このことは、 実施団体の導入に けた 機付けにも結びつくのではないか。

・各都道府県で♯7119 を めた救急医療 送に して、消防 と医療行政 、あるいは

こに地域の医療者ということであれ 、地域の医 会が って、 こで会 する。

なくとも し合うという を、 急に つくってもらって、 こで し合って

もらうというのが極めて 効かと う。

・これは、 だけの ではなく、地域の救急体 、医療 体 の でもある。

本 は、都道府県の地域医療 ・医療 画の中でしっかり検討すること。ま は、都

道府県全体の医療 画の中に けて、どのようにす きなのか える き。

・本県では、費用負担の に する 策として、「 モール ター 」の 用が、

きな えであった。すな 、「実施方 」については、 方 よりも 面で

な 部 方 を 用するとともに、「 」についても、平日と の日中は

とし、平日 と日 ・ 日をこの♯7119 で するということで、 を

定した。また、「 」もま は から めようではないかということで、これ

らを通 て を える方 を取った。

・本市における入 件 に た 用であったり、 の であったりという か

らしても、一 的な 365 日・24 の平た な 用と に行うということは、

面だけではなく、市 に く ー を する でも 用ではないかと える。
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の

の の

・「つながりやすさ」や、医 の 体 ・ の 体 ・ 内 の検証体 など

「 」の向 に向けた取組も 要。

・当市の導入 の として、 ン は「 」、すな 、ま つながるのかどう

かというとこ 。 して、「 ルの 度」「 用の適切 」という、この３点を

要だと えている。

・♯7119 事業への の 頼は、 者の によるとこ が きいので、 者

向けの を実施する 要があるのではないか。

・実施団体においては事業の検証を定 的に行っており、 れを踏まえ、 ルの

や タ の ・ 等に かして、さらに安全 を めることをやっている。

・当市では、実 の をする 等には ルの 用、 、 体 につ

いて事 に取り めを している。事業の安全 は に 要な で、事業者との

における 様書においても事業検証のことを記 しておく 要があるだ う。

・国が♯7119 事業の 管 のあり方を定め、 実施団体が の検討に費やす を

化することも、 実施団体が導入を 向きに検討する で 要なのではないか。

・ 事業は、 の で し、切 に ーすることも ないため、より

安全を意 した 管 が と える。安全管 のあり方も、モデル して ー

ル入 を したりするなど、 組 で 導してあ ることが いのではないか。

・ の は であるし、 ルの も定 的に 要になるであ うと える。

全国のデータをとりまとめて 「Process」について し、 ルの や

の 成などに 用していく 組 が 要になると う。

の の

・ にとって使いやすい ー とするためには、「 を知っていること」、「使い方

を知っていること」等に え、「 ー が 実していること」が 要なのではないか。

・ デ 通 ができるような は か。

・ セ のしやすさは 年 により きく なるので、あら る年 に できるよ

うな のデ を用意する 要がある。
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の の

・本県における費用負担の に する 策の きな えが「 モール ター 」であ

った。

・365日・24 の平た な 用と 、入 件 に た 用をしたり、 の

をしたりすることは、市 に く ー を する でも 用ではないか。

・｢ モール ター 」のあり方については、財政的な面や地域の医療 の面で

を った効 的な はとても いと うが、 のとこ は めておく 要があるだ

うと う。

・AI を 用した ン を に組 こ 方 もあるのではないか。 行や 付

も、Q Aを AIにしている。 ールセンターで全てを くのは なので、 の を

機 化してしまう方 もあるのでは。

・財政 も負担となる、 件費の中の を だけでなく、救急救 （ に

用の救 ）を 用することで が図られると えられる。

・実施地域の取り組 は となるが、 度なものも いことから、全国 を進めるた

めには、内 の ー ルを し下 、 ン ルに した方が、 導入団体としては進

めやすくなると う。
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の

の の

・「つながりやすさ」や、医 の 体 ・ の 体 ・ 内 の検証体 など

「 」の向 に向けた取組も 要。

・当市の導入 の として、 ン は「 」、すな 、ま つながるのかどう

かというとこ 。 して、「 ルの 度」「 用の適切 」という、この３点を

要だと えている。

・♯7119 事業への の 頼は、 者の によるとこ が きいので、 者

向けの を実施する 要があるのではないか。

・実施団体においては事業の検証を定 的に行っており、 れを踏まえ、 ルの

や タ の ・ 等に かして、さらに安全 を めることをやっている。

・当市では、実 の をする 等には ルの 用、 、 体 につ

いて事 に取り めを している。事業の安全 は に 要な で、事業者との

における 様書においても事業検証のことを記 しておく 要があるだ う。

・国が♯7119 事業の 管 のあり方を定め、 実施団体が の検討に費やす を

化することも、 実施団体が導入を 向きに検討する で 要なのではないか。

・ 事業は、 の で し、切 に ーすることも ないため、より

安全を意 した 管 が と える。安全管 のあり方も、モデル して ー

ル入 を したりするなど、 組 で 導してあ ることが いのではないか。

・ の は であるし、 ルの も定 的に 要になるであ うと える。

全国のデータをとりまとめて 「Process」について し、 ルの や

の 成などに 用していく 組 が 要になると う。

の の

・ にとって使いやすい ー とするためには、「 を知っていること」、「使い方

を知っていること」等に え、「 ー が 実していること」が 要なのではないか。

・ デ 通 ができるような は か。

・ セ のしやすさは 年 により きく なるので、あら る年 に できるよ

うな のデ を用意する 要がある。
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本検討部会では、救急安心センター事業の普及に向けたこれまでの取組を り るとと

もに、 実施団体（都道府県、 消防本部等）への ン ー や、実施団体及び 実

施団体を した 体への ン 等を通 て、本事業の全国 に向け す

き を 目に した で、 れ れに して えられる 策を検討してきた。

ま 、｢事業実施の 要 の （事業実施効果の ・明確化）｣に関しては、 か

らの｢救急 の適正 用（適 ・適切な 用）｣、｢救急医療機関の の適正化｣及び｢

への安心・安全の ｣という３つの 点に え、 化及び 減 の進 や 会 の

化といった「 の 化への ｣及び｢ ル を 機とした しい

生 様 の実施｣という つの 点からも、本事業に られる や 要 の まりを確

認することができた。本事業の全国 に向けては、実施効果の ・明確化をさらに し

進めるとともに、 ならではの きや についても し、結果を かりやすく

のうえ、 く普及 発することが であり、 も 的な検討を したい。

次に、｢事業の実施地域、実施主体、財政 のあり方｣に関しては、消防庁のこれまでの

え方を めて した で、実施地域における実 の実施主体や財政負担の 、消防救

急及び救急医療に関 る関係 の 定などを踏まえ、 的な を てきた。この結

果、実施主体のあり方については、一 的・画一的に定める きものではなく、 、各地

域の実 に て るということではないかとの結 に った。 の で、財政 のあ

り方については、 、各地域で れ れの実 に て された実施主体に生 る 要

な財政負担に して、「実効 ある適切な財政 の実 を く する」との本検討部会

の も踏まえて、 ３年度地方財政 に係る ・ がなされた結果、 ３年度

からは、 行の を見 し、都道府県 は市町村の財政負担に して、 たに 付

が られることとなった。このことは、 実施団体における本事業の 導入に向け

て、 に きな い となるものと えており、 したい。

また、｢関係機関・事業との連 、 及び 事業者の確 方策｣、｢ の

ルとの関係、 的 への ｣及び｢事業の普及 発・認知度向 のための方策｣に関

しても、 れ れ 実した を進め、一定の を行うことができた。 の からは、

本検討部会の検討 等について、SNSを通 た積極的な 報発 も ルタ で図られ

たとこ であり、ここに したい。

に、｢ 実施団体における検討の 、 実施団体における事業の ｣に関しては、

先行実施団体の取組を に、検討を めるきっかけ くりとなる を すこと

ができた。また、本事業の導入 体が ールではなく、導入 においても｢ ｣、｢ ｣及

び｢効 ｣の向 といった 点から事業の を図ることは、 用者 の視点から極め

て 要であるほか、 や効果の面で本事業にさらなる が し、 実施団体における導入

の ともなり ると える。 、さらに検討が められていくことを したい。

以 のとおり、 、本報告書のとりまとめという形で、本検討部会として一定の結 を

見出すことができたが、本検討部会の検討の進 に するような形で、 の 実施団体

において、事業導入に向けた 体的検討の きが進 出していることが確認されている。
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もこの れが 切れることなく、本検討部会の目的である「日本全国どこにいても♯

7119 が がる体 」、すな ♯7119 事業の全国 の実 に向けた関係者の が

き、 実施団体における♯7119事業の導入が一 進 でいくことを く する。
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本検討部会では、救急安心センター事業の普及に向けたこれまでの取組を り るとと

もに、 実施団体（都道府県、 消防本部等）への ン ー や、実施団体及び 実

施団体を した 体への ン 等を通 て、本事業の全国 に向け す

き を 目に した で、 れ れに して えられる 策を検討してきた。

ま 、｢事業実施の 要 の （事業実施効果の ・明確化）｣に関しては、 か

らの｢救急 の適正 用（適 ・適切な 用）｣、｢救急医療機関の の適正化｣及び｢

への安心・安全の ｣という３つの 点に え、 化及び 減 の進 や 会 の

化といった「 の 化への ｣及び｢ ル を 機とした しい

生 様 の実施｣という つの 点からも、本事業に られる や 要 の まりを確

認することができた。本事業の全国 に向けては、実施効果の ・明確化をさらに し

進めるとともに、 ならではの きや についても し、結果を かりやすく

のうえ、 く普及 発することが であり、 も 的な検討を したい。

次に、｢事業の実施地域、実施主体、財政 のあり方｣に関しては、消防庁のこれまでの

え方を めて した で、実施地域における実 の実施主体や財政負担の 、消防救

急及び救急医療に関 る関係 の 定などを踏まえ、 的な を てきた。この結

果、実施主体のあり方については、一 的・画一的に定める きものではなく、 、各地

域の実 に て るということではないかとの結 に った。 の で、財政 のあ

り方については、 、各地域で れ れの実 に て された実施主体に生 る 要

な財政負担に して、「実効 ある適切な財政 の実 を く する」との本検討部会

の も踏まえて、 ３年度地方財政 に係る ・ がなされた結果、 ３年度

からは、 行の を見 し、都道府県 は市町村の財政負担に して、 たに 付

が られることとなった。このことは、 実施団体における本事業の 導入に向け

て、 に きな い となるものと えており、 したい。

また、｢関係機関・事業との連 、 及び 事業者の確 方策｣、｢ の

ルとの関係、 的 への ｣及び｢事業の普及 発・認知度向 のための方策｣に関

しても、 れ れ 実した を進め、一定の を行うことができた。 の からは、

本検討部会の検討 等について、SNSを通 た積極的な 報発 も ルタ で図られ

たとこ であり、ここに したい。

に、｢ 実施団体における検討の 、 実施団体における事業の ｣に関しては、

先行実施団体の取組を に、検討を めるきっかけ くりとなる を すこと

ができた。また、本事業の導入 体が ールではなく、導入 においても｢ ｣、｢ ｣及

び｢効 ｣の向 といった 点から事業の を図ることは、 用者 の視点から極め

て 要であるほか、 や効果の面で本事業にさらなる が し、 実施団体における導入

の ともなり ると える。 、さらに検討が められていくことを したい。

以 のとおり、 、本報告書のとりまとめという形で、本検討部会として一定の結 を

見出すことができたが、本検討部会の検討の進 に するような形で、 の 実施団体

において、事業導入に向けた 体的検討の きが進 出していることが確認されている。
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